
 

 

 

 

 

 

第７期埼玉県地域福祉支援計画（案） 

「支え手」「受け手」の関係を超えて、あらゆる人が地域を 
共に創り、一人ひとりが生き生きと暮らせる埼玉へ 

令和６年度～令和８年度（２０２４年度～２０２６年度） 

 

御意見をお寄せください。 

「第７期埼玉県地域福祉支援計画（案）」に対する御意見をお待ちしています。 

 

郵 送 〒３３０－９３０１（住所は省略できます）  

      埼玉県福祉部福祉政策課 政策企画担当あて  

ＦＡＸ ０４８－８３０－４８０１  

メール a3380-10@pref.saitama.lg.jp  

※ いずれも件名を「埼玉県地域福祉支援計画（案）への意見」と 

 してください。  

※ 必ず住所・氏名を明記してください。  

 

 

○ 御意見の受付期間 令和６年２月５日（月）まで（必着）  

○ 県民の皆様からの御意見をいただき、諸手続を経て計画を策定する予定です。  

○ 埼玉県のホームページ（計画案）  

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/sienkeikaku/7keikakucoment.html  
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１ 計画策定の趣旨 
本県では、令和 3 年度から令和 5 年度（2021 年度〜2023 年度）を計画期間とする

「第 6 期埼玉県地域福祉支援計画」を策定し、市町村の地域福祉の取組を支援してき
ました。 

このたび、計画期間の満了を迎えるに当たり、少子化や異次元の高齢化、個人や
世帯の抱える課題が複雑化・複合化し、コロナ禍で顕在化あるいは一層深刻化した
これらの課題への対応など、引き続き市町村の地域福祉の取組を支援する必要があ
ることから、新たに「第 7 期埼玉県地域福祉支援計画」を策定することとしまし
た。 

この計画は、社会福祉法第 108 条第 1 項に規定する「都道府県地域福祉支援計
画」として、広域的な見地から市町村の地域福祉の推進を支援するものであり、県
の総合計画である埼玉県 5 か年計画の分野別計画として位置付けられるものです。 

また、「埼玉県高齢者支援計画（埼玉県認知症施策推進計画）」、「埼玉県障害
者支援計画」、「埼玉県子育て応援行動計画」、「埼玉県ケアラー支援計画」、

「埼玉県再犯防止推進計画」など個別計画との連携・整合を図りながら、高齢者、障
害者、児童等の福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記載した計画です。 

さらに、市町村支援のガイドラインとしても位置付けられます。 

 

２ 計画の期間 
令和 6 年度から令和 8 年度（2024 年度〜2026 年度）までの 3 年間とします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
用語解説■「地域福祉」とは 

地域において人々が安心して暮らせるよう、住民、団体、企業、行政がお互いに
協力して地域社会の福祉課題の解決等に取り組む考え方です。具体的には、法律等
の制度に基づき提供される公的福祉サービスや住民・ボランティア団体などによる
支え合いの取組などを相互に生かしながら、住民の福祉ニーズに応えていくもので
す。 
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 社会福祉法 
 社会福祉法（法第 106 条の 3 第 2 項）に

基づく市町村における包括的な支援体
制の整備に関する指針 

 令和 3 年（2021 年）3 月 31 日厚生労
働省「地域共生社会の実現に向けた地
域福祉の推進について」（通知） 埼玉県５か年計画 

整合 

市町村
地域福
祉計画 

住民参加
による策
定と推進 

埼玉県
地域保
健医療
計画 

その他
の関連
計画 

 

■埼玉県地域福祉支援計画の位置付け 
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埼玉県高齢者支援計画 
（埼玉県認知症施策推進計画） 

埼玉県地域福祉支援計画 
 

 

 

 

高齢者、障害者、児童等の
福祉の各分野における共通
的な事項を横断的に記載 

埼 玉 県 障 害 者 支 援 計 画 

埼 玉 県 子育 て 応 援行動 計 画 

支援 

埼 玉 県 ケ ア ラ ー 支 援 計 画 

整合 

埼 玉 県 再 犯 防 止 推 進 計 画 
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１ 福祉を取り巻く状況 
1-1 人口・世帯等に関する状況 

①人口減少と高齢化の進行 
埼玉県の総人口は、昭和 30 年代から平成 2 年（1960 年代〜1990 年）にかけて急

激に増加し、令和 2 年（2020 年）頃に人口ピークを迎え、令和 7 年（2025 年）には
732 万人、令和 22 年（2040 年）には 700 万人を割ることが見込まれています。 

年齢 3 区分別人口をみると、年少人口（0〜14 歳）は昭和 55 年（1980 年）の 146
万人をピークに減少が続いています。また、生産年齢人口（15〜64 歳）は、全国で
は平成 7 年（1995 年）頃から減少しており、埼玉県においても平成 12 年（2000
年）の 501 万人をピークに減少が続いています。 

一方で高齢者人口（65 歳以上）は令和 2 年（2020 年）に 198 万人、高齢化率は
27.0%といずれも過去最高となり、超高齢社会（高齢化率 21％超）となっています。 

■図 1 本県の将来人口の見通し（年齢３区分別）  

 

資料：総務省統計局「国勢調査」［H7〜R2］ 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5(2023)年推計）」［R7〜R32］ 
＊国勢調査の人口総数には年齢不詳を含むため、年齢別人口の合計とは一致しない。 
  

(万人) 
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②世帯の変化と単独世帯の増加 
世帯数は増加傾向にあり、昭和 45 年（1970 年）の 97 万世帯から、令和 2 年

（2020 年）には 316 万世帯に増加しました。一方で、平均世帯人員数は減少傾向にあ
り、昭和 45 年（1970 年）の 3.83 人から、令和 2 年（2020 年）には 2.28 人に減少し
ています。 

世帯構成をみると、核家族世帯（夫婦のみの世帯、夫婦と子供から成る世帯、男
親又は女親と子供から成る世帯の合計）が昭和 45 年（1970 年）には 67 万世帯で全
世帯の 69％でしたが、令和 2 年（2020 年）には 185 万世帯と全世帯の 59％となって
います。また、単独世帯（世帯人員が一人のみの世帯）が近年増加しており、昭和
45 年（1970 年）には 8 万世帯でしたが、令和 2 年（2020 年）には 107 万世帯と約
13 倍に増加し、全世帯に占める割合も 34％に増加してきています。 

■図 2 本県の世帯数と平均世帯人員数の推移 

※国勢調査の世帯数については、四捨五入してあるため、内訳の合計とは一致しない。 
総務省「国勢調査」を基に作成 
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また、高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの世帯）及び高齢者
（65 歳以上）単独の世帯である高齢者世帯は、平成 2 年（1990 年）には合わせて 10
万世帯で、全世帯の 5％にすぎませんでしたが、令和 2 年（2020 年）には 71 万世帯
と 30 年間で約 7 倍となり、全世帯の 22％を占めています。 

■図 3 本県の高齢者世帯数の推移 

 
総務省「国勢調査」を基に作成 

 

単独世帯数は高齢者世帯に限らず増加しており、平成 12 年（2000 年）には男性単
独世帯約 37 万世帯、女性単独世帯約 21 万世帯でしたが、令和 2 年（2020 年）には
男性単独世帯約 60 万世帯、女性単独世帯約 47 万世帯と増加しています。 

■図 4 本県の単独世帯数の推移 

 
総務省「国勢調査」を基に作成 

※国勢調査の世帯数については、四捨五入してあるため、内訳の合計とは一致しない。 
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③少子化の進行 
本県における出生数は昭和 48 年（1973 年）以降、平成 2 年（1990 年）頃まで減

少を続け、いったん増加したものの平成 12 年（2000 年）から減少傾向にあります。
合計特殊出生率を見ると、昭和 60 年（1985 年）から平成 17 年（2005 年）年にかけ
て、1.72 から 1.22 へと減少し、それ以降上昇に転じたものの、近年は再び減少が続
いています。令和 4 年(2022 年)は 1.17 で、これは全国第 44 位となっています。 

■図 5 本県の出生数と合計特殊出生率 

 
厚生労働省「人口動態統計」を基に作成 
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④未婚化・晩婚化の進行 
本県における未婚率は男女ともに昭和 60 年（1985 年）年以降、大幅に上昇してい

ます。特に、35 歳〜39 歳の男性の未婚率は、昭和 60 年（1985 年）の 14.7%から令
和 2 年（2020 年）には 39.3%に大幅に上昇しています。また、25 歳〜29 歳の女性の
未婚率も昭和 60 年（1985 年）の 29.7%から令和 2 年（2020 年）には 66.3%に大幅に
上昇しています。男性は 40 歳未満の各年代において全国平均よりも未婚率が高くな
っています。 

■図 6 本県の年齢階級別未婚率の推移（男性） 

 
総務省「国勢調査」を基に作成 

■図 7 本県の年齢階級別未婚率の推移（女性） 
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⑤在留外国人数の増加 
本県における在留外国人数は増加傾向にあり、令和 4 年（2022 年）12 月末時点で

212,624 人となり、平成 30 年（2018 年）時点と比較すると約 3 万人増加しました。
国籍は 165 の国及び地域と幅広く、人数は多い順に中国、次いでベトナム、フィリ
ピン、韓国、ネパールとなっています。 

■図 8 本県における在留外国人数の推移 

 

法務省「在留外国人統計」を基に作成 
■図 9 令和 4 年（2022 年）12 月末時点の在留外国人数の内訳 

 

※四捨五入のため、内訳の合計は 100％にならない場合がある。 
法務省「在留外国人統計」を基に作成 
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1-2 福祉サービスの提供の状況 

①高齢者に関する状況 
本県の令和４年度（2022 年度）末の要介護（要支援）認定者数は約 34 万人で、介 

護保険制度創設時の平成 12 年（2000 年）4 月と比較すると、約 4.2 倍になっていま
す。  

要介護（要支援）認定者の割合を要介護度別にみると、要介護 1 が 23.3％で最も高 
く、次いで要介護 2 が 17.1％、要介護 3 が 14.2％となっています。  

また、介護保険の第１号被保険者約 197 万人のうち、要介護（要支援）認定者は
約 33 万人であり、その割合は約 16.7％となっています。 

■図 10 要介護認定者及び介護度別認定者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年度 3 月末日）［H27〜R4］ 
埼玉県推計（地域包括ケア「見える化」システム将来推計）［R7〜R22］ 
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②障害者に関する状況 
障害者に関する状況は、令和 4 年度（2022 年度）末で障害者手帳所持者数は、

334,566 人となっており、平成 24 年度（2012 年度）末と比較し約 23%増加していま
す。特に療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者が増加しています。 

■表 1 本県の障害者手帳所持者数の推移 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者福祉推進課調べ 
 ※重複所持者あり 
 ※各年度末現在の数字                     
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③児童に関する状況 
本県におけるひとり親世帯数は、令和 2 年（2020 年）には、36,589 世帯と平成 7

年（1995 年）の 26,879 世帯と比較すると、約 1.4 倍になっています。 

全国の母子世帯の平均年間所得の推移を見ると、依然として母子世帯は、全世
帯、とりわけ児童のいる世帯と比べて平均年間所得額に大きな差がある状況です。 

■図 11 本県のひとり親世帯数の推移 

 

総務省「国勢調査」を基に作成 
 

■図 12 全国の世帯当たりの平均年間所得の推移 

 

厚生労働省「国民生活基礎調査」を基に作成 
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母子世帯の総所得は平均で年間 328 万円と、児童のいる世帯の総所得の 42％に留

まっており、経済的に厳しい状況がうかがえます。パート・アルバイト等の割合が
高いなど、就業の状況等が不安定であることが影響しています。 

■図 13 児童のいる世帯と母子世帯の平均所得金額（全国） 

 

厚生労働省「国民生活基礎調査」を基に作成 

■図 14 母子世帯の就業状況（全国） 
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子供の貧困率は、令和 3 年(2021 年)で 11.5%となっており、子供の 9 人に 1 人が貧

困状態にあるなど深刻な状況です。生まれ育った家庭の経済状況が子供の進学や就
職などに影響を及ぼし、格差の固定化や貧困の連鎖につながることが懸念されま
す。 

県では「貧困の連鎖」を断ち切るため、生活保護世帯・生活困窮世帯の子供に対
する学習支援を進めているほか、子ども食堂などの子供の居場所づくりを進めてい
ます。 

■図 15 全国の子供の貧困率の推移 

 

厚生労働省「国民生活基礎調査」を基に作成 
※平成 30 年（2018 年）からは OECD の所得定義に基づく新たな基準を基に算定している。（従来の可処
分所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し
引いたもの） 
 

■図 16 本県の生活保護世帯の中学３年生の学習支援事業利用率 
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社会福祉課調べ 
④生活保護に関する状況 

令和 5 年（2023 年）9 月現在の生活保護世帯数は 79,733 世帯で、被保護者数は
98,497 人です。 

平成 20 年（2008 年）9 月のリーマンショックなどを契機とした経済情勢の悪化に
より、保護を受給する世帯が急増しましたが、平成 26 年（2014 年）以降、雇用情勢
の好転などにより稼働年齢層のいる世帯の伸びは落ち着いています。 

一方、本県では、急速な高齢化とともに、高齢者世帯が年々増加し、保護世帯全
体を押し上げています。保護率は 1.34％で、全国の保護率（1.62%）より低くなって
います。 

■図 17 年度別保護率（12 ヶ月平均）等の推移  

 
社会福祉課調べ 

 

■表 2 世帯類型別世帯の割合 
 高齢者世帯 傷病・障害者世帯 母子世帯 その他世帯 

埼玉県 53.8% 25.2% 4.0% 17.0％ 

全国 55.6% 24.9% 4.1% 15.5% 
社会福祉課調べ 

令和４年度月平均の数値 
※構成比は端数処理しているため、合計が 100％にならない場合がある。 
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⑤ホームレスの状況 
本県が把握しているホームレス数は減少傾向にあります。ホームレス対策につい

ては、平成 14 年（2002 年）の「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の
施行や平成 27 年（2015 年）の「生活困窮者自立支援法」の施行などにより、支援体
制が整備されてきています。 

■図 18 本県のホームレス数の推移 

 

※「ホームレス数」は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」第 2 条に規定する「都市
公園、河川、道路、駅舎その他施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」として市町
村が目視で調査しているものです。 

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」を基に作成 
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⑥自殺者の状況 
年間の自殺者数は、平成 21 年（2009 年）の 1,796 人をピークに減少傾向にありま

す。 

しかし、新型コロナウイルス感染症感染拡大による緊急事態宣言解除（令和２年 5
月 25 日）後の令和 2 年 6 月以降、月別の自殺者数は一時増加傾向にありました。こ
のため、今後の傾向を注視する必要があります。 

■図 19 本県の自殺者の推移 

 

警察庁「自殺の状況」を基に作成 
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1-3 虐待・権利擁護の状況 

①虐待相談対応件数・通報件数の増加 
虐待に対する関心の高まりもあり、虐待相談対応件数・通報件数は増加傾向にあ

ります。特に、児童虐待の虐待相談対応件数は、平成 18 年（2006 年）に比べて約 8
倍となっています。 

■図 20 虐待相談対応件数・通報件数の推移 
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②成年後見制度の利用者数の増加 
本県における成年後見制度（成年後見、補佐、補助、任意後見）の利用者は増加

傾向にあり、利用者数は令和 4 年度（2022 年度）時点で 10,507 人になりました。 

■図 21 成年後見制度の利用状況の推移 
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③福祉サービス利用援助事業の状況 
埼玉県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会に委託して「福祉サービス利用

援助事業（あんしんサポートねっと）」を実施しています。この事業は、福祉サー
ビスの利用援助や日常的な金銭管理など、判断能力の不十分な高齢者や障害者の日
常生活を支援するものです。 

生活支援員等による見守りを行うなど、本人に寄り添った支援が可能となってい
ます。 

■図 22 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）の利用者数推移 
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1-4 担い手の状況 

①介護人材の状況 
本県では、令和 7 年（2025 年）に向けて、75 歳以上の後期高齢者が急増すること 

が見込まれています。  
県内の介護職員数は平成 25 年度から令和 3 年度にかけて約 7.1 万人から約 9.9 万人

に増加しています（図 23）。  
 一方、第 8 期介護保険事業支援計画の策定にあたり厚生労働省が作成した「介護
人材需給推計ワークシート」での推計によると、本県は令和 7 年度（2025 年）には
約 11.5 万人の介護職員が必要になると見込まれます（表 3）。  

また、令和 4 年度介護労働実態調査によると、「訪問介護職員が不足している」
と回答した本県の事業所は 86.1％となっています（表 4）。  

介護現場において介護従事者の処遇改善や働きやすい環境の整備を進め、人材の
確保・定着を図ることが重要です。 

 

■図 23 埼玉県の介護職員数の推移             （単位：人） 
 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」＊調査回収率による補正が行われている。 
 

■表 3 介護人材の需給推計（埼玉県）              （単位：人） 
 令和元年度

（2019年度） 
令和７年度（2025年度） 

需要見込み 供給見込み 充足率 需給ｷﾞｬｯﾌﾟ 
埼 玉 93,494 114,644 102,408 89.3％ 12,236 
全 国 2,105,877 2,446,562 2,109,956 86.2％ 336,606 

資料：令和元年度実績値：「都道府県別介護職員数の情報提供について」（令和 3 年 1 月厚生労働省事務連絡） 
令和７年度推計値：埼玉（埼玉県推計）、全国（平成３０年５月厚生労働省公表） 
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■表 4 従業員の過不足状況（埼玉県） 

 

※訪問介護員とは、介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家族を訪問して家事な
どの生活援助、入浴などの身体介護を行うものをいう。 
※介護職員とは、訪問介護以外の介護保険の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者をいう。 
資料：介護労働安定センター「令和 4 年度介護労働実態調査（埼玉県版）」 
 

②保育人材の状況 
本県は核家族の割合が高く、子育て中の夫婦が自分たちの親から子育て支援を受

けにくい状況にあります。また、共働き家庭が増える中、保育需要は年々高まって
います。保育所等待機児童の早期解消に向け、保育サービスの受入枠の拡大を行っ
ており、保育士の確保が喫緊の課題となっています。 

しかし、本県の保育士の有効求人倍率は 4.19 倍（令和 4 年（2022 年）11 月）とな
っており、厳しい状況となっています。保育需要が高まる中、子育て家庭が安心し
て子供を育てることができるよう、保育士の確保・定着を図る必要があります。 

■図 24 認可保育所等受入枠と待機児童数の推移 

 

埼玉県「保育所等利用待機児童数調査」を基に作成 
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■表 5 常勤労働者の勤続年数及び給与額（埼玉県） 
区分 平均年齢 勤続年数 給与月額 
保育士 37.9歳 7.9年 262.7千円 

幼稚園教員、保育教諭 36.1歳 8.8年 272.0千円 

全職種 44.2歳 12.1年 335.9千円 

厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」を基に作成 
 

■図 25 保育士の有効求人倍率 

 

厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計（一般職業紹介状況）」を基に作成 
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③NPO 等の状況 
NPO 法人について、令和 4 年度末（2023 年 3 月末）時点で 2,147 団体が認証を受

けています。 

ボランティア活動に取り組む人材は平成 26 年（2014 年）以降、令和元年（2019
年）まで増加を続けたものの、それ以降は減少傾向にあり、令和 4 年時点で 94,271
人がボランティア登録をしています。 

■図 26 NPO 法人の認証件数の推移 

 

共助社会づくり課調べ 
■図 27 ボランティア登録者数の推移 
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1-5 新型コロナウイルス感染症による影響  

 急増した相談支援  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外出自粛をはじめ、社会参加の機
会が減少し、地域とのつながりが大きく制約されました。 

休業などにより経済的に困窮する人や、住まいを失うおそれのある人が増加した
ため、低所得世帯以外にも対象を拡大し、休業・失業等により収入が減少した世帯
に対する緊急小口資金等の特例貸付を実施しました。また、住宅確保給付金につい
ても、要件が緩和されたこともあり、相談が急増しました。 

令和５年１月より特例貸付の償還が始まっていますが、貸付終了後も生活に困窮
する借受人には償還猶予や償還免除の相談や自立に向けて伴走型支援を続けること
が大切です。 

また、コロナ禍においては、高齢者や障害者、子供等の配慮が必要な方への影響
に加え、女性、非正規労働者、個人事業主、外国人やその他の複合的な課題を抱え
る方等、これまで福祉の相談や支援を利用したことがない方々の対応も急増しまし
た。 

コロナ禍や物価高騰の影響により生活に困窮する方を対象として、社会福祉士や
弁護士等の専門家による相談会を県内各地で開催するとともに、食料品・日用生活
品の配布を行う、生活困りごと相談会を実施しました。 

今後も相談者の状況に応じて、関係機関と連携をとり、寄り添いながら支援し続
けることが求められます。 

 顕在化・深刻化した孤独・孤立問題  

コロナ禍では、特に非正規雇用やひとり親の女性への影響が浮き彫りとなり、自
殺者数も増加しました。また、小・中学校における不登校児童生徒数は、コロナ禍
の影響に加え、児童生徒の休養の必要性を明示した「教育機会確保法」の趣旨が浸
透したこと等もあり、増加が続いています。 

あらゆる世代の人々が様々な困難に直面し、孤独・孤立問題が顕在化、深刻化
し、人と人とのつながりや、地域社会とのつながりの重要性がより一層高まってい
ます。 

また、対面型の社会参加の機会が大きく制約される中で、各自治体や地域の現場
では、従来の対面型・集合型の活動に代わって、電話やオンラインを活用した非接
触型のアプローチも拡大しました。 

今後とも子供・若者、女性、高齢者、ひとり親、外国人、障害者、生活困窮者、
ひきこもりの方など、それぞれの状況に応じた相談や居場所の提供などの取組を
NPO 等とも連携して強化を図っていきます。 
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１ 計画の理念 
県内で少子化や異次元の高齢化が進み、また、高齢者のみの世帯や単独世帯の増

加により社会的に孤立する人が増加することが懸念されます。 

これまで、高齢者、障害者、児童、生活困窮者等の福祉の分野ごとに相談支援体
制がつくられてきましたが、既存の制度では対応が困難な複合課題への対応や地域
住民の複雑化・複合化した支援ニーズへの対応を図る必要があります。 

さらに、もともとその地域で暮らしている人と、外国人等新たにその地域で暮ら
すことになった人とで、どのように地域をつくっていくのかも大切な視点です。 

誰もが身近な地域で安心して暮らしていくためには、地域住民、NPO・ボランテ
ィア団体、社会福祉法人、企業、相談支援機関、行政など、あらゆる関係者・関係
機関の協働が不可欠です。 

 

＜基本理念＞  
 
「支え手」「受け手」の関係を超えて、あらゆる人が地域を共に創り、 

一人ひとりが生き生きと暮らせる埼玉へ  
      
・ 福祉サービスを必要とする地域住民も含め地域のあらゆる住民が役割を持 
 ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会の実現を目指します。 
・ 地域住民及び社会福祉活動を行う者は、本人のみならず、世帯全体に着目 
 し、福祉、介護、保健医療に限らない地域生活課題を把握するとともに関係 
 機関と連携して地域生活課題の解決を図ることを目指します。 
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２ 計画の基本方針 
社会福祉法の改正内容や県の実情を踏まえ、次の方針で市町村の地域福祉の取組

を支援します。 

（１）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築支援 

（２）SDGs の理念に基づく「誰一人取り残さない」地域の実現 

（３）超高齢化・少子化など本県で顕著な傾向への対応 

（１）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築支援 

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、人々が暮らしていくう
えでの課題は、様々な分野の課題が絡み合って「複雑化」し、また、個人や世帯に
おいて複数の分野にまたがる課題を抱えるなど「複合化」しています。 

これまで、公的な福祉サービスについては、高齢者、障害者、児童、生活困窮者
等の対象者別に、それぞれの支援機関による支援の充実が図られてきましたが、対
象者別の支援体制では対応が難しい事例が増えています。  

少子高齢化、人口減少や未婚率の上昇といった社会構造の変化により、地域・家
庭・職場といった生活のさまざまな場において、支え合いの基盤が弱まってきてい
ます。 

このような状況を踏まえ、国は制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる
側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生き
がいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」と
いう理念を今後の福祉改革のコンセプトとして掲げました。 

平成 29 年（2017 年）の社会福祉法の一部改正において（平成 30 年（2018 年）4
月 1 日施行。以下「平成 29 年改正社会福祉法」とする。）、地域福祉の理念が明記
されるとともに、市町村が「包括的な支援体制づくり」に努めることが規定されま
した。 

さらに国は、「地域共生社会推進検討会」を設置し、最終とりまとめでは、市町
村が包括的な支援体制の構築を進めるため、①「断らない相談支援」、②「参加支
援」、③「地域づくりに向けた支援」の 3 つの支援を一体的に行う方向性を示しま
した。 

この最終とりまとめを踏まえ、令和 2 年（2020 年）6 月 12 日に「地域共生社会の
実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、社会福祉法が一部
改正されました（以下「令和 2 年改正社会福祉法」とする。）。市町村が包括的な
支援体制を構築するための規定が充実され、重層的支援体制整備事業（市町村の任
意事業）が創設されました。 
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また、国は令和 3 年 3 月 31 日に発出した「地域共生社会の実現に向けた地域福祉
の推進について」の改正通知において、社会福祉法第６条第２項に規定されている
ように、いわば、福祉の領域だけではなく、商業・サービス業、工業、農林水産
業、防犯・防災、環境、まちおこし、交通、都市計画等も含め、人・分野・世代を
超えて、地域経済・社会全体の中で、「人」「モノ」「お金」そして「思い」が循
環し、相互に支える、支えられるという関係ができることが、地域共生社会の実現
には不可欠である」と示しました。 

地域共生社会を実現していくためには、社会的孤立や社会的排除といった現実に
生じうる課題を直視しつつも、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人
と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが
い、地域をともに創っていくことが求められます。 

県では、これまでの県の取組や法改正の趣旨を踏まえ、市町村における包括的な
支援体制の整備をさらに支援していきます。 
 

地域共生社会のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省資料を基に作成】 
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■用語解説 

地域共生社会とは？ 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域
住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域
をともに創っていく社会を目指すもの。 

個人や世帯を取り巻く環境の変化により、生きづらさやリスクが多様化・複雑化
しているなか、一人ひとりの生が尊重され、自律的な生を支える支援が求められて
いることから、「専門職による伴走型支援」と地域の居場所などにおける様々な活
動を通じて日常の暮らしの中で行われる「地域住民同士の支え合いや緩やかな見守
り」といった双方が重なることで、地域におけるセーフティネットが充実してい
く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         【厚生労働省資料を基に作成】 
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包括的な支援体制とは？ 

分野別、年齢別に縦割りだった支援を、当事者中心の「丸ごと」の支援とし、個
人や世帯の地域生活課題を把握し、解決していくことができる体制のこと。専門職
による多職種連携や地域住民との協働が必要となる。 

社会福祉法第 106 条の３第１項は、(1) 「住民に身近な圏域」において、地域住民
等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備、 (2)「住
民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制
の整備、(3) 多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築等を通
じ、包括的な支援体制を整備していくことを市町村の努力義務と規定している。 

出典：令和 3 年 3 月 31 日厚生労働省「「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」の改正
について（通知）」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

                                   【厚生労働省資料を基に作成】 
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（２）SDGsの理念に基づく「誰一人取り残さない」地域の実現 

国際的に豊かで活力ある未来を創る「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）」が示され、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性の
ある社会」の実現に向けて取組が進められています。我が国においても SDGs の実
現に向けて、官民ともに取り組んでいます。 

この SDGs の「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現
は、社会保障・社会福祉がこれまで進めてきた歩みや「地域共生社会」づくりにつ
ながるものです。 

SDGs では 2030 年を年限として、17 の共通目標を提示しています。社会福祉分野
における事業や活動は、この目標のいくつかをすでに体現しています。 

例えば、SDGs の目標 1 の「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」
は、地域のなかの生活困窮者や貧困世帯の子供等への支援に重なります。 

目標 3 の「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を保障し、福祉を促進す
る」は、社会福祉事業や地域福祉活動そのものと言えます。 

SDGs の 17 の目標における取り組みを意識し、SDGs の達成に貢献していきます。 

 

【参考】持続可能な開発目標（SDGs）の概要 
出典：外務省HP 
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（３）超高齢化・少子化など本県で顕著な傾向への対応  

 異次元の高齢化への対応  

本県の総人口は、令和 2 年には約 727 万人で、平成 27 年（2015 年）時点より約６
万人増加していますが、令和７年（2025 年）には 720 万人、令和 17 年（2035 年）
には 700 万人を割ることが見込まれています。  

一方、令和 2 年の本県の高齢者（65 歳以上）人口は約 198 万人、高齢化率は
27.0％といずれも過去最高となっています。  

 また、いわゆる団塊世代が後期高齢者となる令和７年（2025 年）の高齢者人口は、
約 203 万人となり、高齢化率は 28.2％となる見込みです。 

 高齢化の進行に伴い、増加する医療や介護サービスに対する需要への対応など、
高齢者が安心して地域で暮らせる社会づくりを進めていく必要があります。 

 少子化と地域全体による子供と子育て家庭の応援  

県の合計特殊出生率は、平成 16 年（2004 年）以後は増加に転じたものの、近年は
減少が続いており、人口維持に必要な 2.07 を大きく下回っています。 

このため、行政や子育て支援施設、子育て支援団体、ボランティア、企業、学校
など地域全体が連携し、「子育ち」と「親育ち」の支援や子供を生み育てることに
希望を持てる社会づくりの推進が必要です。 
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１ 施策の体系 
 

柱(大項目) 
 

施  策（中項目） 
１ 基盤づくり 〜包括的な支援体制の構築に向けた基盤づくり〜 
 1-1 市町村における包括的な相談支援体制の構築の支援  

1-2 地域住民等との協働による地域生活課題への対応 
 1-3 分野横断的な福祉サービスの展開や社会参加に向けた 

支援  
1-4 権利擁護体制の充実  
1-5 苦情解決制度及び事業者の第三者評価、指導の充実 

２ 地域づくり 〜地域住民による支え合い・見守りの地域づくり〜  
2-1 地域福祉の場・拠点づくりの促進 

 2-2 地域住民同士の助け合い・地域の見守り体制の拡充 
 2-3 災害時に備えた支援の取組の充実 
 2-4 安心して子育てできる地域づくり  

2-5 子供の貧困に対する取組の強化  
2-6 認知症になっても安心して暮らせる地域づくり 

３ 担い手づくり 〜専門職から住民一人ひとりまで地域福祉を支える担い手づくり〜 
 3-1 民生委員・児童委員の活動への支援 
 3-2 介護、保育等サービス人材の確保等  

3-3 ＮＰＯ・ボランティア団体への支援  
3-4 住民による多様な地域活動の推進  

４ 環境づくり 〜誰もが地域で安心して暮らせる環境づくり〜 
 4-1 孤独・孤立問題への対応 
 4-2 住宅確保要配慮者に必要な住宅を確保するための環境づ

くり  
4-3 生活困窮者対策の推進 

 4-4 ケアラー支援の推進  
4-5 ひきこもり支援  
4-6 障害者への理解の促進と誰でも等しく地域の中で暮らせ

る共生社会づくり  
4-7 配慮が必要な方への支援 

５ 市町村の支援と計画の推進 
 5-1 市町村地域福祉計画の策定・改定に伴う支援 
 5-2 計画の進捗管理 
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柱１ 基盤づくり 〜包括的な支援体制の構築に向けた基盤づくり〜 
 

 課題  
福祉分野ごとの相談支援体制では対応困難なケースが増加しており、地域住民の

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する「包括的な支援体制」の構築が求められ
ます。そして、個人や世帯の地域生活課題を把握し、解決するためには専門職によ
る多職種連携や地域住民等と協働する地域連携が必要です。 

 方向性  
市町村において既存の相談支援等の取組を生かしつつ、地域住民の複雑化・複合

化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築支援に取り組みます。 

また、児童、高齢者、障害者への虐待や権利擁護についても住民に身近な行政機
関である市町村が適切に対応するための体制強化を支援します。 

 

1-1 市町村における包括的な相談支援体制の構築の支援 

■背景  

 公的福祉サービスについては、高齢者・障害者・児童・生活困窮者等の福祉分野
ごとに、それぞれの相談支援機関による支援の充実が図られてきました。 

平成 29 年改正社会福祉法により、市町村は「包括的な支援体制づくり」に努める
旨が規定されました。 

市町村は、住民が主体的に地域生活課題を把握して解決を試みる体制づくりを支
援するとともに、地域住民等による解決が困難な課題については、支援関係機関と
連携した総合的な相談支援体制を整備することが必要です。 

 さらに、令和 2 年改正社会福祉法では、市町村において既存の相談支援等の取組
を生かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援
体制を構築するため、「相談支援（包括的な相談支援の体制）」「参加支援」「地
域づくりに向けた支援」の 3 つの支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」
が規定されました（市町村の任意事業）。（詳細 P161） 

なお、重層的支援体制整備事業の実施の有無にかかわらず、市町村は包括的な相
談支援の体制（＝市町村総合相談支援体制）の構築を市町村の実情に応じ進める必
要があります。 

 

 住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度や分野の縦割りを
超えて、市町村関係各課、相談支援機関、関係団体の連携を強化するため、市町
村における包括的な相談支援体制の構築を進めます。 
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図 28 相談が増加している複合課題の内容（市町村数：複数回答） 

 

福祉政策課調べ(令和 5 年 4 月実施)１ 

  

                                         
１ 福祉政策課調べ（令和 5 年 4 月実施）：県福祉政策課が実施した市町村又は市町村社会福祉協議

会に対する地域福祉に関する基礎調査の結果（令和 5 年（2023 年）4 月実施）によるもの。（以下

同じ） 
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図 29 相談支援体制     で囲まれているのはコーディネート機能を持つ合議体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 【福祉政策課作成】 
 

図 30 重層的支援体制整備事業の全体像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ⅰ～Ⅲの３つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。 
（ア）狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する 
（イ）地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、 
   相談支援へ早期につながる 
（ウ）災害時の円滑な対応にもつながる 

【厚生労働省の資料を基に作成】 
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 ①包括的な相談支援体制における関係各課・相談支援機関の連携強化  

■現状と課題 

「包括的な相談支援の体制（市町村総合相談支援体制）」とは、ワンストップ型総
合相談窓口の設置や、複合課題を調整するチームなどにより、各福祉分野の縦割り
の支援ではなく、包括的に支援を行う体制のことです。 

県では、市町村総合相談支援体制の構築を第 5 期埼玉県地域福祉支援計画から掲
げており、市町村に対し、平成 30 年度（2018 年度）以降アドバイザーの派遣や、情
報交換会、市町村と相談支援機関合同の研修による人材育成などを通じ支援してお
り、令和 5 年（2023 年）4 月現在、51 市町村に総合相談支援体制が構築されていま
す。 

包括的な相談支援の体制について、具体的には市町村域内全体で次のような体制
を備えることが求められています。 

① 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 
② 支援機関のネットワークで対応する 
➂ 複雑化・複合化した課題については、適切に、支援関係機関の役割や関係 
  性を調整する総合的なコーディネート役につなぐ 

【出典：令和２年（2020 年）７月「地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な
支援体制の整備に関する全国担当者会議」資料を基に作成】 

そして、特定の相談支援機関や窓口がすべてを丸抱えするのではなく、適切に庁
内関係各課及び相談支援機関との連携強化を進めることが重要です。 

① 市町村庁内の包括的な相談支援の体制を構築する 
② 市町村における包括的な相談支援の体制の中核を担う役割を果たす 
③ 市町村関係各課、相談支援機関の役割分担を図る 

【出典：令和 2 年（2020 年）7 月「地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援
体制の整備に関する全国担当者会議」資料を基に作成】 

■市町村・地域での取組の方向性 

「包括的な相談支援の体制（市町村総合相談支援体制）」を構築するに当たって
は、構築について合意形成を図るため、福祉や保健分野のみならず組織や人事、財
政といった部局も可能な限り参加する検討の場を設けることが重要です。 

また、「包括的な相談支援の体制（市町村総合相談支援体制）」が構築されてい
る場合も、１つの課・担当に丸投げすることなく、庁内関係各課及び相談支援機関
との連携を密にし、協力関係を常に築いておくことが必要です。 
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また、本人・世帯が相談に来ることを待つのではなく、潜在的な支援ニーズをつ
かみ、「支援を届ける」姿勢で積極的に訪問・相談支援をしていくことが求められ
ます。 

そのためには、庁内や相談支援機関の連携に加え、地域住民や自治会・町内会、
民生委員・児童委員をはじめ、地域の多様な関係者や居場所との連携を図ること
で、潜在的に支援を求める人を早期に把握することが重要です。 

【市町村における包括的な相談支援の体制（市町村総合相談支援体制）の例】 

ア ワンストップ型総合相談窓口の設置 

ワンストップ型総合相談窓口を設置することにより、相談者は様々な福祉に関す
る相談を１か所で行うことができるようになります。 

また、相談者が気付いていない複合課題を、ワンストップ型総合相談窓口の相談
担当（チーム）が発見できることも見込まれます。 

そのためには、相談担当（チーム）は、相談内容をよく把握するための高い専門
性と、庁内各担当課所・相談支援機関等に的確につなぐための調整能力が求められ
ます。また、つないだ相談支援機関等とよく連携し、その後の対応状況などを把握
することが望まれます。 

■図 31 ワンストップ型総合相談窓口のイメージ 
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イ 複合課題を調整するチームの設置 

ワンストップ型総合相談窓口を設置しない場合、相談者は高齢者・障害者など、
その相談者が一番課題と考えている各福祉分野の担当課に相談を寄せることとなり
ます。 

その相談内容が複合課題である場合、市町村関係各課・相談支援機関等が連携す
る必要がありますが、各関係課・相談支援機関等を調整する相談担当（チーム）を
あらかじめ決めておくことで、円滑な調整が可能となります。 

 

■図 32 複合課題を調整するチームの設置イメージ 

 

 

■県の主な取組・支援 

包括的な相談支援体制の整備に取り組む市町村に対し、アド
バイザーの派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修など
を行います。 
※「重層的支援体制整備事業」で一体的に行う「相談支援（包括的な相談支援の体

制）」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援のうち、この項目で
は特に「相談支援（包括的な相談支援の体制）」を扱うことを示します。 

地域包括ケア課 
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 ②相談支援機関における複合課題への対応・連携強化  

■現状と課題 

市町村社会福祉協議会・地区社会福祉協議会、地域包括支援センター、障害者基
幹相談支援センター（障害者の相談支援事業所、地域生活支援拠点）、地域子育て
支援拠点（地域子育て支援センター）、生活困窮者自立相談支援機関などは、それ
ぞれの専門的な立場から相談支援を行っています。 

これらの相談支援機関は、相談者の属性や世代、相談内容に関わらず包括的に相
談を受け止める役割が期待されており、分野を超えて複合課題の相談に応じ、適切
な機関につなぐことや連携を実践しています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

例えば、ダブルケアに関する相談があった場合は、介護、児童の分野に関する問
題以外にも、本人が気付いていない生活困窮、教育、障害、虐待など様々な問題が
生じている場合があります。 

こうした相談を、例えば地域包括支援センターが受けた場合に、介護の問題だけ
でなく、子供やその他の問題に気付き、受け止め、適切な相談支援機関・関係機関
につなぐなどの対応が必要となります。 

なお、これまでは個人情報の観点から関係者間による情報共有が困難でしたが、
重層的支援体制整備事業における支援会議（社会福祉法第 106 条の 6）では、支援関
係機関等に対して必要があれば、本人や世帯に関する情報の提供等を求めることが
可能とされています。 

 ■図 33 各相談支援機関が、所管する分野を超えて相談に応じている状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施） 
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■県の主な取組・支援 

 
 ➂県の取組と連携した複合課題を抱える人への相談支援  

■現状と課題 

複合課題のうち、住民の身近な圏域で対応しがたい場合や、より専門的な支援が
求められる場合などについては、県と連携した広域的な支援や調整が必要になりま
す。 

例えば、「孤立した人々への介入や支援」は、身近な地域だからこそ難しい場合
や特段の配慮が必要な場合もあります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

広域で受け止める仕組みの一例として、8050 問題では、県は、ひきこもり状態に
ある本人やその家族に対する相談支援体制等の整備や就業活動の支援、精神障害に
も対応した地域包括ケアシステムの構築を行っています。 

なお、本人に精神障害がある場合、保健所・保健センターとの連携を図る必要が
あります。 

市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、
障害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談支援機関
の職員に対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワ
ークを構築しコーディネートする能力を高める研修等を実施し
ます。 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

重層的支援体制整備事業に取り組む市町村に対し、アドバイ
ザーの派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修などを行
います。 

地域包括ケア課 

地域包括支援センター及び市町村担当職員に対し、地域包括
支援センター機能強化のための研修を実施します。 

地域包括ケア課 

障害者等のケアマネジメントを担う相談支援事業者を養成す
るための研修を行います。 

障害者支援課 

市町村からの要請に基づきアドバイザーを派遣し、市町村自
立支援協議会の運営方法や地域で対応困難な事例に対する助
言・指導を行います。 

障害者支援課 
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また、ケアラー支援については、「埼玉県ケアラー支援条例」において、県、県
民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体により、ケアラーが
孤立しないように社会全体で支えること、施策の実施には、多様な主体と相互に連
携を図ることを定めています。 

  

■県の主な取組・支援 

ひきこもり状態にある本人やその家族に対し、保健・医療・
福祉・教育・労働・法律等の分野の関係機関と連携の下で埼玉
県ひきこもり相談サポートセンター、精神保健福祉センター、
保健所等において、相談支援を行い、ひきこもり支援を推進し
ます。 

疾病対策課 
障害者福祉推進課 
雇用労働課 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活がで
きるよう、地域移行支援２や地域定着支援３など、精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市町村を支援
します。 

障害者福祉推進課 

 

  

                                         
２ 地域移行支援：障害者支援施設、精神科病院に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保

その他の地域生活への移行するための支援を行うこと 
３ 地域定着支援：居宅において単身で生活している障害者を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急

時には必要な支援を行うこと 
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コラム 包括的な相談支援体制 
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1-2 地域住民等との協働による地域生活課題への対応  

 住民に身近な圏域において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し、解決
を試みることができる環境の整備に向けた支援を行います。 

■背景 

社会福祉法第 4 条では、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び
社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）を地域福祉の推進
主体として位置付けています。 

社会福祉法第 6 条第 2 項では、国及び地方公共団体には、地域住民等と連携し
て、地域生活課題の解決を促進する施策を講ずるよう努めると規定しています。 

 ①社会福祉協議会への支援  

■現状と課題 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的に、地域住民、ボランティ
ア団体、自治会・町内会、民生委員・児童委員、NPO、社会福祉施設、保健・医
療・教育機関などと協力し、行政とも連携しながら活動しています。 

具体的には、ふれあいサロンや見守りネットワーク活動、住民による地域福祉活
動の支援、ボランティア活動、市民活動の中間支援、日常生活自立支援事業や成年
後見制度等の権利擁護に関する活動、災害時要配慮者支援活動、生活福祉資金の貸
付など、地域福祉に関する幅広い活動を行っています。 

近年、経済的困窮やひきこもり、社会的孤立など地域の生活課題が深刻化・複雑
化しており、制度の狭間に陥り、必要な支援につながりにくい住民を丸ごと受け止
め、解決に向けて取り組むことが求められています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 地域住民や社会福祉関係者、専門機関、行政、企業など、地域における多様な主
体と連携・協働する仕組みづくり（課題解決のためのプラットフォームづくり）が
必要であり、社会福祉協議会が果たすべき役割は重要となっています。 

 市町村による地域福祉計画の策定に当たっては、市町村社会福祉協議会と連携
し、地域福祉活動計画との整合を図ることで、様々な福祉のまちづくりの効果が高
まることが期待されます。 
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■県の主な取組・支援  

民間の災害支援団体（NPO 法人・ボランティア団体など）ネ
ットワークと協力し、社会福祉協議会と併せて 3 者の連携を図
り、災害時に活動できる仕組みづくりを推進する。 

共助社会づくり課 
危機管理課 
社会福祉課 

市町村及び市町村社会福祉協議会の職員を対象に、地域福祉
関する先進事例を紹介するなど研修会や意見交換会を行うこと
により、地域福祉計画の策定・改定を支援します。 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、
障害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談支援機関
の職員に対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワ
ークを構築しコーディネートする能力を高める研修等を実施し
ます。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

 社会福祉施設の施設運営全般の質的向上を図るため、埼玉県
社会福祉協議会が行う相談や訪問指導を支援します。 

社会福祉課 

地域共生社会の実現に向けて、地域づくりの中核、プラット
フォーム（連携・協働の場）としての役割を担う市町村社会福
祉協議会を支援する、埼玉県社会福祉協議会と十分な連携を図
ります。 

社会福祉課 

大規模災害が起きた際には、ボランティアの応援を円滑に受
け入れるため、埼玉県社会福祉協議会が県災害ボランティア支
援センターの設置・運営をするとともに、市町村の災害 ボラン
ティアセンター等を支援します。 

社会福祉課 

低所得世帯に対し、経済的自立を図るための貸付を実施しま
す。 

社会福祉課 
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 ②社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の推進  

■現状と課題 

社会福祉法人は、平成 28 年（2016 年）4 月 1 日施行の社会福祉法において、公益
性の高い非営利法人として社会福祉の中心的な担い手としての役割を果たすだけで
なく、他の事業主体では困難な福祉ニーズへの対応が求められています。 

そこで、日常生活又は社会生活上の支援を必要とされる方に、図 34 のとおり無料
又は低額な料金で福祉サービスを提供することを目的に様々な取組を行っていま
す。 

■市町村・地域での取組の方向性 

県内の社会福祉法人が協働し、社会貢献活動を推進する「埼玉県社会福祉法人社
会貢献活動推進協議会」では、埼玉県社会福祉協議会と連携した独自の取組とし
て、「彩の国あんしんセーフティネット事業」を実施しています。 

社会福祉法人の公益的な取組を推進するために、市町村は、社会福祉法人に対し
て、「彩の国あんしんセーフティネット事業」への参画を促したり、他の先進的な
事例を紹介したりするなど、橋渡し的な役割を担うことが必要です。 

市町村・市町村社会福祉協議会は、地域生活課題を把握し解決を図るために、社
会福祉法人と連携することで、福祉サービスの専門性やノウハウやネットワーク等
を生かして、支援の幅を広げることを期待されています。 

また、市町村社会福祉協議会は、市町村域における法人間の連携ネットワークの
構築を支援し、法人の強みを活かした公益的な取組みを促進していくことが求めら
れます。 

図 34 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の具体的な取組例（参考） 

 

【厚生労働省の資料を基に作成】 
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「地域における公益的な取組」通知のポイント 

 

【厚生労働省の資料を基に作成】 

■県の主な取組・支援 

社会福祉法人が実施する彩の国あんしんセーフティネット事
業が生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業と連携し
て実施できるよう支援します。 

社会福祉課 

社会福祉施設の施設運営全般の質的向上を図るため、埼玉県
社会福祉協議会が行う相談や訪問指導を支援します。（再掲） 

社会福祉課 

社会福祉法人が社会福祉充実計画の策定にあたり地域の福祉
ニーズを的確に把握するための地域協議会が各地域で開催され
るよう支援します。 

社会福祉課 
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 ➂企業・大学等との連携  

■現状と課題 

企業は、地域における社会的な課題に対して、自らの経営資源や専門性を活用し
て、CSR（企業の社会的責任としての社会貢献活動）に加え、SDGs への取組などが
求められます。 

近年、子供の貧困に対する社会的関心が高まっていることなどから、企業におい
て、子ども食堂やフードバンクの運営者に活動資金の支援や食材を提供するなどの
取組が広がっています。 

また、認知症サポーター養成講座による社員の認知症への理解促進、子育て世帯
等への店舗での割引や寄附・寄贈活動（こども食堂・未来応援基金、共同募金・埼
玉県シラコバト長寿社会福祉基金への寄附、車両や車椅子などの寄贈）など様々な
地域貢献活動に取り組んでいます。 

大学等は、福祉人材の輩出という重要な役割を担いつつ、地域福祉活動や社会教
育においては、様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在と
しての役割も担っています。 

このような中、市町村が企業の社会貢献活動と連携しているのは 54%（34 市町
村）、大学と連携しているのは 38%（24 市町村）でした。市町村社会福祉協議会で
は、企業の社会貢献活動と連携しているのは 76%（48 市町村社会福祉協議会）、大
学と連携しているのは 40%（25 市町村社会福祉協議会）となっています（福祉政策
課調べ）。 

■市町村・地域での取組の方向性 

多様化・複雑化する福祉ニーズに対応するため、ビジネスで培ったノウハウやネ
ットワーク、高い専門性を持つ企業・大学等との連携が必要とされています。 

  企業は、多くの顧客や利用者を有しており、広報面で企業等と連携することも活動
の周知には大変効果的です。 

 また、ひとり親や生活困窮者支援において、自立した生活のため就労支援へのニ
ーズは高く、職場体験や就職先の紹介等、企業の協力は重要です。 

  大学等では、多くの学生が災害時や子ども食堂のボランティアなどに参加するな
ど、地域福祉活動における貴重な人材となっています。 

大学等と連携して取り組むことで、地域課題の解決のほか、大学等においても人
材育成や研究成果の還元による地域社会の発展にもつながります。 
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■県の主な取組・支援  

企業・団体、大学、市町村、金融機関、NPO などで構成する
「埼玉県 SDGs 官民連携プラットフォーム」において、官民連
携で「埼玉版 SDGs」に取り組みます。 

計画調整課 

大学との連携により、地域の課題に迅速かつ適切に対応し、
活力のある地域社会の形成・発展を支援します。 

関係各課 

「埼玉版 SDGs」を促進するため、県内企業、団体の CSR・社
会貢献活動を紹介し、優れた活動を行う企業、団体を表彰しま
す。 

共助社会づくり課 

民間企業など多様な主体が高齢者をサポートする体制を整備
するため、「プラチナ・サポート・ショップ」登録事業を通
じ、介護保険外の高齢者向けサービスの活用促進・開発に取り
組みます。 

地域包括ケア課 

認知症に理解のある企業を認知症サポート企業として登録
し、企業と行政が一体となって認知症の方と家族を支援する社
会的気運を醸成します。 

地域包括ケア課 

介護の魅力 PR 隊による大学・高校などへの訪問や動画配信
など、介護の仕事の魅力を PR します。 

高齢者福祉課 

障害者就労施設からの物品の調達や障害者就労施設への販売
機会の提供等に積極的に取り組む企業を「障害者就労施設パー
トナー企業等として認定し、障害福祉分野における企業等の社
会貢献活動を促進します。 

障害者支援課 

子育て家庭への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」
事業や、乳幼児連れの外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事
業などを通じ、地域、企業、行政が一体となって、社会全体で
子育て家庭を応援する気運を醸成します。 

少子政策課 

子ども食堂など子供の居場所づくりの支援に関し、居場所づ
くりに取り組む団体とそれらを支援したいと考える方とのマッ
チングをすることで、継続的な支援体制を構築します。 

少子政策課 

埼玉県立大学における自治体等への講師派遣や公開講座の実
施といった人的資源・教育研究成果の還元を通じて、地域や自
治体の課題解決並びに地域社会の活性化に貢献します。 

保健医療政策課 
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 ④住民が主体的に地域課題を把握して解決するための支援  

■現状と課題 

生活に課題を抱えている人々の中には、自分自身の課題に気付いていない、ある
いは自ら助けを求めることができない状態にある場合があります。このような人々
の把握には、地域住民など身近な人々の果たす役割が大きいといえます。 

地域住民が自ら課題の解決を試みるようにサポートを行う、コミュニティソーシ
ャルワーク （地域援助技術）の知識・視点をもつ専門的なコーディネーターが「住
民に身近な地域」に存在していることが必要です。 

■市町村・地域での取組の方向性 

  地域のコーディネーターの役割  

個別支援に加え地域住民が主体的に生活の課題を把握し解決するための素地をつ
くるコミュニティソーシャルワーカー、生活支援コーディネーター（地域支え合い
推進員）、自立相談支援機関の主任相談支援員等（以下、これらを「地域のコーデ
ィネーター」という。）の育成・支援が重要となります。 

地域のコーディネーターには、行政や関係する様々な専門機関や事業者、ボラン
ティア等との連携を図り、住民の抱える生活課題の共有化や地域資源の調整や開
発、地域におけるネットワークづくりを図る役割が求められています。 

■表 6 地域のコーディネーター 

コミュニティソーシ
ャルワーカー 
※名称は団体等によって異
なる 

住民や地域のニーズを把握し、ネットワークを構築して支援
が必要な人を行政や専門機関などに適切につなぎ、住民への

「個別支援」と地域づくりを行う「地域支援」を行う。地域
課題に対しての新たな仕組みづくりを提起する。 

生活支援コーディネ
ーター（地域支え合
い推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進して
いくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サ
ービスの提供体制の構築に向けたコーディネートを行う。（主
に資源開発やネットワークの構築の機能） 

自立相談支援機関の
主任相談支援員 

自立相談支援機関における相談支援業務全般のマネジメント
をはじめ、支援困難事例への対応、相談支援員や就労支援員
への指導・育成、社会資源の開拓・連携の取組等を行う。 

地域のコーディネーターが地域住民に働き掛けをすることで、「困ったときや、
誰につないだらよいか（相談したらよいか）分からないときは、地域のコーディネ
ーターに相談できる」という安心感が生まれ、地域の中で「困っている人」「深刻
な状況にある人」に気付いた時に、見て見ぬふりや誰かに任せようと思うのでな
く、「自分たちで何かできないか」と思える意識が、地域住民の中に醸成されてい
くことが期待されます。 
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 地域のコーディネーターの育成  

地域のコーディネーターを配置しただけでは不十分であり、地域のコーディネー
ターが民生委員・児童委員、自治会・町内会長、ボランティア等との連携やコーデ
ィネーター同士が連携して取り組めるように環境づくりを進めるなど、その活動を
支援する必要があります。 

■県の主な取組・支援 

 

  

生活支援コーディネーターや市町村担当職員に対し、合同の
研修や連絡会（意見交換会）を実施します。 地域包括ケア課 

市町村の生活支援体制整備の構築をするため、生活支援コー
ディネーターや市町村担当職員への研修やアドバイザーの派遣
等を実施します。 

地域包括ケア課 

地域共生社会の実現に向けて、地域づくりの中核、プラット
フォーム（連携・協働の場）としての役割を担う市町村社会福
祉協議会を支援する、埼玉県社会福祉協議会と十分な連携を図
ります。（再掲）  

社会福祉課 
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コラム コロナ禍における支援 
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1-3 分野横断的な福祉サービスの展開や社会参加に向けた支援  

社会の一員としての役割を果たすことで、生きる力を引き出すことにつながるよ
う、既存の地域資源と狭間のニーズを持つ者との間を取り持ち、社会とのつながりの
回復や社会参加に向けた支援を行います。 

 ①分野横断的な福祉サービスの展開・社会参加支援  

■現状と課題 

利用者の支援や生活の質の向上に資するために、高齢、障害、子ども・子育て等
の分野を横断した福祉サービスや多機能型のサービス、共生型サービス等、地域の
実情に応じて総合的な福祉サービスの提供体制の検討・構築が求められています。 

さらに、重層的支援体制整備事業の実施に当たり、国は、社会参加に向けた支援
の実施に際し、福祉サービス事業所等の活用の考え方や各事業の指定基準等との関
係、報酬・委託費等との関係等の具体的な運用について示し、既存の社会福祉施設
や福祉サービス事業者等、地域資源の積極的な活用を促しています。 

すでに、高齢者、障害者、児童、生活困窮など分野ごとの制度では、それぞれの
分野の特徴に対応した、社会参加に向けた支援を充実させています。 

一方、本人・世帯の課題が複雑化・複合化し、分野ごとの支援では十分に対応で
きない状態となっています。 

また、複雑化・複合化した課題の背景には、社会的孤立などの関係性の貧困があ
り、それが本人の自己肯定感や自己有用感の低下につながっていることが多いと考
えられます。 

自己肯定感や自己有用感を回復して生きる力を引き出すためには、本人・世帯
が、他者や地域、社会と関わり自分に合った役割を見出すための多様な接点をどの
ように確保するかが重要です。 

 社会参加支援  
① 社会とのつながりを作るための支援を行う 
② 利用者のニーズを踏まえ丁寧なマッチングやメニュー作りを行う 
③ 本人への定着支援と受入れ先の支援を行う 
（取組例） 
・ 生活困窮者に対する就労体験の事業や障害福祉サービスにおける就労継続支 

  援事業に、経済的困窮状態にないひきこもりの者などを受け入れる 
 ・ 商店や農業などの作業の場を、中間的就労の場として、コミュニケーション 
  が苦手な者の社会参加の場として活用 

【厚生労働省の資料を基に作成】 
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■市町村・地域での取組の方向性 

各分野で行われている既存の社会参加や就労に向けた支援、地域の社会資源など
を活用し、本人・世帯の状態に寄り添いながら社会とのつながりを回復する支援を
提供することが重要です。 

一方、既存の支援では対応できない複合的な課題や制度の狭間のニーズについて
は、分野を超えて柔軟に必要な支援を検討することや、必要に応じて新たな地域資
源の開発を検討することが望まれます。 

新たな地域資源の開発に際しては、NPO やボランティア団体など、地域で活動す
る団体を支援することも重要です。 

あわせて、当事者の社会参加に向け、アウトリーチなど、つながり続ける仕組み
づくりを進めるなどが求められており、より丁寧な支援を行う必要があります。 

■県の主な取組・支援 

市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、
障害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談支援機関
の職員に対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワ
ークを構築しコーディネートする能力を高める研修等を実施し
ます。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取
組や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団
体等を支援します。 

福祉政策課 

生活困窮者のうち、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要
とする方に対し、日常生活の自立支援や就労体験などの就労準
備支援を行います。 

社会福祉課 

埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。 

社会福祉課 

重層的支援体制整備事業に取り組む市町村に対し、アドバイ
ザーの派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修などを行
います。（再掲） 

地域包括ケア課 

ひきこもり状態にある本人やその家族に対する相談体制等を
整備し、本人の意思を尊重した支援を行うとともに、関係機
関・団体とのネットワークの構築及び情報発信を行います。 

疾病対策課 
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若者自立支援センター埼玉において、関係機関、関係団体等
と連携を図りながら若年無業者の就業活動を総合的に支援しま
す。 

雇用労働課 

就職氷河期世代などの不本意非正規労働者の正規化を図るた
め、セミナーやキャリアカウンセリングなどの支援を行いま
す。 

雇用労働課 

障害者雇用総合サポートセンターの運営により、専門的な支
援を実施して障害者雇用の受入企業の拡大と職場への定着支援
を図ります。 

雇用労働課 

 
 ②複合課題を抱える人の支援に取り組む NPO 等民間団体への支援  

■現状と課題 

地域での課題は多様で複雑になっており、NPO 等の民間団体への期待が高まって
います。一方、NPO 等が活動に取り組み、継続していく上で、担い手の不足や資金
的な問題などが課題となっています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

そのために、市町村及び市町村社会福祉協議会は、NPO 等の民間団体に対し、人
材の確保・育成をはじめ、資金面や設備面、情報面など様々な面での支援の拡充が
重要です。 

■県の主な取組・支援 
NPO 活動をさらに展開するため、NPO が SDGs の視点をもって

地域課題を解決する取組や自立性を高める取組を支援します。 
共助社会づくり課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取組
や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団体等を
支援します。（再掲） 

福祉政策課 

孤独・孤立対策を推進するため、地域で支援を行う NPO 等を会
員とする孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを運営し、研
修を実施するなど、活動を支援します。 

福祉政策課 
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1-4 権利擁護体制の充実 

 認知症など判断能力が不十分な人が安心して暮らせる権利擁護の仕組みの充実や成
年後見制度の利用を促進します。 
 また、児童・高齢者・障害者に対する虐待の早期発見・早期支援を図るとともに、
虐待をしてしまう恐れのある養護者等に対する支援を行い、未然防止を図ります。 

 ①権利擁護の推進  

■現状と課題 

判断能力が不十分な認知症の高齢者などが、相続などの際に財産の権利を侵害さ
れるなどの権利侵害の問題に対応するため、一人ひとりが尊重され安心して暮らせ
る権利擁護の仕組みを充実する必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 

福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理など、判断能力が不十分な高齢者や
障害者の日常生活を支援するため、日常生活自立支援事業の一部である「福祉サー
ビス利用援助事業（あんしんサポートねっと）」が埼玉県社会福祉協議会から市町
村社会福祉協議会への委託により実施されています。これにより、生活支援員等に
よる見守りを行うなど、本人に寄り添った支援が可能となっています。（21 ページ
参照） 

そして、市町村は判断能力の不十分な高齢者や障害者の日常生活を支援するため
「福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）」への理解・周知を図ると
ともに支援体制を充実させる必要があります。 

また、当事業の推進に当たっては、成年後見制度と連携した支援、成年後見制度
への円滑な移行を進める必要があります。 

  権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり  

各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全
ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにする
ため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携する仕組みを
つくっていく必要があります。 
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 そのため、協議会及び中核機関４の整備・運営といった「地域連携ネットワークづ
くり」に主体として取り組む必要があります。また、地域の実情に応じ、県と連携
して、地域連携ネットワークを重層的な仕組みにすることなど柔軟な実施体制も検
討することが望まれます。 

 権利侵害からの回復支援など、地域連携ネットワークで行われる支援にもその責
務に基づき主体的に取り組む必要があります。 

図 35 地域共生社会の実現に向けた「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」のイメージ  

 

出典：厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について」  
 

■県の主な取組・支援 
認知症などで判断能力が不十分な人の様々な手続に関する援

助や日常的な金銭管理などを行う福祉サービス利用援助事業
（あんしんサポートねっと）の活用を促進します。 

地域包括ケア課 

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに取り組む市町
村に対し支援を行います。 

地域包括ケア課 

 

                                         
４ 中核機関：地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下のよ

うな役割を担う。 
ア. 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的

助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを

行う役割 
イ. 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割（協

議会の運営等）  
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 ②成年後見制度の利用促進  

■現状と課題 

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分に
なった成年の方々を援助する人を家庭裁判所が選任し、法律的に保護する制度で
す。 

認知症高齢者の増加や障害者の地域生活への移行等に伴い、判断能力が十分でな
い方の身上保護や財産管理を行う成年後見制度の対象者数は年々増加しており、制
度の潜在的ニーズが高まっています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

平成 28 年（2016 年）5 月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行さ
れ、令和 4 年（2022 年）3 月には「第 2 期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議
決定されました。 

この法律は、成年後見制度が、認知症、知的障害その他の精神上の障害がある方
を支える重要な手段でありながら十分に利用されていないことから、国及び自治体
が責任を持って、成年後見制度の利用促進に関する施策を計画的に推進することを
目的としています。 

市町村は、地域連携ネットワークを「包括的」なものとしていくため、法に基づ
き、中核機関及び協議会の整備・運営の方針、地域連携ネットワークの支援機能の
段階的・計画的な整備方針、地域連携ネットワーク機能を強化するための取組の推
進の方針、市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進の方針
について示した「市町村計画」の策定に努めるものとされています。 

また、成年後見制度を含む権利擁護支援策やその窓口を周知すること、中核機関
を整備することも重要です。 

なお、どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよ
うにするため、市町村長申立てや成年後見制度利用支援事業を適切に実施する必要
があり、とりわけ成年後見制度利用支援事業については、対象として広く低所得者
を含めることや、市町村長申立て以外の本人や親族による申立ての場合も含めるこ
とが望まれます。 

■県の主な取組・支援 
関係機関との情報交換や意見交換、具体的取組方策を検討す

る会議、市町村の取組を支援するための研修などを実施するこ
とにより、成年後見制度の推進を図ります。 

地域包括ケア課 

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに取り組む市町
村に対し支援を行います。（再掲） 

地域包括ケア課 



第４章 施策の体系と施策の展開 

62 

知的又は精神障害者の成年後見制度の利用を支援することに
より、これらの障害者の権利擁護を図る市町村に対し、補助を
行います。 

障害者支援課 

未成年後見人の報酬、未成年後見人及び被後見人の損害賠償
保険料を補助します。 

こども安全課 

 
 ➂市民後見人の育成と法人後見の担い手育成  

■現状と課題 

成年後見制度においては、主に親族や専門職等が制度の担い手として要支援者を
支えてきましたが、後見人不足が懸念される中、地域社会における制度の安定的な
運営を図るため、身近な住民による市民後見人や法人後見を実施する団体の育成が
期待されています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

適切な後見人等を選任、交代できるようにするためには、各地域に多様な主体が
後見業務等の担い手として存在している必要があるため、市民後見人、法人後見等
の担い手の確保・育成を推進する必要があります。 

地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点から市
民後見人の育成を進めることが望まれます。市民後見人養成研修修了者の活動先を
後見人等に限らず、幅広く活躍できるように取組を進める必要があります。 

法人後見の実施団体としては、社会福祉協議会が期待される一方、県及び市町村
等が連携して、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要がありま
す。 

■県の主な取組・支援 
担い手の育成方針を作成するとともに、市町村や社会福祉協

議会等の取組みを支援します。 
地域包括ケア課 

 
 ④虐待の未然防止と早期発見・早期支援  

■現状と課題 

虐待の通告・通報件数は増加傾向にあり、虐待の深刻化を防ぐためには、早期発
見・早期支援が重要となります。そのためには県と市町村との連携強化はもとよ
り、関係機関と実効性あるネットワークを形成し、情報の共有を着実に図る必要が
あります。 
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県では「埼玉県虐待禁止条例」を平成 30 年（2018 年）4 月に施行するなど、児童
相談所や市町村など関係機関連携のもと、虐待の早期発見・早期支援及び虐待防止
の普及啓発等に取り組んでいます。 

■市町村・地域での取組の方向性 

虐待の未然防止及び早期発見のためには、虐待に関する普及啓発による県民の理
解と地域の見守りが欠かせません。 

虐待に関する普及啓発を行うことにより、虐待に関する関心が高まり、地域の見
守りにつながります。地域の見守りにより、虐待の兆候を早期発見し、早期に支援
に結びつけるとともに、緊急時には即座に市町村や、児童相談所、警察等の専門機
関による迅速な対応を行うことが不可欠です。 

また、住民に近い行政機関である市町村は、虐待に適切に対応するために、福
祉、保健、教育等を担当する部局の相互連携を強化するとともに、相談に対応する
体制の整備・虐待対応職員の専門性の確保が必要となります。 

児童虐待に関しては、県内すべての市町村に、児童福祉法に基づく要保護児童対
策地域協議会が設置されています。同協議会には児童虐待に関する専門職が配置さ
れており、地域で虐待防止に取り組む体制がとられています。 

高齢者及び障害者虐待についても、市町村の虐待対応職員及び地域包括支援セン
ターや障害者の相談支援事業所等の相談支援機関の職員が、県が実施する研修に参
加することなどにより、専門性を向上させる必要があります。 
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■県の主な取組・支援 

埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童・高齢者・障害者の各虐待
の通報等を一括して受ける虐待通報ダイヤルを運用するととも
に、県民に対する虐待防止の普及・啓発等を行い、虐待の予防や
早期発見、早期対応につなげます。 

福祉政策課 

養介護施設従事者等を対象に、養介護施設等従事者向け高齢
者虐待防止研修を実施します。高齢者虐待に対応する専門職員
を養成し、市町村の虐待対応力の向上を図るために、高齢者虐待
対応専門員養成研修等を実施します。 

地域包括ケア課 

認知症高齢者及び知的障害者等の権利擁護や権利行使に関す
る支援を行う権利擁護センターの運営を支援します。 

地域包括ケア課 
障害者福祉推進課 

障害者虐待の防止や早期発見、虐待発生時に迅速な対応を図
るために、障害福祉サービス事業所等の管理者・従事者や市町村
等の通報窓口職員に対して障害者虐待防止・権利擁護研修を実
施し、これら職員の資質向上を図ります。 

障害者支援課 

障害者権利擁護センターを運営し、就労現場における障害者
虐待に係る通報の受理や、虐待を受けた障害者への支援に関す
る相談などを行います。 

障害者支援課 

虐待を受けた児童及びその保護者への心のケア、法的対応の
強化、家庭的養護の推進、一時保護所入所児童への学習支援、児
童虐待防止に係る啓発等を行い、児童虐待に対する総合的な施
策を展開します。 

こども安全課 

市町村職員に対する研修などにより、児童虐待の早期発見及
び早期対応の強化を図ります。また、児童相談所 OB を市町村に
派遣し、市町村における児童虐待対応を支援します。 

こども安全課 

休日・夜間もつながる児童虐待通報専用の電話窓口を設置し、
24 時間 365 日児童虐待通告への対応を行います。また医療分野
での児童虐待に関する理解を深めるとともに、早期相談、通告体
制の整備を図ります。 

こども安全課 
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虐待情報について、児童相談所と警察署間を直接システムで
つなぎリアルタイムで全件共有を図ることにより、児童虐待に
迅速かつ適切に対応します。 

こども安全課 

児童虐待通告のうち、泣き声通告などについては、外部の民間
団体を活用した家庭訪問などによる安全確認を行います。 

こども安全課 

妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、切れ目
のない支援体制を担う市町村が設置する「こども家庭センター」
を支援します。   

こども安全課 
健康長寿課 

育児不安の軽減や支援が必要な家庭を把握するため、生後４
か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問する市町村を支援しま
す。 

健康長寿課 

精神科病院において、業務従事者による障害者虐待を発見し
た場合の通報等があり、必要があると認めるときは、精神科病院
への実地指導等や報告徴収を行います。 

疾病対策課 
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1-5 苦情解決制度及び事業者の第三者評価、指導の充実 

 福祉サービス事業者が適切な福祉サービスを提供するよう、事業者自ら寄せられた
苦情をもとに業務の改善を図るとともに、評価機関による評価や指導監査の充実によ
り、福祉サービスの質の向上を図ります。 

  適切な福祉サービスの提供のために  

■現状と課題 

 苦情解決制度の充実  
福祉サービスに関する苦情は、福祉サービス事業者が苦情相談窓口を設けて、利

用者と事業者との話し合いで解決することが原則であり、その事業所には、苦情受
付担当者、苦情解決責任者、客観的な立場から苦情解決を図る第三者委員を設置す
るなどの苦情解決体制がとられています。 

福祉サービス事業者において解決困難な福祉サービス利用者の苦情に対し、解決
への支援を行うため、埼玉県運営適正化委員会が埼玉県社会福祉協議会に設置され
ています。ここでの苦情の多くは「職員の接遇」、「サービスの質や量」に関する
ものとなっています。 

■表 7 埼玉県運営適正化委員会に寄せられた苦情内容の内訳  
（上段：件数・下段：構成割合） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

合計 56 45 27 29 41 

職員の接遇 24 16 8 17 23 
42.9% 35.5% 29.6% 58.6% 56.1% 

サービスの質や量 17 15 10 5 9 
30.4% 33.3% 37.0% 17.2% 22.0% 

利用料 1 3 1 0 0 
1.8% 6.7% 3.7% 0.0% 0.0% 

情報提供・説明 10 3 7 4 8 
17.9% 6.7% 25.9% 13.8% 19.5% 

被害・損害 1 3 1 1 1 
1.8% 6.7% 3.7% 3.4% 2.4% 

権利侵害 3 5 0 2 0 
5.4% 11.1% 0.0% 6.9% 0.0% 

その他 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

〔埼玉県運営適正化委員会 事業報告書〕 

同委員会に寄せられた苦情は、継続中の案件を除くと、ほとんどが相談助言で終
結しています。 
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■表 8 埼玉県運営適正化委員会に寄せられた苦情の解決結果 
（上段：件数・下段：構成割合） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

合計 56 45 27 29 41 

相談助言 42 37 23 21 31 
75.0％ 82.2％ 85.2％ 72.4％ 75.6％ 

紹介伝達 0 0 0 0 0 
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

あっせん 0 0 0 0 0 
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

通知 1 1 1 2 0 
1.8％ 2.2％ 3.7％ 6.9％ 0.0％ 

その他 0 0 1 1 4 
0.0％ 0.0％ 3.7％ 3.4％ 9.8％ 

継続中 13 7 2 5 6 
23.2％ 15.6％ 7.4％ 17.2％ 14.6％ 

意見要望 0 0 0 0 0 
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

〔埼玉県運営適正化委員会 事業報告書〕 

 福祉サービス第三者評価の普及  
利用者本位の社会福祉制度が確立される中で、サービスの質の向上と適切なサー

ビス選択に役立つための制度が「福祉サービス第三者評価」です。 

「福祉サービス第三者評価」は、公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な
立場から福祉サービスを評価する制度です。 

評価結果を広く周知することで、利用者の適切なサービスの選択と、事業者のサ
ービスの質の向上を促すものです。 

利用者本位の福祉サービスの実現を目指すため、事業者は、第三者評価を積極的
に受審することが望まれます。 

 社会福祉法人及び社会福祉施設等への適正な指導監査  

県及び市町村は、社会福祉法その他の関係法令などの規定に基づき社会福祉法人
及び社会福祉施設等に対し、指導監査を実施しています。 

社会福祉法人については、平成 28 年に経営組織のガバナンス強化や事業運営の透
明性の向上などを柱とする制度改正が行われました。 

県及び市町村は、すべての法人が制度改革に円滑に対応できるよう、情報提供や
指導を行っています。 
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■市町村・地域での取組の方向性 

福祉サービス事業者は、利用者からの信頼を得て、適切な福祉サービスが提供で
きるよう、様々な苦情に誠実かつ迅速に対応する必要があります。 

そのためには、苦情内容の把握や分析を行い、苦情対応を検証して、業務の改善
に資する取組を着実に行うことが大切であり、自己評価及び評価機関による評価な
どを活用して、良質な福祉サービスの提供やサービスの質の向上に努める必要があ
ります。 

社会福祉法人の指導監査は、適正な運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図
るために行っています。事業を行う区域により、所轄庁が表 9 のとおりであり、各
市では指導監査のための人員を確保・育成しています。 

一方、社会福祉施設等の指導監査の多くは県が実施することになっていることか
ら、県と市が連携を密にし、適切に指導監査等を実施していくことが必要です。 

■表 9 社会福祉法人の指導監査の所轄庁 

区分 所轄庁 
埼玉県内の
みで事業を
行う場合 

各市の区域のみで事業を行う場合 各市長 
各町村の区域のみで行う場合 埼玉県知事 
2 つ以上の市町村で
事業を行う場合 

主たる事務所が 
さいたま市 

さいたま市長 

主たる事務所が 
さいたま市以外 

埼玉県知事 

埼玉県以外でも事業を行う場合 埼玉県知事 
 
■県の主な取組・支援 

埼玉県運営適正化委員会において、福祉サービスの利用者から
福祉サービスに対する苦情を受け付け、公正中立な立場から、そ
の解決策のあっせん等を行うとともに、苦情解決制度の普及、啓
発を行います。 

社会福祉課 

福祉サービスの質の向上のため、福祉サービス第三者評価事業
を実施し、事業者の受審の促進を図ります。 

社会福祉課 

社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営を確保するた
め、社会福祉法その他関係法令に基づき、老人福祉施設、障害者
支援施設、児童福祉施設等に対し、法人運営、施設運営管理、入
所者処遇、財務管理等について指導監査を実施します。  

福祉監査課 
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介護保険制度の適正な運営を確保するため、指定サービス事業
者、介護老人施設等に対する指導等を実施します。 

福祉監査課 

児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設
及び児童自立支援施設の第三者評価の受審（3 年毎に 1 回以上）
及びその結果の公表並びに自己評価（受審年以外の年）を確実に
実施するよう指導します。 

こども安全課 
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柱２ 地域づくり 〜地域住民による支え合い・見守りの地域づくり〜 
 課題  

高齢者世帯・単独世帯の増加や深刻な状況にある子供の貧困、認知症高齢者の増
加など、地域に課題を抱える人が増えています。 

こうした人を地域で見守り、支えるとともに、地域で活躍していただくための地
域づくり・居場所づくりが今まで以上に求められます。 

 方向性  
地域のつながりが希薄になる中で、地域の人々が困りごとを抱えている人に気付

き、適切な支援機関や支え合いなどを行う地域資源につなげる地域づくり・仕組み
づくりを引き続き進め、災害時も平時も助け合える地域、多世代交流の場の確保、
深刻な状況にある子供の貧困や増加が見込まれる認知症高齢者を支える地域づくり
に取り組みます。 

2-1 地域福祉の場・拠点づくりの促進 

 地域福祉の場・拠点を運営・支援するとともに、活動を始めようとしている団体へ
の情報提供や、団体同士の情報交換の場を設け、場や拠点の見える化による交流の活
性化を図ります。 

■背景 

社会福祉法第 106 条の 3 第 1 号では、包括的支援体制の整備に当たって、「地域
住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備」に努めるよう規定されてお
り、誰もが集える居場所づくりを推進しています。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、地域福祉の場・拠点は通常の活動を行う
ことができず、高齢者等に大きな影響が及びました。例えば、住民主体の介護予防
教室や認知症カフェの休止により、症状が悪化してしまうケースもありました。 

 ①世代や属性を超えて交流できる場等多様な機能をもった場・拠点づくりの促進  

■現状と課題 

居場所や相談・交流の場など、多様な機能を持つ地域福祉の場・拠点は、身近に
知り合いや頼れる人がいない住民の方々にとって、閉じこもりや孤立の防止に加
え、つながりの促進や生きがいづくりなど、様々な貢献をしています。 

また、地域の様々な方が関わることで、多世代交流の場となっており、子ども食
堂の広がりや、住民主体の介護予防教室、認知症カフェの立ち上げ・運営、ふれあ
い・いきいきサロン、地域の障害者を支援する居場所など、様々な地域福祉の場・
拠点の活動が展開しています。 
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市町村及び市町村社会福祉協議会は、NPO やボランティア団体などが実施してい
る居場所などの活動に対して、財政支援（30 市町村）、場所の提供（28 市町村）な
どの支援を実施しています（福祉政策課調べ）。 

 多様なつながりを生まれやすくする環境整備を進めるためには、行政、企業や社
会福祉法人、NPO 法人等の多様な主体、地域住民等が出会い、学び合うことができ
ること（プラットフォーム機能）が効果的です。 

 

図 36 NPO 法人・ボランティア、自治会、コミュニティ協議会等の地域団体、老人ク
ラブ、商工団体等の民間団体が実施している「居場所」に関する各サービスに対し、支
援を行っている市町村数（市町村社会福祉協議会・NPO 等への委託事業を含む） 

 

福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施） 

■市町村・地域での取組の方向性 

重層的支援体制整備事業における地域づくり事業（社会福祉法第 106 条の 4 第 2
項第 3 号）では、高齢者・障害・子ども・生活困窮の各分野において実施されてい
る既存の地域づくりに関する事業の取組を生かしつつ、世代や属性を超えて交流で
きる場や居場所を確保し、人と人、人と地域の社会資源がつながりやすい環境を整
備することとしています。 

また、支援ニーズと取組のマッチング等により、地域における多様な主体が出会
い、人と場のコ―ディネート等を行うこととしています。 

地域づくり事業の推進により、地域で人と人との多様なつながりがつくられ、一
人ひとりが社会参加できる地域になるとともに、地域住民の気づきが生まれやすく
なり、課題を抱える個人が相談支援事業へ早期につながることも期待されます。 
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 市町村及び市町村社会福祉協議会は、自ら地域福祉の場・拠点を運営するととも
に、民間の地域福祉の場・拠点づくりを支援する必要があります。空き家や空き店
舗の活用など、地域に「ある」ものを活かす視点や福祉分野に限らず様々な分野と
の連携も必要です。 

 また、地域福祉の場・拠点を「見える化」することも必要です。活動の報告会を
行う等により、活動を「見える化」すると、そこにまた新しい活動者が集まるなど
好循環が期待できます。 

そのほか、地域福祉の場・拠点を運営している団体同士で効果的な取組や課題な
どを話し合う情報交換会を開催するなど、市町村及び市町村社会福祉協議会がコー
ディネートすることも必要です。 

■県の主な取組・支援  

NPO 活動をさらに展開するため、NPO が SDGs の視点をも
って地域課題を解決する取組や自立性を高める取組を支援しま
す。（再掲） 

共助社会づくり課 

市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、
障害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談支援機関
の職員に対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワ
ークを構築しコーディネートする能力を高める研修等を実施し
ます。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取
組や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団
体等を支援します。（再掲） 

福祉政策課 

重層的支援体制整備事業に取り組む市町村に対し、アドバイ
ザーの派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修などを行
います。（再掲） 

地域包括ケア課 

介護予防に係る住民主体の通いの場づくりの促進や多くの高
齢者が参加できる取組事例の紹介などにより、市町村の取組を
支援します。 

地域包括ケア課 

埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 

「チームオレンジ」（認知症の人本人・家族のニーズと認知
症サポーター等を中心とした支援をつなぐ仕組み）が各市町村
で整備されるよう支援します。 

地域包括ケア課 
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若年性認知症支援コーディネーター及び若年性認知症専門相
談の窓口の設置により、若年性認知症の方とその家族に対する
居場所づくりを行います。 

地域包括ケア課 

市町村や市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、地
域の団体等による介護者サロンの立ち上げ・運営を支援しま
す。 

地域包括ケア課 

高次脳機能障害５とその家族に対する地域での支援を充実す
るため、医療、福祉、介護などの支援に関わる職員に対する研
修やピア・カウンセリング６などを実施します。 

障害者福祉推進課 

高次脳機能障害者への訓練・支援、地域での支援体制を整備
する目的で、就労定着支援や就労系事業所への訪問支援事業等
を実施します。 

障害者福祉推進課 

障害者の自立と社会参加を進めるため、障害や障害者につい
て理解を促す啓発を行います。また、障害者の社会参加に必要
な各種事業等を実施する市町村を支援します。 

障害者福祉推進課 

子ども食堂など子供の居場所づくりに取り組む団体と、そう
した団体を支援する企業などがネットワークを構築できるよう
支援します。 

少子政策課 

子ども食堂などの居場所の立ち上げ支援をするアドバイザー
を養成し、各地に派遣します 

少子政策課 

 

  

                                         
５  高次脳機能障害：事故や病気などで脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力の低下などの症状が

現れ、日常生活や社会生活に支障が出る障害のこと。症状は損傷を受けた脳の部分や範囲によって

異なり、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。 
６ ピア・カウンセリング：カウンセリング技術を身につけた障害者が、自らの体験に基づいて、他

の障害者の相談支援に当たり、問題解決のための助言を行うこと 
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 ②場や拠点に来られない人への支援  

■現状と課題 

身近に地域福祉の場・拠点があっても、来ることができない人・来たくない人も
います。そういった人に対しては訪問活動を行うなど、アウトリーチで寄り添う支
援をすることが必要です。 

重層的支援体制整備事業において取り組むアウトリーチは、高齢者・障害・子ども・
子育て・生活困窮分野で取り組まれている他のアウトリーチと協働・役割分担をしつ
つ、特定の分野を持たず、すべての住民を対象としています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

支援が届いていない者・世帯を支援につなげていくためには、 地域の関係者や
様々な社会資源を通じて、積極的に対象となり得る者の情報を収集することが必要
です。 

 アウトリーチ等を展開する上で必要な情報提供を受けるためには、地域住民が集
まる居場所等をまわるなど、 日頃からの地域の様々な関係者と良好な関係性を構築 
しておくとともに、情報提供の手段等を取り決めておくことが重要です。 

また、コロナ禍における対応として、場や拠点での通常の活動の代替として、配
食サービスやオンラインツール、電話による見守り等の取組が行われましたが、ニ
ーズに応じて今後も継続することも必要です。 

■県の主な取組・支援 

市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、
障害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談支援機関
の職員に対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワ
ークを構築しコーディネートする能力を高める研修等を実施し
ます。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取
組や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団
体等を支援します。（再掲） 

福祉政策課 

重層的支援体制整備事業に取り組む市町村に対し、アドバイ
ザーの派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修などを行
います。 

地域包括ケア課 
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コラム 地域づくり 
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2-2 地域住民同士の助け合い・地域の見守り体制の拡充 

 住み慣れた自宅や地域でその人らしく暮らし続けられるよう、地域住民同士の助け
合いや地域での見守り体制の拡充を図ります。 

 ①地域から孤立しがちな高齢者や単独世帯の見守りや支援  

■現状と課題 

市町村は、民生委員・児童委員の支援をはじめ、自治会・町内会組織や住民ネッ
トワークを活用した見守り活動など、住民が安心して暮らせる地域づくりに取り組
んでいます。 

一人暮らしや高齢者のみの世帯も増加しているなか、住み慣れた地域で安心して
生活を継続していくには、介護や医療のサービス提供のみならず、見守りや日常生
活上のちょっとした困りごとへの対応などは欠かせません。  

コロナ禍では、地域活動の自粛等で地域とのつながりも希薄になりましたが、地
域での人と人とのつながりの中で、顔の見える関係性や気にかけ合う関係性が生ま
れるように、その土台となる住民等による地域活動やネットワークの充実は重要で
す。  

■市町村・地域での取組の方向性 

様々な事情により自ら SOS を発信できない、あるいは発信しない住民などへの支
援が課題となっており、地域での住民同士の助け合い、地域での見守り体制を拡充
することが必要です。 

近隣住民による見守り、民生委員・児童委員による見守り、地域包括支援センタ
ーによる見守りなど、高齢者の身近な支援を連携させて、地域からの孤立を防ぐ必
要があります。 

さらに、悪質な手口の訪問販売等の特殊詐欺の被害も社会問題となっています。
高齢者等の消費者被害を未然に防止するため、消費生活分野と福祉分野が連携し、
高齢者等の見守りやトラブルの解決を図る体制の充実が求められています。 

■県の主な取組・支援 

県政出前講座を通じて、地域活動を始めるためのポイントやヒ
ント等を発信します。 共助社会づくり課  

高齢者等の消費者被害の未然防止を図るため、市町村における
消費者安全確保地域協議会の設置を支援するとともに、消費者被
害防止サポーターの活用を進めます。 

消費生活課 
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地域共生社会の実現に向けて、地域づくりの中核、プラットフ
ォーム（連携・協働の場）としての役割を担う市町村社会福祉協
議会を支援する、埼玉県社会福祉協議会と十分な連携を図りま
す。（再掲）  

社会福祉課 

介護予防に係る住民主体の通いの場づくりの促進や多くの高齢
者が参加できる取組事例の紹介などにより、市町村の取組を支援
します。（再掲） 

地域包括ケア課 

生活支援体制を構築するため、生活支援コーディネーターへの
助言や生活支援コーディネーターに対する研修・連絡会議等を開
催します。 

地域包括ケア課 

県営住宅などを定期的に来訪する新聞販売店や保守点検業者な
どの民間事業者及び団地自治会などを登録し、普段の事業活動の
中で入居者の異変を察知した場合に、県住宅供給公社などへ通報
してもらう「見守りサポーター」制度を促進します。 

住宅課 
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  ②ネットワーク・地域の支え合いの取組の充実  

■現状と課題 

見守り体制として、全市町村に民生委員・児童委員、自治会・町内会、金融機
関、電気・ガス会社、新聞販売など高齢者等と接する機会の多い関係者を構成員と
する「要援護高齢者等支援ネットワーク」があり、支援が必要な高齢者等を早期に
把握し、支援につなげています。 

また、高齢者等のちょっとした困りごとを地域のボランティアがお手伝いし、そ
の謝礼を地域振興に資する形で受け取る取組が行われています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 「要援護高齢者等支援ネットワーク」の仕組みを引き続き充実させるとともに、
企業や地域の商店などの協力も得て取り組む必要があります。好事例などを共有す
るのも、活動の励みになると考えられます。 

多様な関係機関と連携して、高齢者等の日常生活の安心確保、元気な高齢者の介
護予防、地域経済の活性化という、様々な効果のある事業を各地域で進めていくこ
とが期待されます。 

また、高齢者等の消費者被害を防止するため、消費者安全法に規定された、地方
公共団体の機関、病院、教育機関、消費生活協力団体、消費生活協力員等で構成さ
れる消費者安全確保地域協議会を設置し、消費生活上、特に配慮を要する消費者を
見守る必要があります。 

図 37 要援護高齢者等支援ネットワークのイメージ 
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■県の主な取組・支援 

高齢者等の消費者被害の未然防止を図るため、市町村における
消費者安全確保地域協議会の設置を支援するとともに、消費者被
害防止サポーターの活用を進めます。（再掲） 

消費生活課 

民生委員・児童委員などの福祉関係者や電気、ガス、新聞など
高齢者と接する機会の多い事業者で構成される「埼玉県要援護高
齢者等支援ネットワーク会議」を開催し、市町村等に先進事例や
情報提供を行います。 

地域包括ケア課 
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2-3 災害時に備えた支援の取組の充実 

 地震や洪水などの災害時に備え、高齢者や障害者などへの円滑な避難支援が行える
よう取組を進めるとともに、災害弱者を支える地域防災力の強化を図ります。 

■背景 

近年は、大規模な自然災害が全国的に頻発しており、本県においても令和元年
（2019 年）東日本台風（台風第 19 号）などの被害が発生しています。災害に対応で
きる地域づくりのためには、高齢者、障害者をはじめ、地域住民の円滑な避難のた
めの支援体制の充実を図るなど地域における「自助」「共助」の強化を促進する必
要があります。 

「共助」については、近隣住民やボランティアによる見守りネットワークにより、
平常時から高齢者・障害者等を訪ねる活動を行うといった、取組が進んでいる地域
もあります。 

災害発生時は地域の見守り活動も脆弱に陥りやすいですが、福祉関係者や自治
会・町内会と連携して見守りや支援活動を早期に実施することが望まれています。 

■表 10 災害時の避難において支援や配慮を要する方と支援する関係者等 

要配慮者 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、傷病者、日本語が不自由な
外国人など災害時に自力で避難することが困難な者。 

避難行動要支援者 要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者で、その円滑か
つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 

避難支援等関係者 消防機関、警察署、民生委員・児童委員、市町村社会福祉協議
会、福祉専門職、自主防災組織等 

 
 ①避難行動要支援者への支援  

■現状と課題 

令和 3 年度の災害対策基本法の改正により、市町村は、高齢者、障害者などの災
害時に自ら避難することが困難な人の生命を守るため、避難行動要支援者の個別避
難計画策定が努力義務となりました。 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や福祉避難所の指定をはじめ、災
害予防、災害応急対策、生活の再建といった各段階に応じた対策を準備し、要配慮
者支援体制の整備が求められています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

平常時から避難行動要支援者の同意を得て、民生委員・児童委員等避難支援等関
係者へ名簿情報の提供を行う必要があります。市町村は名簿情報の提供への同意に
ついて、避難行動要支援者に働き掛ける必要があります。 
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なお、避難行動要支援者名簿を平常時から提供することに同意が得られなかった
人についても、災害が発生している・発生するおそれがある場合で生命・身体を保
護するために特に必要がある時には、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援
等関係者等に名簿情報を提供することができます。 

市町村は発災時に、本人同意の有無に関わらず、緊急に名簿情報を外部提供する
場合には、名簿情報の提供を受けた者が情報を適正に管理するよう、名簿情報の廃
棄・返却等の情報漏えい防止のために必要な措置を講ずるよう努める必要がありま
す。 

外国人の支援についても、平常時から外国語による防災に関するパンフレットを
作成するなど防災知識の普及に努め、防災訓練の参加の呼びかけやボランティアを
確保するとともに、災害時においては外国語による災害情報の提供に努めることが
必要です。 

■県の主な取組・支援 

避難所を運営するときに役立つ多言語による「避難所会話セ
ット」を市町村に提供するとともに、県ホームページに掲載し
ています。また、災害時には「災害時多言語情報センター」を
通じて、多言語での情報提供等の支援を行います。 

国際課 

社会福祉士や介護福祉士・保育士等の福祉専門職で構成する
「災害派遣福祉チーム（DWAT）」を整備し、被災自治体から
要請があった場合に避難所等に派遣し、要配慮者に対する相談
や応急的な介助等の支援を行います。 

社会福祉課 

大規模災害が起きた際には、ボランティアの応援を円滑に受
け入れるため、埼玉県社会福祉協議会が県災害ボランティア支
援センターの設置・運営をするとともに、市町村の災害ボラン
ティアセンター等を支援します。 

社会福祉課 

避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計画の作成につい
て、市町村を支援します。 

高齢者福祉課 

社会福祉施設の利用者の安全を確保するため、非常災害対策
計画の作成や見直しを支援するとともに、災害時における社会
福祉施設と地元自治会等との相互協力の体制整備を促進しま
す。 

高齢者福祉課 
障害者支援課 
こども安全課 

近隣住民、民生委員・児童委員などが高齢者、障害者などを
訪ねる活動や、自主防災組織が有効に活動できる環境の整備な
ど、避難行動要支援者に対する地域住民を中心とした支援体制
の整備を推進します。 

危機管理課 
社会福祉課 
障害者福祉推進課 
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 ②福祉避難所の整備  

■現状と課題 

物資・機材・人材が整っている社会福祉施設などを福祉避難所（令和 5 年（2023
年）4 月 1 日現在：862 か所）として指定し、実際に災害が発生した場合は、要配慮
者を円滑に入所させ、必要なサービスを提供できる体制を整える必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

要配慮者が必要としている援助内容が分かるカードの作成及び配布、日頃から携
帯してもらうことの周知及び避難所でのカードの掲示を受けることになりうる者へ
のカードの確認の周知を行う必要があります。 

■県の主な取組・支援 

市町村による災害時避難行動要支援者が参加する避難訓練や
福祉避難所の開設・運営訓練などの実施を支援します。 

災害対策課 

防災情報を携帯電話などにメールや SNS を通して配信する
サービスを行います。 

災害対策課 

福祉避難所の開設訓練の実施を市町村に対して働き掛けま
す。 

障害者福祉推進課 

災害時や緊急時などに、障害や難病のある方等が効果的な支
援を受けられるよう、必要な支援内容が適切に伝わるヘルプカ
ードの普及を図ります。 

障害者福祉推進課 

 
 ➂社会福祉施設の自助及び地域防災力の強化  

■現状と課題 

多くの要配慮者がいる社会福祉施設等においては、災害発生時に入所者の安全を
確保する必要がありますが、一般の地域住民の方が避難してくることも多く、福祉
避難所としての対応が困難となる場合も想定されますので、日頃から施設内での情
報共有や実施訓練が必要です。 

■市町村・地域での取組の方向性 

社会福祉施設においては、施設職員及び入所者に対し、各施設が策定した防災計
画（非常災害対策計画）について共有するとともに、防災に関する普及・啓発を定
期的に実施する必要があります。 
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地域住民等との合同防災訓練、夜間や職員が少なくなる時間帯などの悪条件を考
慮した防災訓練や、特に福祉避難所として指定されている施設は、当該施設が、在
宅の要配慮者などの受け入れを想定した開設訓練を実施することが有効です。 

また、災害時に施設の建物が崩壊する場合も想定されます。入所者を他の施設に
一時的に避難させ、他施設の職員が応援に入るなど、地域の施設間で相互に支援で
きるシステムを構築することが望まれます。 

社会福祉施設の管理者は、平時から近隣の自治会・町内会やボランティア団体及
び近くの高校・大学等との連携を図っておく必要があるほか、災害時のボランティ
ア派遣要請等の手続が円滑にできるよう、市町村との調整を図っておく必要があり
ます。 

■県の主な取組・支援 
民間の災害支援団体（NPO 法人・ボランティア団体など）ネ

ットワークと協力し、社会福祉協議会と併せて 3 者の連携を図
り、災害時に活動できる仕組みづくりを推進します。 

共助社会づくり課 
危機管理課 
社会福祉課 

地域防災力の向上を図るため、企業等に対して地域防災サ 

ポート企業・事業所への登録及び活動を促進します。 
危機管理課 

被災者及び支援者に対して専門性の高い精神科医療の提供や
精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チーム（DPAT)の
体制整備を行います。 

障害者福祉推進課 
疾病対策課 

 
 ④感染症への対応  

■現状と課題 

コロナ禍において、入所施設においてクラスターが発生し、介護職員にも広がっ
た場合、介護職員の大幅な不足により、対応が難しくなることもありました。 

県ではこうした場合に備え、応援職員の派遣や入所者の受入れ等に協力を得られ
る施設を種別ごとに相互応援施設として登録し、クラスター発生に備えた互助ネッ
トワークを構築するなどの対応を講じました。 

■市町村・地域での取組の方向性 

福祉避難所を含む避難所を開設する場合には、人が密に集まって過ごすような空
間（密閉空間・密集場所・密接場所）を回避するなど、感染症対策に万全を期すこ
とが重要です。 

また避難所での生活は長引くにつれ、避難者にとって集団生活による負担や健康
面でのリスクが高まります。 
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県では、災害発生時に避難を要する住民の安全・安心を確保するため、避難所の
運営に関する指針を作成しています。避難所における感染症を含めた感染症対策と
して取りうる具体的な対応策をあらかじめ検討することが重要です。 

入所施設において感染症が発生した場合には、感染拡大防止のため、感染対策の
助言を受けられる体制を確保することが必要です。 

なお、介護施設や障害者施設等の社会福祉施設の職員が感染または濃厚接触者と
なった場合、不足する職員の応援体制が十分でない恐れがあります。 

体制が手薄となった施設へ、他施設から応援職員を派遣する互助ネットワークの
仕組みを、関係団体と連携して構築する必要があります。 

■県の主な取組・支援 
大規模災害に備え、「社会福祉施設等における非常災害対策

計画の策定の手引き」を作成し、社会福祉施設等の災害対策を
支援します。また、策定状況を確認し、未策定の場合、指導等
を行います。 

社会福祉課 
福祉監査課 

社会福祉施設等の事業継続計画（BCP）策定を支援します。 

社会福祉課 
高齢者福祉課 
障害者支援課 
少子政策課 
こども安全課 

福祉避難所における感染症対策の立案や訓練の実施などにつ
いて、市町村を支援します。 

障害者福祉推進課 
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2-4 安心して子育てできる地域づくり 

 地域全体で子供と子育て家庭を応援し、子育て家庭の孤独や不安を軽減し、安心し
て子育てできる地域づくりを進めます。また、子育て中の親が孤立しないよう、地域
で支える仕組みづくりとその充実を図ります。 

■現状と課題  

 ①地域における子育て支援事業の推進  

■現状と課題 

本県では、一般世帯に占める三世代世帯の割合が平成 12 年（2000 年）の 8.3%か
ら平成 27 年（2015）年には 4.7%、令和 2 年（2020）年には 3.4％と減少し、子育て
中の夫婦は親からの援助を受けにくくなっており、地域での子育て支援が重要とな
ります。 

しかし、地域のつながりの希薄化、少子化による子供同士の育ち合い・学び合い
の機会の減少等により、「子供が地域コミュニティの中で育つ」ことが困難になっ
ています。 

そこで、子育て家庭が抱える様々な悩みにきめ細かく対応できる体制の整備が求
められます。 

■市町村・地域での取組の方向性 

地域全体で子供と子育て家庭を応援することで、子育て家庭の孤独や不安を軽減
し、安心して子育てできる地域づくりを進めていく必要があります。 

市町村は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談
できる場である「地域子育て支援拠点」や、子供が遊びを通して元気で情操豊かに
成長することを目的とした施設である児童館・児童センターなどの整備・充実を引
き続き進めることが必要です。 

地域子育て支援拠点 584 か所 令和 5 年（2023 年）4 月 1 日現在 

児童館・児童センター 141 か所 令和 5 年（2023 年）5 月 1 日現在 

また、育児の援助を受けたい人と育児の応援をしたい人が、お互い会員となって
一時的に子供を預かる会員組織であるファミリー・サポート・センターが、全市町
村で展開され、子育て家庭を支援しており、引き続き会員を増やすなどの取組が必
要です。 

市町村は、今後もこれらの拠点の整備や支援を進めるとともに、子育て支援施
設、子育て支援団体、ボランティア、企業、学校など地域全体が連携し、「子育
ち」や「親育ち」を支援してくことが求められます。 
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そのほか、乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図るための訪問事業
などアウトリーチ支援を充実させ、家庭への支援を適切に実施していく必要があり
ます。 

■県の主な取組・支援 

子育て家庭が地域で孤立しないよう、子育て中の親子が集
い、相互交流できる地域子育て支援拠点を整備するとともに、
質の充実を図ります。 

少子政策課 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とし、
遊び及び生活の場として放課後児童健全育成事業（放課後児童
クラブ）を実施する市町村の運営を支援します。 

少子政策課 
 

地域で子育て支援を行いたい方と支援を受けたい方とをコー
ディネートし、地域での子育ての支え合い機能を調整するファ
ミリー・サポート・センターが各市町村に整備されるよう運営
を支援します。 

少子政策課 

子育て家庭に寄り添って保護者を支えられる人材や、子供の
健やかな成長を支える環境づくりができる人材を育成するた
め、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点や児童館の職
員、ファミリー・サポート・センター事業に関わるコーディネ
ーターなどを対象とした研修を実施します。 

少子政策課 

地域のボランティア等による子育て中の親に寄り添った訪問
支援活動等を広め、孤立感やストレスを感じている子育て家庭
を支援します。 

少子政策課 
 

子育て家庭が抱える複雑で様々な悩みにきめ細かく対応でき
る体制を整備します。また、全ての妊産婦、子育て世代、こど
もへ一体的に相談支援を行うこども家庭センターを設置する市
町村を支援します。 

少子政策課 
こども安全課 
健康長寿課 

市町村が児童福祉施設・里親等と連携して実施する短期入所
生活援助（ショートステイ）事業及び夜間養護等（トワイライ
トステイ）事業の推進を図り、家庭養育が適切に行われるよう
支援します。 

こども安全課 

食育を地域単位で展開するため、県民・関係団体・保育所・
幼稚園・認定こども園・学校・企業等と連携し自発的な取組を
支援します。 

健康長寿課 
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生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支
援に関する情報提供や養育環境等の把握を行うとともに、養育
支援が必要な家庭に支援を行う市町村を支援します。 

健康長寿課 

学校の教育活動の活性化と家庭・地域の教育力の向上を図る
ため、地域住民・保護者がボランティアとして学校の教育活動
を支援する「学校応援団」の活動の活性化を推進し、学校・家
庭・地域が一体となって子供の健全育成を図ります。 

生涯学習推進課 

教育に対する県民の理解と関心を一層深めるとともに、学
校・家庭・地域社会が一体となって教育に関する取組を推進し
ます。 

生涯学習推進課 

 

 ② 子供の居場所づくりの充実  

■現状と課題 

コロナ禍において、子供の貧困に対する社会的関心がより高まり、NPO 法人やボ
ランティア団体等が子供に対して食事や学習、遊びの場などを提供する「子供の居
場所づくり」の取組が広がりを見せています。 

令和 5 年 4 月に発足したこども家庭庁では、「全てのこどもが、安全で安
心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く
力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会に接することがで
き、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態（Well-being）で成長し、社
会で活躍していけるようにすることが重要である」として、子供の居場所づ
くりを推進しています。 
 子供を取り巻く環境は様々であり、主に、対象者を限定せず、全ての子供を対象
とする居場所と特定のニーズ持つ子供を主な対象とする居場所がありますが、子ど
も食堂など両者が混在している居場所もあり、それぞれのニーズに応じた居場所づ
くりの推進が重要です。 

様々な困難を抱えた子供たちを支援するには、子供たちの状況を丁寧に聞き取
り、専門的な知見等をもった対応の必要性も高まっています。 

県では、居場所づくりの実践者や広報、衛生管理等の専門家を「こどもの居場所
づくりアドバイザー」として各地域に派遣し、立ち上げや運営、地域とのネットワ
ークづくりなどのノウハウを提供するほか、子供に様々な体験の機会を提供するた
めに学習支援員や体験活動講師を派遣しています。 

埼玉県社会福祉協議会では、企業等の団体や個人からの寄附金を財源とした「こ
ども食堂・未来応援基金（令和元年 5 月設置）」を活用し、子供の居場所づくりや
困難を抱える子供たちを支援する団体への助成を行っています。 
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■市町村・地域での取組の方向性 

あらゆる子供にとって、身近な地域に、家でも学校でもない安心して過ごせる第 3
の居場所があることが重要であり、将来の夢や目標を持つなど、自己肯定感や自己
有用感を高めることができる居場所づくりが期待されます。 

また、子供の居場所は、地域住民が児童虐待などの子供の困りごとに気づける場
でもあり、行政の専門機関と連携することで、早期発見・早期対応につながりま
す。 

困難を抱えた子供たちを支援するには、地域住民をはじめ地域の多様な主体が連
携・協力して「地域全体で子供を育てる」という認識を持つことが重要であり、地
域住民が子供の居場所づくりに携わることで、「地域交流の場」となることも期待
されます。 

図 38 地域全体で子供を育てるイメージ図 

 
 

■県の主な取組・支援  

NPO 活動をさらに展開するため、NPO が SDGs の視点をも
って地域課題を解決する取組や自立性を高める取組を支援しま
す。（再掲） 

共助社会づくり課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取
組や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団
体等を支援します。（再掲）  

福祉政策課 

子ども食堂など子供の居場所づくりに取り組む団体と、そう
した団体を支援する企業などがネットワークを構築できるよう
支援します。 （再掲） 

少子政策課 
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埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 

子ども食堂などの居場所の立ち上げ支援をするアドバイザー
を養成し、各地に派遣します。（再掲） 

少子政策課 

子供の居場所づくりに携わる人や関心を持つ人を対象に、課
題の解決やスキルアップにつながる研修等を実施することで、
人材の育成を行います。 

少子政策課 

県営住宅の集会所を活用し、県営住宅の入居者や地域の子供
を対象に、NPO 等による学習支援、食事提供、遊びの場提供な
どを実施します。 

住宅課 
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コラム 子供の居場所 
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2-5 子供の貧困に対する取組の強化 

 貧困状態にある子供を支援するために、学習支援やフードバンクなど民間主導の取
組との連携、ひとり親家庭への支援を進めます。 

■背景 

相対的貧困状態にある子供の割合は 11.5%（9 人に 1 人）となっており、依然厳し
い状況にあるといえます。 

世帯収入と子供の学力の間にも相関関係があり、生まれ育った家庭の経済状況が
子供の進学や就職などに影響を及ぼし、格差の固定化や貧困の連鎖につながること
が懸念されます。 

 ①生活困窮者世帯等に対する学習支援などの推進  

■現状と課題 

子供の貧困に関する本県の取組は早く、「貧困の連鎖」解消を目的として、平成
22 年度（2010 年度）から全国に先駆けて生活保護世帯の中学生を対象に学習支援事
業を開始しました。平成 25 年度（2013 年度）から始まった、高校生の中退防止のた
めの学習支援にも取り組んでいます。 

 学習支援事業は、生活困窮者自立支援制度の開始に伴い、平成 27 年度（2015 年
度）から生活困窮世帯の子供も対象となりました。 

令和 4 年度に学習支援事業に参加した生活保護世帯の中学 3 年生の高校進学率は
99.5％で、県内の中学 3 年生の高校進学率 99.0％と同水準となり、また、学習支援事
業に参加した高校生の高校中退率は 1.9％となるなど、高い成果を上げています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 市町村は、学習支援を必要とする生活保護世帯、生活困窮世帯の子供の参加を広
げるための取組を行うことが必要です。例えば学校や子育て支援課などと連携して
子供の参加を促す取組などは効果的と考えられます。 

学習支援員による家庭訪問や学校の ICT 化に対応して、タブレット等を活用した
学習支援を行うことで、利用率向上を図ることも有効です。 

また、小学生を対象とした「ジュニア・アスポート事業」は、生活支援や体験活
動などを通じて子供たちの生きる力を育み、早期の非認知能力の向上に資すること
から、貧困の連鎖解消に有効な取組であり、今後、県内全域での実施が望まれま
す。 

学習支援や体験活動などの取組を進めるに当たっては、子ども食堂、企業、農家
等、様々な地域の団体と連携するなど、地域全体で支援していく仕組みづくりが重
要です。 
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■県の主な取組・支援 

生活困窮世帯及び生活保護世帯の中学生・高校生に対し、学
習・生活支援事業の実施により、将来の自立に向けて高校進学・
高校中退防止を支援します。 

社会福祉課 

小学校 3 年生以上の学習・生活支援、体験活動、健康支援を
行う「ジュニア・アスポート事業」を実施します。 

社会福祉課 

生活困窮世帯や生活保護世帯の保護者を対象とした自立支援
の取組を推進します。 

社会福祉課 

家計が厳しくても進学意欲や能力のある高校生に対して、国
の奨学金制度など、進学を経済的に支援する制度について情報
提供を行います。 

財務課 

進級や卒業に不安や悩みを抱える高校生と保護者、中途退学
をした方を対象に「高校生活に関する相談会」を開催し、中途退
学の防止と中途退学後の就労等自立に向けた相談支援に取り組
みます。 

生徒指導課 
 

家庭の経済的事情から学校以外での体験活動を十分に行うこ
とができない児童生徒に対し、体験活動の機会を提供し、児童生
徒の人格形成に寄与します。 

生涯学習推進課 

 

 ②子ども食堂やフードバンクに取り組んでいるＮＰＯ・ボランティア団体、企業等
との連携の強化  

■現状と課題 

コロナ禍においては、困窮するひとり親家庭をはじめとした、要支援世帯の子供等
を対象に、NPO やボランティア、企業等が連携して、子ども食堂、子ども宅食、フ
ードパントリー、フードバンク支援が活発に行われました。 

市町村や市町村社会福祉協議会が、子ども食堂の運営などに取り組んでいる、あ
るいは今後取り組みを希望する団体・個人をバックアップしていくことが必要で
す。 

■市町村・地域での取組の方向性 

市町村社会福祉協議会や NPO 等の好事例を紹介し、団体間のネットワーク化を図
るとともに、子供の支援に関わる団体が連携して自発的に「子供の貧困」対策に取
り組めるよう支援します。 
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県では、社会全体で「子供の貧困」対策を推進していく機運を醸成するため、社
会貢献活動等に取り組む団体や個人のネットワーク「こども応援ネットワーク埼
玉」を活用して県民の社会貢献活動の推進を図るとともに、専用のポータルサイト
により、会員間のマッチングや取組の情報発信を行っています。市町村単位で、こ
うしたネットワークを構築することも望まれます。 

 
■県の主な取組・支援 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取
組や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO やボランティア団
体等を支援します。（再掲） 

福祉政策課 

埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 

子ども食堂など子供の居場所づくりに取り組む団体と、そう
した団体を支援する企業などがネットワークを構築できるよう
支援します。 （再掲） 

少子政策課 

子ども食堂などの居場所づくりの立ち上げ支援をするアドバ
イザーを養成し、各地に派遣します。（再掲） 

少子政策課 

子ども食堂など子供の居場所づくりの支援に関し、居場所づ
くりに取り組む団体とそれらを支援したいと考える方とのマッ
チングをすることで、継続的な支援体制を構築します。（再
掲） 

少子政策課 

県営住宅の集会所を活用し、県営住宅の入居者や地域の子供
を対象に、NPO 等による学習支援、食事提供、遊びの場提供な
どを実施します。（再掲） 

住宅課 
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 ➂ひとり親など経済的に厳しい家庭に対する支援の強化  

■現状と課題 

令和 4 年度国民生活基礎調査によると、全国の母子世帯の平均年間所得は、児童
のいる世帯と比較して 4 割程度となっています。 

また、ひとり親など経済的困難を抱えている家庭には必要な情報が届きにくい実
態があります。資格取得セミナーや就業相談会の開催、給付金の情報など必要な情
報を適切に提供することが求められます。 

■市町村・地域での取組の方向性 

地域での自立した生活に向けて、相談支援や就労支援の充実、子供の学習支援の
推進などきめ細かい支援が必要です。 

子育ての不安や生活の悩みを抱えながら、地域で孤立しがちであるひとり親家庭 
が、民生委員・児童委員や社会福祉協議会、当事者団体による家庭訪問や相談支援
を通じて、学習・生活支援事業や子ども食堂、フードパントリーなどの地域活動と
つながることで、ひとり親家庭の見守り体制をつくることが重要です。 

■県の主な取組・支援 

県の福祉事務所（埼玉県母子・父子福祉センター）に専門の
職員を配置し、就業相談、就業支援講習会、就業情報の提供な
ど一貫した就業支援を行います。また、ひとり親家庭の父母の
就業に向けた資格の取得や就職・転職の支援、高等職業訓練促
進給付金などの支給を行います。 

少子政策課 

養育費の取り決めの重要性や法制度を理解してもらうため、
普及啓発に努めます。また、養育費の確保等法律的な問題につ
いては、弁護士による相談を行います。 

少子政策課 

児童扶養手当の支給、福祉資金の貸付などにより、経済的に
厳しい状況にあるひとり親家庭を支援します。 

少子政策課 

「こども応援ネットワーク埼玉」のポータルサイトや SNS 等
を通じて、フードパントリーや子供の居場所づくり等について
の情報を発信します。 

少子政策課 

各市町村において、子供の貧困状況を調査・把握し、効果的
な施策が展開できるよう働き掛けます。 

少子政策課 
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2-6 認知症になっても安心して暮らせる地域づくり  

 認知症の人がより安心して生きていくことができるよう、認知症の人の意思が尊重
され、できる限り住み慣れた地域で良い環境のもと、自分らしく暮らし続けることが
できる社会の実現、認知症であってもなくても共に生きる社会の実現を図る必要があ
ります 
 ①普及啓発・本人発信支援・予防  

■現状と課題 

県内の認知症の人の数は、平成 24 年（2012 年）は約 22 万 5 千人でしたが、令和
7 年（2025 年）には 40 万人に達すると見込まれています。 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族が認知症になることを含め、多くの人
にとって身近なものとなっています。認知症に関する正しい知識及び認知症の人に
関する理解をさらに広め、認知症予防に資する可能性のある活動を推進することが
必要とされています。 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち地域や職域で認知症の人や家族を手助け
する認知症サポーターの養成講座受講者数は、令和４年度末に累計で約 60 万人とな
っています。 

令和 6 年 1 月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（以下、認知
症基本法という。）が施行され、認知症の人を含めた一人一人がその個性と能力を
十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力のある
社会（共生社会）の実現が求められています。 

本県では、認知症基本法等に基づき、国の動向や近年の認知症に関わる課題も踏
まえた上で、新たな「埼玉県認知症施策推進計画」を策定しました。令和 6 年度か
ら令和 8 年度（2024 年度〜2026 年度）までの 3 年間を計画期間としており、市町村
や県民と連携して認知症施策の推進に取り組んでいくこととしています。 

また、県では、認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」を任命し、認知症本人の
発信支援を行っています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

認知症の人を含めた一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個
性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力のある社会（共生社会）の実現が求め
られています。 

認知症に対する正しい県民の理解を促進するため認知症サポーターや、養成講座
の講師となるキャラバン・メイトの養成を引き続き進めるとともに、関係職域や小
学校、中学校、高校などにおける養成講座をさらに拡充する必要があります。 
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また、認知症の本人から発信の機会が増えるよう、地域で暮らす本人とともに普
及啓発に取り組むことも重要です。 

例えば、認知症の人本人同士が、自身の希望や必要としていること等を語り合う
「本人ミーティング」の取組を行い、思いを共有できるピアサポーターによる支援な
ど、認知症の人本人による相談活動も必要です。 

認知症はいまだ発症や進行の仕組みの解明が不十分であり、根本的治療薬や予防
法は確立されていませんが、そのことを踏まえた上で、認知症予防に資する可能性
のある活動を推進することが求められます。 

高齢者が身近に通うことができる「通いの場」を拡充するとともに、予防に関連
する情報の収集や提供に努め、また、市町村ごとに作成している「認知症ケアパス
７」の積極的な活用を支援し、認知症に関する基礎的な情報とともに、具体的な相談
先や受診先の利用方法等が明確に伝わる取組も求められます。 

 
■県の主な取組・支援 

認知症サポーターやキャラバン・メイトの養成を推進するとと
もに、小学校・中学校・高校などにおける養成講座をさらに拡充
します。 

地域包括ケア課 

認知症の日及び認知症月間などの機会を捉えた普及啓発を推進
します。 

地域包括ケア課 

認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」を任命し、活動を支援
します。 

地域包括ケア課 

「本人ミーティング」などのピアサポート活動を推進します。 地域包括ケア課 

高齢者が身近に通うことができる「通いの場」における認知症
の予防に資する可能性のある活動を支援します。 

地域包括ケア課 

県立図書館の館内に「認知症情報コーナー」を設置し、認知症
に関する資料等を提供するとともに、関連する資料展・講演会な
どを実施します。 

生涯学習推進課 

  

                                         
７ 認知症ケアパス：「認知症の人の生活機能障害の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医

療・介護サービスを受けることができるのか」を認知症の人とその家族に提示することを目的と

し、各市町村で作成が進められているもの。 
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 ②身近で充実した医療・介護・生活支援の提供・家族支援  

■現状と課題 

認知症に関する医療・ケア・介護サービスをさらに充実させるとともに、ケアラ
ーを支援することが必要とされています。 

若年性認知症の人の数は、約 2,200 人と推計されています。若年性認知症の推定発
症年齢の平均は約 54 歳とされており、いわゆる働き盛りであったり子育て中であっ
たりする場合もあります。このため、若年性認知症については、その症状・社会的
立場や生活環境等の特徴を踏まえ多角的に支援することが必要とされています。 

また、脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害の人に対する支援も課題となっ
ています。 

県では、既に若年性認知症支援コーディネーターを配置し、就労継続支援につい
ても取組を進めるなど支援を推進しています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

認知症の早期発見・早期診断・早期治療の徹底と、身近で充実した認知症医療の
体制整備を進めることが必要です。市町村が実施する検診の受診を進めることも重
要です。 

地域の支援機関間の連携づくりや、「認知症カフェ」を活用した取組の実施、社
会参加活動促進等を通じた地域支援体制づくり、認知症の人や家族の相談対応等を
行っている認知症地域支援推進員の活動を推進する必要があります。 

また、認知症の人や家族が参加する交流会（つどい）が身近で開催されるよう、
家族の会等と連携して家族支援に取組むことも必要です。 

さらに、複数の専門職により、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を
訪問し、観察・評価を行った上で、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的に行
い、自立生活のサポートを行う認知症初期集中支援チームの活動の強化が求められ
ます。 

若年性認知症の人については、働き盛りの世代である場合もあり、すぐに退職に
至らないよう、就労継続のための支援や再就職のための支援が求められます。 

若年性認知症の人本人の交流の場である若年性認知症のカフェの増設を図るな
ど、若年性認知症の人が活動できる環境づくりが必要です。 

 
■県の主な取組・支援 

認知症地域支援推進員の認知症施策推進の力量向上のための研
修を実施します。 

地域包括ケア課 
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認知症初期集中支援チームの向上を図るための研修等を実施し
ます。 

地域包括ケア課 

認知症サポート医を養成し、地域における認知症の早期発見・
早期対応を充実します。 

地域包括ケア課 

かかりつけ医、病院勤務の医療従事者、歯科医師、薬剤師及び
看護職員を対象とした認知症対応力向上研修を実施します。 

地域包括ケア課
他関係課 

認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践
リーダー研修、認知症介護指導者研修を推進します。 

地域包括ケア課 

市町村における認知症カフェの活用、電話相談、本人・家族交
流等を推進します。 

地域包括ケア課 

若年性認知症に関するリーフレットの配布、県の専門相談窓口
への若年性認知症支援コーディネーターによる支援などを推進し
ます。 

地域包括ケア課 

若年性認知症の人の就労継続等支援を行います。 地域包括ケア課 

若年性認知症カフェの増設など若年性認知症の人の活動の場の
拡大等を図ります。 

地域包括ケア課 

認知症疾患医療センターの運営を強化し、県民が早期に認知症
に対する相談・診断・治療を受けられる体制の推進を図ります。 

疾病対策課 

 

 ➂認知症バリアフリーの推進、社会参加の機会の確保 

■現状と課題 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けていくための障壁を減
らしていく「認知症バリアフリー」の取組が必要とされています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう、認知症
の人が安全に外出できる地域の見守り体制づくりとともに、行方不明になった際
に、早期発見・保護ができるよう、ネットワークづくりが必要です。 

そのため「チームオレンジ」（認知症の人本人・家族のニーズと認知症サポータ
ー等を中心とした支援をつなぐ仕組み）を各市町村で整備することが求められま
す。 
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■県の主な取組・支援 

「チームオレンジ」（認知症の人本人・家族のニーズと認知症サ
ポーター等を中心とした支援をつなぐ仕組み）が各市町村で整備
されるよう支援します。（再掲） 

地域包括ケア課 

認知症の人が安全に外出できるよう、徘徊 SOS ネットワークの
活用や地域での訓練の実施など地域での見守り体制の構築を支援
します。 

地域包括ケア課 

市町村における、民生委員などの福祉関係者や電気、ガス、新
聞など高齢者と接する機会の多い事業者を構成員とする「要援護
高齢者等支援ネットワーク」の取組を支援します。 

地域包括ケア課 
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柱３  担い手づくり 〜専門職から住民一人ひとりまで地域福祉を支える担い手づくり〜 

 課題  
少子高齢化を背景に、地域による支え合い・見守りを必要とする人は今後増大す

ることが見込まれます。 
そのため、福祉学習や活躍の場を充実し、専門職から住民一人ひとりまで、主体

的に地域福祉を支える担い手を育成する取組が必要です。 

 方向性  
増大する福祉ニーズに対応する介護、保育等サービス人材の確保に取り組むほ

か、NPO・ボランティア団体等の育成・支援を進めるとともに、地域福祉を担う住
民の多様な地域活動を推進することで、担い手づくりを進めます。 

 

3-1 民生委員・児童委員の活動への支援 

 民生委員・児童委員の活動支援を行うとともに、地域住民の理解を促すことで、民
生委員の担い手不足の解消を図ります。 

 ①民生委員・児童委員の活動支援  

■現状と課題 

民生委員・児童委員は、地域住民から生活相談を受け助言を行うとともに、日常
的な見守りや関係機関への橋渡しや災害時の活動など、地域福祉の推進のために
様々な活動を行うボランティアです。  

市町村では、民生委員・児童委員の活動への支援として、「行政や社協などの専
門機関との連携強化による橋渡しのしやすさの確保」（48 市町村で実施）、「地域
住民の理解促進のための広報活動」（37 市町村で実施）、「社会福祉の制度改正・
関連情報やスキルアップ研修の充実」（27 市町村で実施）などに取り組んでおり

（福祉政策課調べ）、引き続き実施していく必要があります。 
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図 39 民生委員・児童委員への活動支援（市町村数・複数回答） 

 
福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施） 

■市町村・地域での取組の方向性 

市町村は市町村社会福祉協議会と連携して、地域で孤立しがちな人の把握や見守
りに大きな役割を担っている民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、専
門・関係機関との連携強化による橋渡しのしやすさなど活動環境の整備を図ること
が重要です。 

また、活動内容の変化や活動量の増加に対応するため、幅広い知識や相談対応の
スキルアップを目的として、経験や役職等に応じた効果的な研修の実施等が求めら
れます。 

民生委員・児童委員の活動の支援策として、福祉委員８の設置や協力員制度があ
り、民生委員・児童委員とともに見守り活動などをチームで行うこともあります。 

これらの導入に当たっては、地域の関係者との情報共有のルールを明確にするこ
とが求められます。 

福祉委員の活動の周知や理解については、埼玉県社会福祉協議会で発行している
「福祉委員活動アシストブック」も活用できます。 

                                         
８ 福祉委員：地域の高齢者や障害者など支援が必要な人を発見したときに民生委員・児童委員に連

絡し、専門機関や福祉サービスにつないだり、必要な見守り活動等を行う地域のボランティア。市

町村によって名称が異なる。市町村社会福祉協議会が委嘱する場合が多い。 

48

37

36

27

19

8

1

1

0 10 20 30 40 50 60

行政や社協などの専門機関との
連携強化による橋渡しのしやすさの確保

地域住民の理解促進のための広報活動

民生委員・児童委員同士の
ネットワークや場づくり

社会福祉の制度改正・関連情報や
スキルアップ研修の充実

専門機関や自治会など
関係者間での情報収集・共有

会議・研修の見直しやボランティア
協力員制度の導入など活動面の軽減

その他
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 ②活動に関する地域住民への理解の拡充  

■現状と課題 

人と人のつながりが希薄化し、社会的に孤立する人々が増え、経済的困窮やひき
こもり、認知症高齢者や家族への支援など複合的な課題を抱えた方が増加している
中、民生委員・児童委員は地域福祉の推進に必要不可欠な存在です。 

しかし、担い手は 60 代が最も多く、就労している委員も多いのが現状で、担い手
の確保が課題となっています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

社会的孤立問題や災害時支援など、民生委員・児童委員には変遷する福祉ニーズ
に対応した活動が求められており、日頃から地域住民や専門・関係機関との協力が
必要となります。 

地域住民等に対し、役割と活動内容を正確に伝えるとともに、活動の充実感、や
りがいなどを積極的に広報することが、民生委員・児童委員の活動のしやすさにも
つながります。 

また、民生委員・児童委員の役割や活動について地域住民等の理解を深めていく
ことは、民生委員・児童委員制度の持続・発展のためにも重要です。 

県の主な取組・支援 

民生委員・児童委員の活動を促進し、地域福祉の向上を図るた
め、民生委員・児童委員協議会の活動を支援します 

社会福祉課 

埼玉県社会福祉総合センターで運営する福祉研修センターにお
いて、委員活動の目的や役割、関係機関との協力、個人情報保護
などを内容とした「民生委員・児童委員研修」を実施します。 

社会福祉課 

民生委員・児童委員の活動を促進し、地域福祉の向上を図るた
め、活動経費を支援します。 

社会福祉課 

近隣住民、民生委員などが高齢者、 障害者などを訪ねる活動
や、自主防災組織が有効に活動できる環境の整備など、避難行動
要支援者に対する地域住民を中心とした支援体制の整備を推進し
ます。 

社会福祉課 

民生委員・児童委員などの福祉関係者や電気、ガス、新聞など
高齢者と接する機会の多い事業者で構成される「埼玉県要援護高
齢者等支援ネットワーク会議」を開催し、市町村等に先進事例や
情報提供を行います。（再掲） 

地域包括ケア課 
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3-2 介護、保育等サービス人材の確保等 

 介護職員や保育士など福祉サービス人材の確保と定着、質の向上に向けた取組を推
進します。 

 ①人材確保・定着促進及び質の向上  

■現状と課題 

県内の介護職員数は平成 25 年度から令和 3 年度にかけて約 7.1 万人から約 9.9 万人
に増加しています。離職率は低下傾向にありますが、全国と比較するとやや高い状
況が続いています。 

今後の急速な高齢化に伴う介護ニーズに対応するためにも、介護人材の確保・定
着を継続して図っていく必要があります。 

県では、介護の魅力 PR 隊による大学・高校などへの訪問活動や、誰もが見ること
ができる動画配信による魅力発信などを実施し、介護の仕事の魅力を PR していま
す。 

障害分野の人材については、専門性の高さや業務の困難さなどから、その人材確
保及び定着が難しい状況にあります。 

県では、障害者施設における ICT やロボットの導入を支援して、職員の介護負担
や業務負担の軽減を図るとともに、障害者施設新入職員交流会を開催するなど対策
を講じています。 

また、保育人材についても、本県では待機児童対策として保育サービス受入枠の
拡大をしており（令和 5 年度（2023 年度）：2,500 人分の予定）、保育士の確保が喫
緊の課題となっています。放課後児童クラブについても受入枠の確保を図ってお
り、放課後児童支援員等について人材の確保を図る必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

介護・保育等の人材の確保が厳しい状況の中、多様な人材を確保するためには、
広域的な取組とともに、地域で介護職員や保育士等を確保するという考え方も重要
となっており、市町村など生活圏域ごとにきめ細かな就労支援を実施することが求
められます。 

定着についても、例えば市町村が主体となって職能団体等と連携し、地域内の介
護サービス事業所や保育所等の職員に対し、定期的な研修会や交流会を開催するこ
となどの取組も有益であると考えられます。 

介護職員や保育士等の業務は責任の重いものであり、また大変多忙です。専門職
が本来業務に集中できるような環境を整備して業務負担を軽減することは、定着促
進と介護・保育の質の向上につながります。 
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このため、子育て中の方など、週に数回や短時間であれば働けるなどライフスタ
イルに合わせた働き方を希望する人、また副業を探している人などを専門職の補助
業務をする職員として確保することも、多様な人材の確保という面において重要に
なっています。 

また、業務負担を軽減し、介護職等で多い転倒、腰痛等の労災を未然に防ぐた
め、介護ロボットの活用や ICT 化などを進めて、介護現場の負担軽減や介護サービ
スの質の向上に取り組む必要があります。 

■県の主な取組・支援 

福祉人材センターによる人材登録や紹介、研修を充実させる
など、人材の確保を図ります。 社会福祉課 

介護未経験者等への研修及びマッチングによる就職支援や介
護福祉士養成施設の学生に対する修学資金の貸付などにより、
介護人材確保に取り組みます。 

社会福祉課 
高齢者福祉課 

介護需要の一層の高まりに対応するため、介護事業所への就
労支援や定着支援、介護の魅力の PR などを行いながら、介護
人材の確保・定着・イメージアップに取り組みます。 

高齢者福祉課 

市町村が介護に関する入門的研修から介護事業所とのマッチ
ングについて一体的に実施する事業に対して補助します。 

高齢者福祉課 

国のシステムを活用して就職に役立つ情報を提供し、離職し
た介護職員の復職支援を実施します。 

高齢者福祉課 

介護ロボットの導入費補助、介護職員の資格取得支援、新任
介護職員を対象とする研修・交流イベントの実施などにより、
介護人材の定着に取り組みます。 

高齢者福祉課 

介護の魅力 PR 隊による効果的な PR や勤続 10 年、20 年の職
員を表彰する永年勤続表彰などにより、介護のイメージアップ
を図ります。 

高齢者福祉課 

他職種との給与格差を解消するため、介護職員の処遇改善に
ついて、引き続き国に対し強く要望していきます。 

高齢者福祉課 

多様化する介護ニーズに対応するため、介護人材の専門性向
上を支援します。 

高齢者福祉課 

オンライン化の推進や受講費用の負担軽減など、介護支援専
門員法定研修を受講しやすい環境を整備します。 

高齢者福祉課 
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障害者の特性に応じた、専門性の高い知識と技術の習得を目
的とする研修を実施し、障害者への質の高いサービスの提供を
行える人材を確保します。 

障害者支援課 

障害者施設への介護ロボット、ICT 機器の導入補助や障害者
施設等新入職員交流会の実施などにより、障害分野の人材の定
着に取り組みます。 

障害者支援課 

保育士を確保するため、就職フェアの開催や保育士・保育所
支援センターにおける就職あっせんなどに取り組みます。 

少子政策課 

保育士試験合格者や保育士養成施設の卒業生に対して、県内
の保育所等への就職を支援します。 

少子政策課 

潜在保育士が再就職する際の就職準備金や保育士養成施設の
学生に対する修学資金などの貸付を実施します。また、潜在保
育士名簿への登録制度を活用し、復職支援プログラムを実施し
ます。 

少子政策課 

保育士の専門性を高めるための研修や多様な子育て支援分野
に関して必要となる知識や技能等を修得するための子育て支援
員研修を実施します。 

少子政策課 

保育士の負担を軽減するため、保育士の雇用管理改善や労働
環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育補
助者の配置に必要な費用を助成します。 

少子政策課 

他職種との給与格差を解消するため、保育士の処遇改善につ
いて、引き続き国に対し強く要望していきます。 

少子政策課 

放課後児童支援員等について適切な人材の確保を図るため、
国の制度・施策を活用した処遇改善を進めます。 

少子政策課 

高等技術専門校や民間教育訓練機関を活用した職業訓練によ
り、介護人材を育成します。 

産業人材育成課 
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 ②外国人材の受入れ・定着促進（介護分野）  

■現状と課題 

EPA（経済連携協定）に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れや在留資格「介
護」、技能実習制度、特定技能など、外国人介護人材の受入れのための法整備がさ
れています。 

県では、埼玉県外国人介護職員応援宣言を発出し、日本でキャリアアップを望む
外国人介護職員に埼玉県内の介護施設等で長く働いてもらえるよう、介護施設等の
人材育成や受入体制の確保を支援しています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

多様な人材確保のため、福祉施設での外国人労働者の受入れ体制づくりを支援す
る必要があります。 

地域の介護施設等において、円滑に就労・定着できるよう、受入支援や国や県の
支援事業の活用について情報提供等を行うことが望まれます。 

■県の主な取組・支援 

日本で長く働くことを望む外国人介護職員（留学生、技能実
習生及び 1 号特定技能外国人）のキャリアアップ支援に取り組
む介護施設等が、外国人介護職員の資格取得やコミュニケーシ
ョン促進に係る費用、地域生活費を負担した場合にその経費の
一部を補助します。 

高齢者福祉課 
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3-3 NPO・ボランティア団体への支援 

 共助の担い手を増やし、地域福祉活動の活性化を支援します。          

 ①NPO・団体同士のつながり・交流の拡充  

■現状と課題 

地域とのつながりが薄い高齢者の増加や、地域コミュニティの弱体化が懸念され
ています。地域での課題を解決するための力を育み、地域の活力を維持していくた
めには、NPO・ボランティア団体など（3-3 においては「NPO・団体」とする。）多
様な主体による共助の取組を進めていく必要があります。 

地域福祉活動の活性化を支援していく際は、NPO・団体の地域福祉の担い手の組
織状況や活動状況は様々であることから、NPO・団体や地域の実情に応じた支援策
が必要となります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

NPO・団体同士のつながりや交流などが連携して、新たな活動が生まれるきっか
けとなることがあります。市町村及び市町村社会福祉協議会が、そうした交流の場
を設けるといった取組が重要となってきます。 

複雑化、複合化した問題に対して、１つの団体で対応できる分野や活動量には限
界があり、NPO・団体の連携によって支援内容の充実が期待されます。 

また、社会福祉関連施設や企業等にも協力を要請し、新たな連携の場を開拓する
ことも望まれます。 

■県の主な取組・支援 

埼玉県 SDGs 官民連携プラットフォームを活用して、あらゆ
る人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日本一暮
らしやすい埼玉」の実現を目指します。 

計画調整課 

NPO の運営に必要な情報の収集や発信が容易にできる総合的
な双方向の情報システム「埼玉県 NPO 情報ステーション」を
運営します。 

共助社会づくり課 

「埼玉県共助の総合ポータルサイト」、フェイスブックによ
り、共助の取組を発信します。 

共助社会づくり課 

孤独・孤立対策を推進するため、地域で支援を行う NPO 等を
会員とする孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを運営し、
研修を実施するなど、活動を支援します。（再掲） 

福祉政策課 
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埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 

 

 ②広報活動への協力、活動に対する相談支援  

■現状と課題 

市町村及び市町村社会福祉協議会は、NPO・団体に財政支援、広報の協力、事業
運営・活動に対する相談支援など様々な支援を実施しており、引き続き支援を行っ
ていく必要があります。 

NPO・団体でキャッチした支援者を行政サービスにつなぐこともあり、日頃から
地域資源の把握や連携を進めることも必要です。 

■市町村・地域での取組の方向性 

フードパントリーや学習支援の活動においては、その支援を必要とする対象者に
広報・周知することが重要であり、対象者の情報を持っている市町村と連携するこ
とで、その活動がより効果的に広がることがあります。 

また、NPO・団体の中には、活動のためのノウハウが不足しているところもあり
ます。 

57 の市町村（市町村社会福祉協議会による実施も含む）が、NPO・団体に財政支
援を実施しています。（福祉政策課調べ） 

引き続き財政支援を実施するとともに、更なる自主財源を確保する上でも、市町
村及び市町村社会福祉協議会が NPO・団体に対し、例えば民間団体等による助成金
について積極的な情報提供を行うなどの支援をしていくことが求められます。 

最近では、クラウドファンディング９、休眠預金１０の利用事例も増えており、イノ
ベーティブな取組による課題解決が期待されています。  

                                         
９ クラウドファンディング：「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディング）」を組み合わ

せた造語で、「インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する」ことを指

す。不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、趣旨に賛同した人から資金を集める方法。 
１０ 休眠預金：2018年 1月 1日に施行された休眠預金等活用法（民間公益活動を促進するための休眠預

金等に係る活用に関する法律）によって、2009年 1月以降の取引から10年以上入出金等がない預金等

は、「休眠預金」として預金保険機構に移管し、民間の公益活動の促進に使われることになった。 
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表 11 NPO 等民間団体等への支援の例 

出典：内閣府NPOホームページを基に作成 
 

図 40 NPO・ボランティア・自治会等への各支援を行っている市町村数（複数回答） 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施） 

■県の主な取組・支援 

NPO 活動をさらに展開するため、NPO が SDGs の視点をも
って地域課題を解決する取組や自立性を高める取組を支援しま
す。（再掲） 

共助社会づくり課 

彩の国市民活動サポートセンターの運営により、市民活動や
ボランティア活動をサポートします。 

共助社会づくり課 

1.資金に関する支援 補助金・交付金・助成金、委託事業、融資・信用保証、基
金、税制優遇など 

2.人材育成・人材交
流に関する支援 

NPO への研修会・交流会の開催・サポート、市民活動に関
する指導・相談など 

3.設備・備品に関す
る支援 

活動拠点や設備・備品の貸出、提供など 

4.連携協働 
 

行政と NPO の協働事業、イベントの企画・運営など 

5.情報発信 活動紹介、情報提供、ウェブサイトの開設・運営、情報誌の
発行など 

6.その他 
 

優れた活動や取組みへの表彰、資格・補償制度の適用など 
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NPO の運営に必要な情報の収集や発信が容易にできる総合的
な双方向の情報システム「埼玉県 NPO 情報ステーション」を
運営します。（再掲） 

共助社会づくり課 

NPO 等地域課題に取り組む団体に対して、経験やスキルを生か
して社会貢献したい専門家ボランティアや助成金・寄附などの活
動資金を紹介する、共助の取組マッチングを行います。 

共助社会づくり課 

「埼玉県共助の総合ポータルサイト」、フェイスブックによ
り、共助の取組を発信します。（再掲） 

共助社会づくり課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取組
や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO・団体を支援します。

（再掲） 
福祉政策課 

埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 
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コラム  官民連携 
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3-4 住民による多様な地域活動の推進 

 ①自治会活動の支援  

■現状と課題 

自治会・町内会（3-4 においては「自治会」とする。）は、人々が生活する上で最
も基礎となる団体と考えられ、親睦イベントや衛生美化活動、防災・防犯など地域
を支える活動を担っていますが、自治会の加入率は 40~90%台と市町村により大きな
差はあるものの、概ね低下傾向となっています。 

また、外国人が増加している地域もあり、外国人の中には日本語が理解できない
ことや情報が正確に伝わらないことなどにより、誤解が生じ、従来の地域住民との
共生が課題となっています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

若い世代の加入率の低さや、現在、自治会で活躍している方の高齢化による引退
などにより、全体として加入率の低下傾向がみられ、特に高齢・単身世帯の自治会
離れは、身近な見守り体制が弱まり、さらなる孤立化が懸念されます。活発に活動
している自治会の事例を他自治会に情報提供するなど、活動を支援する必要があり
ます。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域のお祭りやイベントは制限され
ていましたが、徐々に以前の動きを取り戻してきています。地域のつながりや自治
会単位で行う祭りやイベント等は、地域に関心のなかった地域住民が地域に関わり
を持つきっかけになると考えられます。 

また、防災活動として避難訓練や救命講習を行っていますが、災害時には救助活
動や要支援者の避難支援、見守り活動など自治会に期待される役割は大きく、日頃
から市町村は、福祉・防災部門と自治会との連携体制を整備しておくことが重要で
す。 

担い手不足については、自治会が大学・企業・NPO・ボランティア等との協働に
よる運営力の強化や、外部の新たな視点も取り入れて活性化を図ることも効果的で
す。 

自治会において、外国人住民に対して地域におけるボランティア活動やお祭り、
運動会などのイベントへの参加を働き掛けるなど、地域に溶け込みやすい環境づく
りを推進することが期待されています。 

 

 福祉教育・福祉学習を充実し、地域福祉活動に参画する意識を高め、住民一人ひと
りが主体的に自分らしく活躍できる環境づくりを進めます。 
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■県の主な取組・支援 

NPO 等地域課題に取り組む団体に対して、経験やスキルを生か
して社会貢献したい専門家ボランティアや助成金・寄附などの活
動資金を紹介する、共助の取組マッチングを行います。（再掲） 

共助社会づくり課 

「埼玉県共助の総合ポータルサイト」、フェイスブックによ
り、共助の取組を発信します。（再掲） 

共助社会づくり課 

自治会や PTA 等に「防犯のまちづくり出前講座」を実施
し、犯罪発生状況や各種防犯対策、自主防犯活動の進め方等の
説明を行います。 

防犯・交通安全課 

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取組
や地域福祉事業の立ち上げ等を行う NPO・団体を支援します。

（再掲） 
福祉政策課 

社会福祉施設の利用者の安全を確保するため、非常災害対策
計画の作成や見直しを支援するとともに、災害時における社会
福祉施設と地元自治会等との相互協力の体制整備を促進しま
す。（再掲） 

高齢者福祉課 

障害者支援課 

こども安全課 

 

 ②地域福祉活動の担い手として活動してもらうためのきっかけづくり  

■現状と課題 

同じ地域に住む人同士が出会い、お互いを知る場や学び合う機会を設けることを
通じて、新たなつながりができ、地域住民同士が気にかけ合う関係性が生まれてい
くことがあります。 

そうした関係性は、地域のコーディネーターなどの働き掛けにより気付きと学び
を促すことで、一つの課題に対して地域住民も一緒に解決していく過程が作り上げ
られると考えられます。 

地域福祉は住民だけでなく、すべての主体が関係するため、地域の中で誰もが役
割を持ち、お互いに支え合うことで、地域共生社会の実現にもつながります。 

また、活動者の高齢化や新たな活動者の発掘は大きな課題となっています。定年
延長や他の活動により、元気な高齢者の生活の中心は地域に移っているとは限ら
ず、地域の担い手不足は続いています。 
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■市町村・地域での取組の方向性 

様々な世代の方に地域福祉活動の担い手として参加を促すことが重要であり、子
供から高齢者までの様々な世代が、生涯を通して社会参加できるきっかけづくりを
支援する必要があります。 

これまで活動に参加していない人の中には、「自分の地域で活躍したい」や「地
域を元気にしたい」といった自己実現や地域活性化に向けた意欲はあっても、どう
やって参加してよいかわからず、活動に結びついていないケースも多いと思われま
す。 

参加には様々な形があり、直接の支援はできなくても、話し相手のボランティア
になることで、社会とつながる支援をする高齢者もいます。また、学生ボランティ
アグループが子ども食堂を運営しているケースもあるなど、様々な世代が担い手と
して活躍しています。 

 市町村では、地域福祉活動を担う者の育成として、「ボランティア協力の依頼
等」（36 市町村で実施）、「市町村による福祉委員等の任命」（32 市町村で実
施）、「住民に日常生活で発見した異変を専門機関へつないでもらう協力依頼」

（22 市町村で実施）などに取り組んでおり（福祉政策課調べ）、引き続き実施する 

  必要があります。 
セミナーやシンポジウムなどの開催に当たっては、SNS 等を活用して、活動内容

をわかりやすく広報することも重要です。短時間であれば参加できるという子育て
世代や現役世代等の参加を促すため、短時間でも参加可能な活動や団体を紹介した
り、マッチングができると持続的な活動へのつながりが期待できます。 

 

図 41 住民向けに実施している、福祉活動等に参画できる事業等の内容（市町村数、複数回答）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施）】 
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■県の主な取組・支援 

  

県政出前講座を通じて、地域活動を始めるためのポイントや
ヒント等を発信します。 

共助社会づくり課 

高齢者等の消費者被害の未然防止を図るため、消費者被害防
止サポーターの活用を進めます。（再掲） 

消費生活課 

埼玉県社会福祉協議会に設置される埼玉県ボランティア・市
民活動センターへの支援や、市町村社会福祉協議会が実施する
福祉ボランティア体験プロブラム事業への支援を通じて、各地
域のボランティア活動などの促進を図ります。（再掲） 

社会福祉課 

介護予防に係る住民主体の通いの場づくりの促進や多くの高
齢者が参加できる取組事例の紹介などにより、市町村の取組を
支援します。（再掲） 

地域包括ケア課 

生活支援体制を構築するため、生活支援コーディネーターへ
の助言や生活支援コーディネーターに対する研修・連絡会議等
を開催します。（再掲） 

地域包括ケア課 

県内の大学と協力して、大学の開放授業講座（リカレント教
育）を実施します。 

高齢者福祉課 

老人クラブが行うボランティアなどの活動を支援します。 高齢者福祉課 

子供の居場所づくりに携わる人や関心を持つ人を対象に、課
題の解決やスキルアップにつながる研修等を実施することで、
人材の育成を行います。（再掲） 

少子政策課 
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 ➂福祉教育・学習の推進  

■現状と課題 

地域福祉活動に参加する土台として、幼少期から地域福祉への関心を促す福祉教
育が重要です。また、学校教育や社会教育でボランティア活動などに取り組み、福
祉の理解を深めていくことも大切です。 

■市町村・地域での取組の方向性 

福祉は特別なものではなく、誰にでも関係するものです。福祉教育の前段階とし
て思いやりの気持ちの醸成や社会教育の推進も重要です。 

市町村及び市町村社会福祉協議会では、ボランティア体験学習、認知症サポータ
ー養成講座などを開催しており、地域福祉に関する学習の機会を提供していくこと
が必要です。 

特に市町村社会福祉協議会では、「彩の国ボランティア体験プログラム」を地域
のニーズに応じて実施していますが、引き続きその充実を図る必要があります。 

また、認知症サポーター養成講座については、令和 4 年度末現在で約 59 万人が受
講していますが、その後、認知症カフェや認知症サポーター等が支援チームを作
り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる「チーム
オレンジ」のような活動を続ける場所があることが重要です。 

さらに、住民に身近な地域にある社会福祉法人が、NPO やボランティア団体など
が主催する地域福祉や社会教育の学習講座等について地域住民に情報を提供した
り、場所を提供したりするなどの取組も福祉への理解を深める効果があると考えら
れます。 

小中学生から福祉に関心を持つことも重要であり、社会福祉法人がボランティア
体験学習に来る小中学生などを受け入れ、学びの場を提供することにより、福祉に
対する理解が進み、介護職員や保育士などの人材確保につながることも期待されま
す。 

■県の主な取組・支援 

県政出前講座により住民や関係団体に地域福祉活動の必要性
を啓発します。  

県民広聴課 
福祉政策課 

（公財）いきいき埼玉が実施する「埼玉未来大学」で学習機
会を提供することにより、元気なシニアの活躍を支援します。 

共助社会づくり課 
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埼玉県社会福祉協議会が運営する埼玉県福祉人材センターに
おいて、福祉の魅力を紹介する講座や中学・高校に出向いた福
祉の出前講座等を実施し、福祉業界の仕事について学ぶ機会を
提供します。 

社会福祉課 

地域における福祉教育の一環として、子供から大人まで広く
県民を対象にした「彩の国ボランティア体験プログラム事業」
などのボランティア体験学習を促進するため、埼玉県社会福祉
協議会や市町村社会福祉協議会を支援します。 

社会福祉課 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守るた
め、認知症サポーターを養成します。 

地域包括ケア課 

「チームオレンジ」（認知症の人本人・家族のニーズと認知
症サポーター等を中心とした支援をつなぐ仕組み）が各市町村
で整備されるよう支援します。（再掲） 

地域包括ケア課 

県内の大学と協力して、大学の開放授業講座（リカレント教 

育）を実施します。（再掲） 
高齢者福祉課 

県民に障害や障害者に対する正しい理解を普及するための啓
発を行うとともに、手話の普及と手話を使いやすい環境の整備
を進めることにより、障害のある人もない人も共に生きる共生
社会の実現を図ります。 

障害者福祉推進課 

特別支援学校において、人が共に助け合って生きることの喜
びを体得させ、社会奉仕の精神を養うため、特別活動の学校行
事として勤労生産・奉仕的行事を計画・実施します。 

特別支援教育課 

市町村における「ボランティア・福祉教育」を推進するた
め、市町村教育委員会に対し「ボランティア・福祉教育」に関
する情報提供を行います。あわせて、児童・生徒の福祉活動へ
の参加意欲を高める指導や実践的な体験活動の在り方について
検討する機会を提供します。 

義務教育指導課 

「生涯学習ステーション」により、インターネットで生涯学
習に関する情報を提供します。  

生涯学習推進課 

子ども大学の充実に向けた支援を通じて、子供の学ぶ力や生
きる力の向上及び地域の教育力の向上を図ります。 

生涯学習推進課 
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 ④寄附文化の定着  

■現状と課題 

地域福祉の活動を支える寄附は、一人ひとりができる社会貢献の一つです。県の
「埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金」をはじめ、共同募金や市町村の基金など、
様々な受け入れ先があります。 

   シラコバト長寿社会福祉基金 寄附金総額   14,458,983 円 ※令和 4 年度時点 
   【内訳】個人 36 件 
        団体 61 件（募金箱含む） 

こども食堂・未来応援基金は、官民連携プラットフォーム「こども応援ネット 
ワーク埼玉」の趣旨に賛同する活動として、令和元年 5 月に埼玉県社会福祉協議会
内に設置された基金です。 寄附金により、貧困の連鎖解消に資する子供の居場所づ
くりや子供の自立の支援等のために活用しています。 

  こども食堂・未来応援基金 寄附金総額 112,921,429 円 ※令和 5 年 7 月末時点  
   【内訳】個人からの寄附      600 件  59,841,712 円 
       企業・団体からの寄附 303 件  53,079,717 円 

 

■市町村・地域での取組の方向性 

広報などの呼びかけのほか、様々なイベントなどを通じて、寄附が課題解決に寄
与することへの理解を深め、寄附文化の定着を図ることも大切です。 

■県の主な取組・支援 
県民に「埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金」への寄附を呼

び掛けることで、地域福祉活動に対する理解に努めます。 
福祉政策課 

社会福祉法人埼玉県共同募金会が実施する共同募金活動につ
いて、広報や共同募金期間中の赤い羽根着用による普及啓発等
の支援を行います。 

社会福祉課 
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コラム 福祉教育 
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コラム   寄附事例 
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柱４ 環境づくり 〜誰もが地域で安心して暮らせる環境づくり〜 
 課題  

生活する上で課題を抱える人が、制度やサービス、または地域の支え合いなどの
資源に繋がらないということが課題となっています。そのため、それらの方々が、
福祉の制度・サービスを知ることができ、また、適切に利用できるための環境の整
備が必要です。 

 方向性  
ケアラーや生活困窮者、ひきこもりの方など、制度やサービスにつながりにくい

人へのアプローチや、障害者が自立して暮らせる地域づくりなど、誰もが地域で安
心して暮らせる環境づくりを進めます。 

4-1 孤独・孤立問題への対応   

 コロナ禍で深刻化、顕在化した孤独・孤立問題について、包括的な取組を推進し、
孤独・孤立を予防する地域づくりを目指します。 

 ①孤独・孤立対策と予防に向けた包括的な取組  

■現状と課題  

近年、非正規雇用労働者の増加等の雇用環境の変化やインターネットの普及等に
伴うライフスタイルの変化、単身世帯や単身高齢者の増加といった社会環境の変化
などにより、地縁・血縁といった人と人との関係性や「つながり」が希薄化し、孤
独・孤立を感じやすい社会になっています。 

そして、新型コロナウイルス感染拡大は、社会に内在していた孤独・孤立の問題
を顕在化・深刻化させる契機となりました。 

こうした状況を受け、令和 3 年 2 月には孤独・孤立対策担当大臣が指名され、内
閣官房に孤独・孤立対策担当室が立ち上げられ、政府一丸となって対策に取り組ん
でいます。 

令和 6 年 4 月には、「孤独・孤立対策推進法」が施行され、地方公共団体は孤
独・孤立対策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内に
おける当事者等の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有すると規定されると
ともに、孤独・孤立対策地域協議会の設置が努力義務となりました。 

また、令和 6 年 4 月には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施
行され、孤独・孤立対策といった視点も含め、新たな女性支援強化が図られること
とされています。 

埼玉県では、県内の孤独・孤立の状況を把握するため、令和 5 年 2 月に埼玉県
人々のつながりに関する基礎調査を実施しました。その結果、20 代〜40 代の若い世
代において、孤独感が高い傾向にあること等がわかりました。 
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■市町村・地域での取組の方向性 

孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、
社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑
み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社
会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要です。 

このため、従来「孤独・孤立」の視点では実施してこなかった既存の活動や事業
に「孤独・孤立」の横串を通し、孤独・孤立対策の裾野を拡大させていくことが必
要です。 

また、「困ったときに支援を求めるのは良いこと」を社会に発信し、声を上げや
すい社会づくりを目指すことが必要です。 

■県の主な取組・支援 

埼玉県困難な問題を抱える女性支援基本計画に基づき、困難
な問題を抱える女性への包括的かつ継続的な支援を行うととも
に、困難な問題を抱える女性への支援体制の充実を図ります。 

人権・男女共同参画課 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子供・若者に対し
て、関係機関が連携して支援できるよう、市町村・支援団体等
のネットワークの形成や支援者のスキルアップ、相談体制の充
実を図ります。 

青少年課 

進級や卒業に不安や悩みを抱える高校生と保護者、中途退学
をした方を対象に「高校生活に関する相談会」を開催し、中途
退学の防止と中途退学後の就労等自立に向けた相談支援に取り
組みます。（再掲） 

生徒指導課 

関係機関、民間団体等と連携し、相談体制の整備を進めると
ともに、地域の実情に応じた対策を講じるなど効果的な自殺対
策の推進を図ります。 

疾病対策課 

自殺の実態や特徴等の情報収集や原因等の分析を行い、それ
ぞれの地域の特性に即した効果的な自殺対策が実施されるよ
う、市町村等に対し情報提供や助言等の支援を行います。 

疾病対策課 

県、市町村、民間団体が実施している自殺対策の体系化を図り
連携して事業を実施することにより、自殺者の減少を図ります。 

疾病対策課 
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 ②分野や市町村域を横断した支援  

■現状と課題  

孤独・孤立対策を推進するためには、行政による政策的な対処のみでは困難又は
なじみづらい場合があります。 

そのため、孤独・孤立の問題を抱える当事者への支援を行う NPO や社会福祉法人
等の取組や活動が重要かつ必要不可欠です。 

一方で、孤独・孤立の問題に対して NPO 等の支援機関単独では対応が困難な実態
があることから、国、地方公共団体、NPO 等、多様な主体が幅広く参画し、人と人
とのつながりを実感できる地域づくりや社会全体の機運醸成を図りつつ、官民一体
で取組を推進することが必要です。 

埼玉県では、県における支援体制の強化と孤独・孤立を予防する地域づくりを推
進するため、県・市町村・NPO 等の各種団体・社会福祉協議会・民間企業等が幅広
く参加し、連携する「埼玉県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を設置し
ました。令和 5 年 12 月 26 日現在において、134 団体（市町村：43 団体、社会福祉
協議会：20 団体、NPO・民間企業等：71 団体）が参加しています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

孤独・孤立状態となる要因及び孤独・孤立の状態が多様であることに鑑み、孤
独・孤立の状態にある者及びその家族等の立場に立って、当事者等の状況に応じた
支援が継続的に行われるようにすることが重要です。 

そのため、市町村においては、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び
支援内容に関する協議を行う「孤独・孤立対策地域協議会」を設置するなど、地域
における多様な主体との連携が必要となります。 

 

■県の主な取組・支援 
埼玉県 SDGs 官民連携プラットフォームを活用して、あらゆ

る人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日本一暮
らしやすい埼玉」の実現を目指します。（再掲） 

計画調整課 

孤独・孤立対策を推進するため、地域で支援を行う NPO 等
を会員とする孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを運営
し、研修を実施するなど、活動を支援します。（再掲） 

福祉政策課 
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コラム 孤独・孤立対策 
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4-2 住宅確保要配慮者に必要な住宅を確保するための環境づくり 

 低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよ
う、必要な支援の充実を図ります。 

 住宅確保要配慮者が安定的に住まいを確保できるための取組の強化  

■現状と課題 

住宅は人生の大半を過ごす場所であり、安定した生活を送る上で欠くことができ
ない、かけがえのない空間です。 

しかし、低所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者（以下、「住宅確保要配慮者
１１」という。）は、生活上のリスクがあることから、賃貸住宅の入居の制約を受け
る傾向があります。収入等の入居要件を満たす方には公営住宅１２が供給されていま
すが、応募倍率が高い状況である一方、民間賃貸住宅は空き家、空き室が増加傾向
にあるなどミスマッチが生じています。 

そこで県では、県営住宅の供給を行うとともに、市町村や住宅関連事業者団体、
居住支援団体とともに、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る法律（以下、「住宅セーフティネット法という。」）」に基づく居住支援協議会
として「埼玉県住まい安心支援ネットワーク」（以下、「安心ネット」という。）
を設立し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に取り組んでいると
ころです。また、市町村での居住支援協議会等の体制づくりを働き掛けています。 

また、住宅セーフティネット法に基づき、賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提
供や相談支援、入居中の見守りなどの居住支援を行う法人を指定しています。 

                                         
１１ 住宅確保要配慮者：埼玉県賃貸住宅供給促進計画（令和 4 年 3 月）において住宅確保要配慮者

の範囲を、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に定める者（低額所

得者、被災者（発災後 3 年以内）、高齢者、障害者（障害者基本法第２条第１号に規定する障害

者）、子供（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者）を養育している者）、省

令に定める者（日本国籍を有しない者（外国人）、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン

病療養所入所者、DV（ドメスティック・バイオレンス）被害者、北朝鮮拉致被害者等、犯罪被害者

等、更生保護対象者、生活困窮者、東日本大震災等による被災者）、県が独自に本計画で規定する

者（海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT（レ

ズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー）、UIJ ターンによる転入者、住宅確保要

配慮者に対して必要な生活支援等を行う者）のいずれかに該当するものとしている。 
１２ 公営住宅：県営住宅又は市町村営住宅 
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■図 42 新たな住宅セーフティネットのイメージ 

  

■市町村・地域での取組の方向性 

住宅セーフティネットとして重要な役割を担っている公的賃貸住宅１３について、
引き続き適正な整備と維持管理を進めるとともに、民間賃貸住宅の賃貸人が安心し
て住宅確保要配慮者に住宅を貸すことのできる環境づくりを進め、増加傾向にある
住宅確保要配慮者の住まいの安定的な確保に努めていく必要があります。 

高齢者や障害者に住宅を貸した場合、急病や孤立死を心配する賃貸人も多いと思
われます。 

そこで地域における見守り体制を引き続き整備するほか、市町村が「緊急通報機
器の貸し出し」や「見守りのための配食サービス」を実施（支援）することで、高
齢者や障害者が地域で安心して暮らすことが可能になるとともに、賃貸人の安心に
つながると期待されます。 

さらに、高齢者等の見守り・生活支援サービスを提供する民間事業者との連携も
必要です。民間事業者によるサービスは、見守り、安否確認、緊急対応など多様な
タイプがあり、地域や居住者の特性に応じたサービスを提供することが期待されま
す。 

住宅確保に配慮を要する生活保護受給者について、県では平成 22 年（2010 年）9
月から住宅ソーシャルワーカーを配置し、住宅支援を行っています。 

また、様々な状況に対応するため、養護老人ホームや軽費老人ホームなどの活用
のほか、サービス付き高齢者向け住宅１４やグループホームの整備も引き続き必要で
す。 

住宅確保要配慮者の住宅セーフティネットを構築するには、市町村において居住
支援協議会を設立するなど住宅施策と福祉施策とがこれまで以上に緊密に連携した
取組や体制づくりを進める必要があります。 

                                         
１３ 公的賃貸住宅：公営住宅（県営住宅又は市町村営住宅）、UR 賃貸住宅、地方住宅供給公社が整

備する賃貸住宅、特定優良賃貸住宅の総称 
１４ サービス付き高齢者向け住宅：ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスなどを提供す

るバリアフリー構造の高齢者専用住宅。事業者は県、政令市、中核市などから登録を受ける。 
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■県の主な取組・支援 

住宅セーフティネット法に基づき、賃貸住宅への円滑な入居
に係る情報提供や相談支援、入居中の見守りなどの居住支援を
行う法人を指定しています。 

住宅課 

無料低額宿泊所等に入所している生活保護受給者に対して、
民間アパートや養護老人ホーム、グループホーム等への入居支
援を行います。 

社会福祉課 

地域包括支援センター、民生委員・児童委員、自治体、ボラ
ンティア、ライフライン事業者が連携した要援護高齢者等支援
ネットワークを充実させ、高齢者等の見守り体制の整備を支援
します。 

地域包括ケア課 

民間事業者と協力して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない
民間賃貸住宅の供給を促進するとともに、的確な情報提供を行
います。 

住宅課 

住まいを含めた暮らしの相談を受け止める地域包括支援セン
ターなどの職員に対し、安心ネットを通じて住宅に関する基本
的な知識や支援制度などの情報提供を行います。 

住宅課 

住宅確保要配慮者に対する入居支援を強化するため、市町
村、不動産団体及び居住支援団体による地域ごとの連携体制の
構築を支援します。 

住宅課 

空き家を活用した新たな住宅セーフティネットを推進しま
す。 

住宅課 

地域の実情を踏まえながら、質の高いサービス付き高齢者向
け住宅などの整備を促進します。 

住宅課 

市町村での居住支援協議会等の体制づくりを働き掛けます。 住宅課 
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4-3 生活困窮者対策の推進 

 様々な部門・関係機関と連携して生活困窮者の早期発見に努め、自立に向けた支援
を進めます。 

 ①生活困窮者自立支援制度に基づく支援  

■現状と課題 

生活困窮者は、失業や家族の介護、子供の養育（貧困）、借金問題などにより生
活に困窮するほど社会から孤立し、自ら支援を求めることができなくなると言われ
ており、早期発見が必要です。 

そこで、生活困窮者自立支援法が平成 27 年（2015 年）4 月から施行され、実施主
体である自治体（町村部は県が実施）が自立支援施策を実施しています。 

相談者が抱える課題は、経済的困窮をはじめ、精神障害、ひきこもり等の家族の
問題など、多岐にわたる場合も多く、相談者が抱える複合的かつ複雑な課題に対し
て支援を行うには、相談支援員が高い専門知識やノウハウを習得することが重要で
す。 

図 43 生活困窮者自立支援制度の概要  
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  出典：厚生労働省白書  
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■市町村・地域での取組の方向性 

生活困窮者の自立を促進するためには、福祉事務所を設置している自治体が支援
員１５を配置し相談につなげ、自立支援施策を積極的に推進することが必要です。 

福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業１６だけでなく相談
者の状況に応じた支援を行う任意事業１７については、就労準備支援事業は 40 市中
19 市、一時生活支援事業は 40 市中 6 市、家計改善支援事業は 40 市中 19 市の実施に
とどまっています（なお、いずれの事業も町村域は県が実施）。 

厳しい財政状況の背景もありますが、各自治体が創意工夫して実施することで、
自立支援の効果が上がることが期待されます。 

また、市や県が行う生活困窮者自立支援法に基づく事業だけでなく、市町村社会
福祉協議会、社会福祉自立相談支援事業などの法人、NPO、民生委員・児童委員、
自治会、地域住民や様々なボランティア等が協働して、地域の問題として取り組む
ことが必要です。 

■県の主な取組・支援 

相談窓口を設置し、生活困窮者が抱える課題に応じた自立支
援を行います。 

社会福祉課 

離職等により住居を失った方、または失うおそれのある方に
対して、一定期間家賃相当額を支給し、住居を確保した上で就
職に向けた支援を行います。 

社会福祉課 

直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し、職業訓練や
就労体験を提供するなど、就職に向けた支援を行います。 

社会福祉課 

生活困窮者の家計収支を改善させ、早期の生活再建を支援し
ます。 

社会福祉課 

住居のない生活困窮者に一時的な宿泊場所と衣食を提供し
ます。 

社会福祉課 

生活困窮世帯及び生活保護世帯の中学生・高校生に対し、学
習・生活支援事業の実施により、将来の自立に向けて高校進
学・高校中退防止を支援します。（再掲） 

社会福祉課 

                                         
１５ 支援員：主任相談支援員（相談業務全般のマネジメント等を担当）、相談支援員（アセスメン

ト・プラン作成などを担当）、就労支援員（職業訓練や求人開拓などを担当） 
１６  必須事業：自立相談支援事業、住居確保給付金の支給（図 43「生活困窮者自立支援制度の概

要」参照） 
１７  任意事業：就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支

援事業 
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小学校 3 年生以上の学習・生活支援、体験活動、健康支援を
行う「ジュニア・アスポート事業」を実施します。（再掲） 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援事業に関する助言や情報提供を行いま
す。 

社会福祉課 

支援員向けの研修を実施し、人材の育成を支援します。  社会福祉課 
 

 ②生活福祉資金貸付事業、彩の国あんしんセーフティネット事業による取組  

■現状と課題 

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資
金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活の安定
を図ることを目的とした制度です。 

実施主体である埼玉県社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会や民生委員・児
童委員の協力を得て、相談、貸付から償還終了までの制度を運営しています。 

近年、貸付額は減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症を踏まえた
緊急小口資金等の特例貸付が令和 2 年（2020 年）3 月に開始となり、貸付件数は急
増しました。 

埼玉県社会福祉協議会と埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会では、平成
26 年（2014 年）から県内の社会福祉法人による社会貢献活動である「彩の国あんし
んセーフティネット事業」を展開しており、社会福祉法人が率先して生活困窮者の
自立を支援しています。 

「彩の国あんしんセーフティネット事業」に加え、就労支援事業さらには衣類バン
ク事業を実施しており、複雑化・複合化する生活課題の解決に取り組んでいます。 

■市町村・地域での取組の方向性 

特例貸付が限度額に達した方等に支給していた新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金は、令和 4 年 12 月で終了しましたが、引き続き丁寧なフォローアッ
プを行っていく必要があります。 

また、埼玉県社会福祉協議会・市町村社会福祉協議会は、継続的に適正な支援を
実施できるための財源及び人員の確保を行う必要があります。 

市町村は、引き続き生活に困難を抱える人への支援として、各相談支援機関・事
業等による相談支援の強化を図るとともに、逼迫した状態の人に対して現物給付を
伴う支援を行うことができる「彩の国あんしんセーフティネット事業」と連携、協
働しながら、相談者の生活の自立を図る必要があります。 
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表 12 生活福祉資金 種類一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 44 彩の国あんしんセーフティネット事業 

 

出典：彩の国あんしんセーフティネット事業 5 年間のあゆみ 
 

生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉費

・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費

緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費

就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

教育支援資金

福祉資金

資金の種類

総合支援資金
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図 45 就労支援 

 
出典：埼玉県社会福祉協議会 作成 

図 46 衣類バンク 

 
出典：埼玉県社会福祉協議会 作成 

■県の主な取組・支援 

低所得世帯に対し、経済的自立を図るための貸付を実施しま
す。（再掲） 

社会福祉課 

社会福祉法人が実施する彩の国あんしんセーフティネット事
業が生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業と連携し
て実施できるよう支援します。（再掲） 

社会福祉課 
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4-4 ケアラー支援の推進  

 県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携
を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えることで、全ての
ケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現
を目指します。 

■背景 

本県は、今後 75 歳以上の後期高齢者人口が全国最も早いスピードで増加すると見
込まれ、それに比例して介護が必要になる方、介護サービスの需要及びケアラーも
増加することが見込まれます。また、単身世帯の増加や核家族化の進行により、家
族の単位は小さくなり、家族だけで支えられる環境ではなくなっている現状があり
ます。 

しかしながら、そうした中でも「家族が介護するのは当たり前」という意識は変
わらず根強く残っており、この意識と現状のギャップが、自身がケアラーであるこ
とへの認識のしづらさ、他者への相談のしづらさにつながっていると考えられま
す。 

県では、全国初となる、埼玉県ケアラー支援条例を制定し（令和 2 年 3 月）、埼
玉県ケアラー支援計画に基づき、ケアラーについての広報啓発、支援にあたる人材
育成等、ケアラー支援に関する施策を推進しています。 

 ①社会的認知度の向上  

■現状と課題 

 全国初の条例として制定されたことや新聞やテレビなどで、ヤングケアラーを中
心に報道される機会が増えたことで、その認知度は近年急速に上昇しました。 

しかしながら、現在でも介護は家族が担っていることが多いこともあり、「家族
が介護をするのは当たり前」という考えはまだまだ根強く、ケアラーが声を上げづ
らい状況があります。 

今後は、ケアラーの存在を広く県民等に知ってもらうだけでなく、ケアラー自身
に対しても周りに助けを求めてよいということについての啓発や具体的な相談窓口
についての周知もさらに行っていく必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

広く県民に対しケアラーの存在について、そしてケアラー自身に対しても周りに
助けを求めてよいということについて、引き続き啓発します。 

また、市町村や身近な介護の相談機関である地域包括支援センター等を周知する
ことで、ケアラーが支援につながるよう促します。  
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■県の主な取組・支援 

 ケアラーに関する理解を促進するため、啓発事業を推進します。 地域包括ケア課 
 ケアラー支援に関する集中的な広報啓発期間の実施など、県、
県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体が連携した啓発
活動を実施します。 

地域包括ケア課 

 児童生徒及び学校関係者等のヤングケアラーに関する理解を促
進するため、元ヤングケアラーや専門家等を講師とする出張授業
を実施します。 

人権教育課 

 ②複合課題の増加と包括的な支援体制の構築  

■現状と課題 

公的福祉サービスについては、これまで高齢者・障害者・児童・生活困窮者等の
福祉分野ごとに、それぞれの相談支援機関による支援の充実が図られてきました。 
 しかし、現場ではケアラーをはじめ、複合課題を抱える人・世帯が増加してお
り、分野ごとの相談支援体制では十分に対応できない状況となっています。そのた
め、市町村関係各課、各分野の相談支援機関の連携がこれまで以上に必要になって
います。 
 ケアラーをはじめとした複合課題を抱える人・世帯を支援していくため、市町村
の実情に応じて、重層的支援体制整備事業の活用など、包括的な支援体制の構築を
進めていく必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

認知症の人や障害のある方、難病疾患の方の介護・看護などケアラーがケアする
相手も多様であり、ケアラー自身の困りごとやケアラーがいる世帯が抱える課題も
様々です。 
 県内の市町村において、複雑化・複合化した支援ニーズに対応できる包括的な支
援体制を構築します。また、重層的支援体制整備事業を実施する市町村を支援しま
す。 

■県の主な取組・支援 

 ケアラーからの相談などに対応するため、包括的な相談支援体
制の整備に取り組む市町村に対し、アドバイザーの派遣、先進事
例の紹介、市町村職員等への研修などを行います。 

地域包括ケア課 
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 重層的支援体制整備事業に取り組む市町村に対し、アドバイザー
の派遣、先進事例の紹介、市町村職員等への研修などを行います。
（再掲） 

地域包括ケア課 

 ショートステイやデイサービスの活用など、一時的に休息しリフ
レッシュできる環境を整備し、必要な時に利用できるようサービス
の充実とケアラーへの周知に市町村と連携して取り組みます。 

地域包括ケア課 
高齢者福祉課 
障害者支援課 

 専門的な相談や情報提供及び関係機関等との連絡調整などを行う
医療的ケア児等支援センターを運営し、医療的ケアを必要とする 
障害児等とその家族が地域で安心して生活できるよう支援します。

障害者支援課 

 ③孤立の防止  

■現状と課題 

 ケアラーの中には、多種多様な悩みを抱えながらも身近に相談する相手がいない
状況の方も多くいます。そうした地域で孤立しがちなケアラーにとって安心できる
居場所が必要です。ケアラーが信頼して相談できる居場所として「介護者サロン」
の普及を進めてきしたが、まだまだどこでも身近にあるという状況ではありませ
ん。 
 今後は、引き続き介護者サロンの普及を進めるとともに、その担い手も育成して
いく必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 ケアラーが地域で孤立することがないよう、いわゆる介護者サロンなどの場づく
りと住民同士の助け合いや見守り体制づくりを進めます。また、その担い手の育成
に取り組むとともに、介護者サロンの認知度向上にも取り組みます。 

■県の主な取組・支援 
 市町村や市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、地域
の団体等による介護者サロンの立ち上げ・運営を支援します。 

地域包括ケア課 

 子供の居場所など、ヤングケアラーにとって安心して過ごせる
場を増やすために、地域で活動する団体等に働き掛けます。 

地域包括ケア課 
少子政策課 

 地域で孤立しがちなケアラー等の把握や見守り、生活相談に対
する助言や、必要なサービスにつなげるなど大きな役割が期待さ
れる民生委員・児童委員に対し、研修等を通じてケアラーへの支
援に関する理解促進を図り、活動を支援します。 

地域包括ケア課 
社会福祉課 
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 ④介護離職の防止  

■現状と課題 

ビジネスケアラー（仕事をしながら家族等の介護に従事する者）は 2030 年に約
318 万人に達し、介護離職や仕事と介護の両立困難等による経済損失は約 9.1 兆円と
推計されています。一方で、高齢の親の介護については、ケアの中でも事前に備え
られるケアであるものの、多くの方が備えていない状況です。 
 介護が始まる前の方も含め、知識の習得や心構え等の事前の準備を促していくと
ともに企業側の理解や体制整備を促し、ビジネスケアラーの介護離職を防止してい
く必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

 働く現役世代のケアラーの介護離職を防止していくため、介護が始まる前の方も
含め、知識の習得や心構え等の事前の準備を促していくとともに、企業の理解や体
制づくりを後押し、ケアラーが仕事と介護を両立できる体制を構築します。 

■県の主な取組・支援 
 企業や事業所の依頼に基づき、専門の相談員がアドバイザーと
して県内の企業に出向き、両立のための雇用環境の整備や支援制
度の導入などのアドバイスを行います。 

多様な働き方推進課 

 企業における仕事と介護の両立支援体制の構築に向け、企業の
経営者や人事担当者等を対象にセミナーを行い、両立支援の重要
性や介護休業制度等の理解促進を図ります。 

地域包括ケア課 
多様な働き方推進課  

 企業の従業員に対して、介護にあたっての知識の習得や心構え
等の事前の準備の重要性も含めて周知を行うことで、ケアラーの
仕事と介護の両立を支援します。 

地域包括ケア課 

 
 ⑤支援を担う関係機関の人材の育成  

■現状と課題 

 これまで、ケアラーにとって身近な相談機関である地域包括支援センター、担当
のケアマネジャー、サービス事業所の職員、相談支援機関などを中心にケアラー支
援について理解をもった人材の育成を進めてまいりました。 

しかしながら、令和 5 年度に各支援機関を対象に実施した実態調査の結果では
「ケアラーからの相談件数を把握していない」又は「今までにケアラーからの相談は
まったくなかった」という回答が約 7〜9 割を占めています。 
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引き続き研修や啓発を通じてケアラーについて理解を深めていくほか、個別のケ
ースの把握に繋げていく必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

アセスメントシートの活用等により、ケアラーの置かれている状況や悩み等を適
切に把握し、支援に繋げることができる人材を育成していきます。 
 また、地域の住民の中にもケアラーを支援する担い手として活躍してもらうこと
も重要であるため、ケアラー支援の必要性の理解を促進し、参加するきっかけづく
りに取り組みます。 

■県の主な取組・支援 
 地域包括支援センター職員等に対し、ケアラーからの相談に対
応するための研修を実施します。 

地域包括ケア課 

 市町村及び市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、障
害者の相談支援事業所、地域子育て支援拠点等相談機関の職員に
対し、複合課題の対応や、地域の社会資源のネットワークを構築
しコーディネートする能力を高める研修を実施します。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 

 学校以外の地域でヤングケアラーの発見・把握、支援へのつな
ぎ役を育成するため、民生委員・児童委員や民間支援団体等地域
で活動している方に対し、研修を実施します。 

地域包括ケア課 

 
 ⑥ヤングケアラーの支援体制の構築  

■現状と課題 

これまで、ヤングケアラー本人にとって「信頼できる大人」を増やすため、教
育・福祉合同研修の実施や、民生委員・児童委員、子供の居場所運営者等を対象に
人材育成に取り組んできました。また、ヤングケアラーが困ったときに気軽に相談
できる窓口として「埼玉県ヤングケアラーチャンネル」を設置し、具体的な支援に
繋がった事例も出てきています。 

しかしながら、令和 5 年度に各学校を対象に実施した実態調査の結果では「今ま
でにヤングケアラーに関する相談はまったくなかった」という回答が約 7 割を占め
ていました。「家族のことなので話したくない」など、子供が相談することをため
らうケースも考えられ、引き続きヤングケアラー本人が相談しやすい環境づくりと
ともに、研修や啓発を通じて、ヤングケアラーについて、教職員の理解を深めてい
く必要があります。 

また、子供たちの居場所づくりも重要です。今後も、子ども食堂をはじめとした
子供の居場所の普及に取り組んでいく必要があります。 
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さらに、ヤングケアラーが関わる課題は 18 歳を超えてもなお続きます。令和 5 年
度に大学生・短大生を対象に実施した実態調査の結果では、回答者の 7.2%が「お世
話をする家族がいる」と回答しており、経済面や、就職に不安を感じていることが
伺えます。困難を抱える若者の相談支援、就労支援についても進めていく必要があ
ります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

教育機関等と福祉部門が連携して支援できる体制を構築します。 
 あわせて、ヤングケアラーも含めた子供たちの居場所づくりを進めるほか、若者
ケアラーについても切れ目なく支援していきます。 

■県の主な取組・支援 
 ヤングケアラーに対して、福祉分野と教育分野が連携して適切
な支援を行う体制を構築するため、市町村福祉関係課職員、教育
委員会職員、学校の教職員等を対象とした合同研修を実施しま
す。 

地域包括ケア課 
人権教育課 

 子ども食堂などの立ち上げ支援をするアドバイザーを養成し、
各地に派遣します。（再掲） 

少子政策課 

 若者ケアラー・ヤングケアラーが抱える悩みや問題等について
気軽に相談できるよう SNS を活用した相談窓口の設置やオンライ
ンサロンの開催等を行います。 

地域包括ケア課 
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4-5 ひきこもり支援  

 ひきこもり状態にある本人やその家族に対し、保健・医療・福祉・教育・労働等の
分野の関係機関と連携して相談支援や社会参加への支援を行います。 

 ひきこもり支援体制の推進  

■現状と課題 

ひきこもりは様々な要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的には 6 か月
以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を示すものです。 

ひきこもりの原因としては、知的障害や精神的な疾患、不登校、対人関係の不和
などがありますが、地域や社会とのつながりを失い、長期的に社会的孤立に陥って
いる場合もあります。    

令和 4 年 3 月に埼玉県ひきこもり支援に関する条例が施行され、本人及びその家
族が孤立することのないよう、市町村及び民間支援団体等と相互に連携して、支援
に取り組んでいます。 

県では、積極的に支援に取り組む民間支援団体等の周知を行い、ひきこもり状態
にある者及びその家族が必要な支援を受けられるように環境整備を図っています。 

 
 各市町村ひきこもり支援施策取組状況（令和 5 年 10 月調査） 

 

 政令指定都市 市 町・村 合計 

ひきこもり相談窓口の設置 
1/1 39/39 23/23 63/63 

(100%) 

ひきこもり相談窓口の明確化 
1/1 37/39 18/23 56/63 

(88.8%) 

ひきこもり相談窓口の周知 
1/1 35/39 18/23 54/63 

(85.7%) 

市町村プラットフォームの設置 
1/1 34/39 20/23 55/63 

(87.3%) 
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■市町村・地域での取組の方向性 

 市町村では、ひきこもりに関する相談窓口の明確化と周知、支援対象者の実態や
ニーズの把握、市町村プラットフォームの設置・運営することが求められます。 

中高年層へ支援においては長期間経過により対応が難しい場合も多く、身近な地
域における相談体制、居場所支援が充実していることが重要です。また、保健所・
保健センター、民生委員・児童委員、ひきこもり当事者を発見することの多い地域
包括支援センター等地域の関係機関との連携も必要です。 

 

■県の主な取組・支援 

  

生活困窮者の自立相談支援機関において、ひきこもりの状態
にある方やその家族からの相談があった際には、ひきこもりの
状態にある方等の特性を踏まえ丁寧に対応するとともに、必要
に応じて関係機関につなぎます。 

社会福祉課 

ひきこもり状態にある本人やその家族に対し、保健・医療・福
祉・教育・労働・法律等の分野の関係機関と連携の下で埼玉県ひ
きこもり相談サポートセンター、精神保健福祉センター、保健所
等において、相談支援を行い、ひきこもり支援を推進します。

（再掲） 

疾病対策課 
障害者福祉推進課 
雇用労働課 

ひきこもり状態にある本人やその家族に対する相談体制等を
整備し、ひきこもり状態からの回復に向けて支援するとともに、
関係機関・団体とのネットワークの構築及び情報発信を行いま
す。（再掲） 

疾病対策課 

ひきこもりの当事者が悩みを共有し、社会的自立の促進を図
る「集いの場」を運営する民間団体を支援します。 

疾病対策課 

若者自立支援センター埼玉において、関係機関、関係団体等と
連携を図りながら若年無業者の就業活動を総合的に支援しま
す。（再掲） 

雇用労働課 
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4-6 障害者への理解の促進と誰でも等しく地域の中で暮らせる共生社会づくり 

 障害者への理解を促進するとともに誰もが安心して地域で暮らせる環境をつくるた
めに、施設などハード面のバリアフリーとこころのバリアフリーを両輪で進め、誰も
が安心して生活することができる環境づくりを進めます。 

 ①誰にも優しく生活しやすい「福祉のまちづくり」の推進  

■現状と課題 

本県では、平成 7 年（1995 年）に「埼玉県福祉のまちづくり条例」を定め、平成
20 年（2008 年）には「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に
関する条例」（以下、「埼玉県建築物バリアフリー条例」という。）を制定し、建
築物、駅などの公共交通機関の施設、公園、道路などのバリアフリー化を推進して
います。 

施設等のハード面の整備だけでなく、一人ひとりがお互いを思いやり、マナーの
向上やサポートの実施に努めることが、バリアフリー化に大きな役割を果たしま
す。そのため、県は市町村と連携して、県民や事業者に対しポスターやリーフレッ
ト、広報紙などを活用し、障害者等用駐車場のマナーアップキャンペーンや障害者
のシンボルマークの普及啓発を行っています 

また、障害者等のための駐車区画の適正利用を一層推進するため、令和 5 年 11 月
から障害のある方など歩行が困難と認められる方や移動の際に配慮が必要な方に利
用証を交付する「埼玉県思いやり駐車場制度」を開始しました。 

さらに、内部障害や難病の方など外見から分からなくても援助や配慮が必要な人
もいます。長時間立っていることがつらいなど、日常の生活に大きな支障がある方
も多く、こういった人が援助を受けられやすいよう、ヘルプマークなどの障害者用
マークの周知が進められています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

年齢、性別、国籍、障害の有無などの違いを超えて、誰にでも優しく、生活しや
すいまちづくりを進めていくことが重要です。 

特に駅の安全対策について早急に取り組むことが求められており、ホームドア整
備など関係機関・団体などと連携して鉄道事業者に要請していく必要があります。
また、交通事業者が実施する「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンに協力す
るとともに、駅利用者等の意識醸成・普及啓発を推進していく必要があります。 

「情報」のバリアフリー化にも配慮が必要です。視覚障害者、聴覚障害者、知的障
害者、発達障害者、外国人など、情報を得ることが困難な人がいます。それぞれの
特性等を踏まえた情報提供の取組を展開する必要があります。 
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身体状況や障害の有無などにより、必要とされるバリアフリー設備は様々です。
このため、全ての人にとって使いやすい施設の整備には限界があります。整備した
バリアフリー施設を円滑に利用するための人的支援や情報提供など、ソフト面の対
応を引き続き進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者等用駐車場マナーアップキャンペーン   障害者用マーク普及啓発 

 

■県の主な取組・支援 

鉄道駅にエレベーター、スロープ及び障害者対応型トイレ等
を整備する市町村（鉄道事業者が行う事業に補助する場合を含
む）に対し、補助金を交付します。 

交通政策課 

利用者の多い駅等における、ホームドア及び内方線付き点状
ブロックの整備経費について補助金を交付します。 

交通政策課 

障害者や高齢者など誰もが快適に安心してバス・タクシーを
利用できるよう、ノンステップバス及びユニバーサルデザイン
タクシーの導入を支援します。 

交通政策課 

ユニバーサルデザインを推進し、利用しやすいように配慮し
た施設や建物づくり、製品の普及を促進します。 

文化振興課 

「介護すまいる館」において、福祉用具などの利用支援やユ
ニバーサルデザインについて、県民への普及啓発を実施しま
す。 

高齢者福祉課 
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埼玉県福祉のまちづくり条例や埼玉県建築物バリアフリー条
例により、誰もが円滑に利用できる生活関連施設１８の整備を図
ります。 

福祉政策課 
建築安全課 
道路環境課 
公園スタジアム課 

障害者等用駐車場マナーアップキャンペーンや、ホームペー
ジなどを通じ、福祉のまちづくりの考え方を普及啓発します。 

福祉政策課 

「埼玉県思いやり駐車場制度」を運用し、障害者などのため
の駐車区画の適正利用を推進します。 

福祉政策課 

内部障害や難病の方など外見から分からなくても援助や配慮
が必要な方が援助を受けられやすいようヘルプマークをはじめ
各障害者用マークの周知を進めます。 

障害者福祉推進課 

手話は言語であるという認識の下、手話通訳者の養成及び広
域的な手話通訳者の派遣を行います。また、盲ろう者向け通
訳・介助員の養成及び派遣に努め、聴覚障害者や盲ろう者のコ
ミュニケーション手段の確保、充実を図ります。また、市町村
が行う手話通訳者の養成及び派遣を支援します。 

障害者福祉推進課 

視聴覚障害者などに対して、技能習得機会の提供、コミュニ
ケーション手段の習得訓練及び情報の確保などの支援を行うこ
とによって、視聴覚障害者が安心して自由に生活できる環境づ
くりを推進します。 

障害者福祉推進課 

パソコン要約筆記を含めた要約筆記者の養成に努めるととも
に、市町村が行う要約筆記者及び要約筆記奉仕員の派遣を支援
し、聴覚障害者のコミュニケーション手段の確保及び充実を図
ります。 

障害者福祉推進課 

IT（情報通信技術）の急速な進展に対応するため、IT 講習会
の開催や IT サポート推進員などの活用などにより、障害者の
IT 技能の向上と情報格差の解消を図ります。 

障害者福祉推進課 

バリアフリーマスタープラン及びバリアフリー基本構想を策
定する市町村に対し技術的な支援を行います。 

都市計画課 

老朽化した県営住宅の建替えなどを行い、生活の安定と居住
水準の向上（バリアフリー化）を図ります。 

住宅課 

                                         
１８ 生活関連施設：埼玉県福祉のまちづくり条例第２条に規定する病院、百貨店等不特定多数の者

の利用に供する建築物や鉄道の駅、公園等 
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コラム 思いやり駐車場制度 
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 ②障害者の地域生活の充実と社会参加の支援  

■現状と課題 

障害者の人権を総合的に支援していくことが求められており、相談支援は障害者
等が地域生活を送る上で特に重要であり、障害者等やその家族を地域の人々や制度
につなげていく役割を担っています。 

しかし、相談支援が行われても地域移行に結びついていないという現状や、行政
と民間、各種相談窓口、異なる障害における相談員間の連携にも大きな課題があ
り、相談支援サービスを提供していく上での基盤となる相談システムを構築してい
くことが求められています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

障害者が地域の中で共に安心して暮らしていけるように、生活支援・相談支援体
制の整備やサービス基盤の量、質の充実、住まいや地域の中の様々な場面に積極的
に参加可能な環境づくり、訪問系サービスなどを充実する必要があります。 

障害の特性に応じた様々なコミュニケーション手段を確立するとともに、障害者
が社会の一員として、経済、文化、娯楽、スポーツなど社会のあらゆる場面に自ら
積極的に関わっていけるように支援する必要があります。 

 

精神障害者は近年増加していますが、地域住民から正しい理解が得られにくい状
況があり、地域で孤立している場合もあります 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、地域移行
支援や地域定着支援など、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取
り組む市町村を支援します。 

 

  

相談・支援 生活の場の確保 

日中活動の場の確保 日常生活の支援 

・ ホームヘルプサービス 

・ ショートステイ 

・ 生活サポート事業 

・ 全身性障害者介助人派遣事業 

・ 生活介護事業所 

・ 就労継続支援事業所 

・ 就労移行支援事業所など 

障 害 者 

・ グループホーム 

・ 生活ホーム 

・ 相談支援事業 

・ 就業・生活支援センター 
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■県の主な取組・支援 

 

障害者の社会参加に向けた外出や移動の支援を行います。 

交通政策課 
福祉政策課 
障害者支援課 
障害者福祉推進課 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活がで
きるよう、地域移行支援や地域定着支援など、精神障害にも対
応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市町村を支援し
ます。 

障害者福祉推進課 

圏域ごとに保健、医療、福祉の関係者による協議の場を設置
することによって、精神科医療機関、地域援助事業者、市町村
などが情報を共有し、重層的な連携による支援体制を構築しま
す。 

障害者福祉推進課 

障害者の自立と社会参加を進めるため、障害や障害者につい
て理解を促す啓発を行います。また、障害者の社会参加に必要
な各種事業等を実施する市町村を支援します。（再掲） 

障害者福祉推進課 

県民に障害や障害者に対する正しい理解を普及するための啓
発を行うとともに、手話の普及と手話を使いやすい環境の整備
を進めることにより、障害のある人もない人も共に生きる共生
社会の実現を図ります。（再掲） 

障害者福祉推進課 

 ➂障害者差別を解消する取組の推進   

■現状と課題 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、「障害者差別解消法」
という。）（平成 28 年（2016 年）4 月 1 日施行）は、障害を理由とする差別の解消
の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者にお
ける障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。 

県では共生社会の実現に向けて、「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安
心して暮らしていける共生社会づくり条例（以下、「共生社会づくり条例」とい
う。）及び「埼玉県手話言語条例」を平成 28 年（2016 年）4 月 1 日に施行しまし
た。 

■市町村・地域での取組の方向性 

障害者差別を解消するためには、行政・民間事業者そして地域住民のそれぞれが
主体的に取り組むことが重要です。相談窓口の設置や、説明会・研修会の開催、リ
ーフレットの配布など、継続した普及活動を実施していく必要があります。 
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障害者差別解消法、埼玉県共生社会づくり条例及び埼玉県手話言語条例を普及す
るため、県は市町村と共同で事業者向け説明会を開催し、市町村の周知活動を支援
するとともに、地域の事業者への普及啓発を進めます。 

■県の主な取組・支援 

障害者やその家族からの差別に関する相談に的確に対応する
ため、相談窓口を設置します。 

障害者福祉推進課 

障害者差別解消法、共生社会づくり条例及び埼玉県手話言語
条例を普及するため、事業者向け説明会等の開催や普及啓発を
行います。 

障害者福祉推進課 

不当な差別的取扱い及び合理的配慮の考え方をより明確にす
るため、国に引き続き具体的な判断基準を示すことを求めてい
きます。 

障害者福祉推進課 

 ④障害者差別解消支援地域協議会の運営の推進  

■現状と課題 

障害者に身近な市町村においては、住民の関心と理解を深めるための啓発活動、
相談及び紛争防止等のための体制整備、障害者差別の解消のための取組を主体的に
行うネットワークである「障害者差別解消支援地域協議会」の運営などを推進する
必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

障害者差別解消支援地域協議会では、関係者が障害者差別に関する相談等につい
ての情報を共有することで、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に
行うことが期待されます。 

市町村において、障害者差別解消支援地域協議会は必置ではありませんが、自立
支援協議会など既存の会議を活用することも有効です。 

また、障害者と接する機会の多い飲食業、旅館業、不動産業などの従業員の方を
対象とした説明会等を行うことも必要です。 

■県の主な取組・支援 

障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネッ
トワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を開催します。 

障害者福祉推進課 
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4-7 配慮が必要な方への支援 

 地域社会から孤立しがちな人、また配慮が必要な人について、理解と必要な支援に
つなげる環境づくりを進めます。 

4-2 から 4-6 で取り上げてきた方々以外にも、セルフ・ネグレクトの状態にある人
や外国人など、従来の見守り活動からもれる人々や制度からもれる人々を社会から
孤立させずにいかに支援していくかが社会的課題となっています。 

 ①地域社会から孤立している人や配慮が必要な人への支援  

■現状と課題 

若年無業者、失業や病気、介護などをきっかけに仕事を辞めた中高年等の中に
は、地域や社会とのつながりを失い、社会的孤立に陥っている人もいます。 

河川や道路等で生活しているホームレスの人や、ネットカフェ、終夜営業の飲食
店、知人宅などを転々とする「ホームレス状態」の人も、地域社会から孤立し、と
きには「排除」の対象になりかねない場合もあります。 

認知症や精神疾患などにより、セルフ・ネグレクト１９の状態にある人、買物弱者
２０など地域での生活の継続が危ぶまれる方々がいます。 

また、DV 被害者・犯罪被害者等の抱える問題は、被害の態様により様々であり、
支援には多様な機関との連携が必要です。被害から回復するまでには時に長い時間
を要し、その間にこれらの被害者等の求める支援の内容も変化していきます。 

■市町村・地域での取組の方向性 

これまで市町村は、自治会・町内会組織や住民ネットワークを活用した見守り活
動等、住民が安心して暮らせる地域づくりに取り組んできました。 

また、地域住民のほか、電気・ガス・水道といったライフライン事業者や新聞配
達業者など、日頃高齢者と接する機会の多い業者などの関係機関の協力を得て、見
守りの仕組みを構築しています。 

生活の継続が危ぶまれる方に対し、地域での生活を支援するためには、保健・医
療分野など専門性の高い機関と連携を図る必要があります。 

しかし、「孤立した人々への見守りの介入」は、身近な地域だからこそ、難しい
場合や、特段の配慮が必要な場合もあります。 

                                         
１９ セルフ・ネグレクト：福祉・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生

活行為や心身の健康維持ができなくなっている状態 
２０  買物弱者：流通機能や交通網の弱体化等の理由により、買物機会が十分に提供されない状況に

ある方 
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本人が公的福祉サービスについての知識がない、助けは借りたくないなどの理由
により、支援が十分になされていないケースもあります。 

これらの問題への対応は、単独の市町村では対応が難しいケースも考えられるた
め、広域で受け止める仕組みを構築する必要があります。国や県などの協力や情報
提供が必要な場合もあると考えられます。 

さらに、福祉分野以外の他分野との連携を強化する必要があります。例えばホー
ムレスの方は住まいの確保、若年無業者の方は職業的自立が課題です。課題解決に
適した分野との情報交換や連携を日頃から密にしておく必要があります。 

■県の主な取組・支援 

DV 被害者に対し、市町村など関係機関と連携して支援を行い
ます。 人権・男女共同参画課 

民間団体及びスタッフの育成などについて支援することによ
り、多様な状況にある DV 被害者の支援充実を図ります。 人権・男女共同参画課 

犯罪被害者等個々のニーズに応じた支援を行うため、犯罪被
害者等支援のワンストップ体制を強化するほか、県民が身近な
窓口で相談できるよう市町村の取組を支援します。 

防犯・交通安全課 

住民、関係機関・団体による支え合いや、孤立防止の取組を通
して、ともに生き、支え合う人づくり、地域づくりについて考え
ることを目的として、埼玉県社会福祉協議会が実施する「共生・
共助つながりづくりの推進事業」を支援します。 

社会福祉課 

ホームレスの実態に関する調査を行い、巡回時に必要に応じ
て生活保護等の福祉サービス受給に向けた支援を行います。 

社会福祉課 

市町村において、民生委員・児童委員など福祉関係者や電
気、ガス、新聞など高齢者と接する機会の多い事業者を構成員
とする「要援護高齢者等支援ネットワーク」の取組を支援しま
す。（再掲） 

地域包括ケア課 

配達・送迎・移動販売・買物サポート・見守り・割引・多目
的トイレ利用・居場所づくりなど高齢者に優しいサービスを実
施している民間事業者を登録する「プラチナ・サポート・ショ
ップ」制度を推進します。 

地域包括ケア課 
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若者自立支援センター埼玉において、関係機関、関係団体等
と連携を図りながら若年無業者の就業活動を総合的に支援しま
す。（再掲） 

雇用労働課 

 

 ②専門的な支援を必要とする方への支援  

■現状と課題 

医療的ケアを必要とする児童や難病患者などは、地域で生活を送る上で専門的な
支援が必要であり、地域での生活を支援するためには、保健・医療分野など専門性
の高い機関と連携を図る必要があります。 

■市町村・地域での取組の方向性 

医療的ケア児者の支援を促進するとともに、医療的ケア児者が地域で安心して暮
らせるよう、地域における支援体制の整備を図ることが必要です。具体的には、市
町村における基幹相談支援センターの設置、地域生活支援拠点等の整備、医療的ケ
ア児等コーディネーターの配置や医療的ケア児支援の協議の場の設置などが挙げら
れます。 

難病患者については、在宅の重症者への支援のほか、社会参加の機会確保や仕事
と生活の両立といった、様々なニーズに対応した支援策が求められています。 

■県の主な取組・支援 

医療的ケアが必要な障害児が適切に支援を受けられるよう、
保健医療・保育・教育等の関係機関との連携促進に努めます。 

障害者支援課 

医療的ケアが必要な障害児に対する総合的な支援体制の構築
に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターを養成
し、市町村への配置を促進します。 

障害者支援課 

保健師等による家庭訪問による指導や、難病患者や家族支援
を行う訪問相談員の育成を行います。 

疾病対策課 

がん患者やその家族にとって利用しやすい相談支援体制の整
備を図るとともに、がん患者や家族が適切な医療や支援により
社会とのつながりを維持し、自分らしく安心して生きることの
できる社会づくりを推進します。 

疾病対策課 
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 ➂外国人への支援  

■現状と課題 

県内の在留外国人数は 212,624 人（令和４年（2022 年 12 月末現在））であり、県
民の約 34 人に１人が外国人であり、日本人と外国人が共に地域づくりの担い手とし
てその能力を最大限発揮できる多文化共生社会を築いていくことが強く求められて
います。 

日本人住民と外国人住民がお互いの立場を理解するとともに、等しく必要な情報
を得て安心し、暮らしやすさを実感できる地域づくりを進める必要があります。 

しかし、県内市町村のうち、外国人世帯に対する自治会・町内会への参加促進に
ついては 67%（42 市町村）が取り組んでいない状況です。 

図 47 県内市町村が取り組む、外国人世帯に対する自治会・町内会への参加促進の内容 
                                 （複数回答） 

 

福祉政策課調べ（令和 5 年（2023 年）4 月実施） 

■市町村・地域での取組の方向性 

外国人住民が地域の中で一方的に支えられる存在ではなく、社会を構成する一員
であり、その能力を発揮して地域づくりを共に支える担い手として環境整備を進め
ることが重要です。地域の行事や防災活動、また、他の外国人支援の担い手として
その能力を十分発揮できる機会を広げる必要があります。 

また、外国人住民との接点を持つことが日常となる中で、日本人住民の側も多文
化共生を適切に理解することが重要です。外国の文化や生活習慣を理解し、外国人
住民を地域社会の一員として受け入れ、交流を深めることが期待されます。 

 市町村においては、外国人住民への効果的な情報発信や地域活動への参画促進に
取り組むことが望まれます。 

また、日本人住民に対しても、意識啓発などを働き掛けるとともに、地域住民が
支え合う関係づくりにつながるような交流機会の創出が期待されます。 

42
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留学や就労などで日本に暮らす外国人が増加する中、情報提供やコミュニケーシ
ョンにおいて、保有率の高いスマートフォン等を活用することで、効率化や双方向
のやりとりの円滑化を図り、暮らしやすさを高めることができます。 

なお、市町村社会福祉協議会は、貸付事業で書類をやり取りする中で、困難な生
活課題を抱えている外国人住民については、その後も市町村社会福祉協議会で意識
してつながり続け、必要な支援をすることが重要です。 

■県の主な取組・支援 

「外国人総合相談センター埼玉」において、日本語理解が十分
ではない外国人を対象に多言語で相談対応や情報提供等を実施
します。 

国際課 

外国人住民が日本で生活をする上で必要な基本的・共通的な
事項をまとめた「埼玉県外国人の生活ガイド」を作成し多言語で
提供します。 

国際課 

日本語能力が十分でない外国人が生活に必要な日本語能力を
身に着けられるよう、地域における日本語教室の運営を支援す
るため日本語学習支援者向け研修を実施します。 

国際課 

外国人住民と行政との間に立って橋渡しをする多文化共生キ
ーパーソンを委嘱し、外国人住民に対する行政情報の伝達や外
国人住民のニーズ把握などを行います。 

国際課 

 

 ④再び犯罪や非行をしてしまう者等に対する支援  

■現状と課題 

本県の刑法犯検挙人員は令和４年(2022 年）に 9,573 件となっており、年々減少傾
向にあります。一方で、検挙人員に占める再犯者の割合は 5 割前後を推移してお
り、「再犯防止」が大きな課題となっています。 

犯罪をした者の中には、高齢者や障害のある者、住居や就労先を確保できない者
など継続的な支援を必要とする者が、十分な支援を受けられないまま再び犯罪に手
を染めてしまう者も数多く存在します。 

そのような状況を踏まえ、平成 28 年（2016 年）12 月に「再犯の防止等の推進に
関する法律」が施行され、地方公共団体は再犯の防止等に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有すると規
定されるとともに、地方再犯防止推進計画の策定が努力義務となりました。 
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そこで、本県では、犯罪をした者等を含めた全ての県民が安心・安全に暮らすこ
とができる社会の実現に取り組んでいくため、「埼玉県再犯防止推進計画」を策定
し、円滑な社会復帰に向けた支援をしています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

刑務所等出所者の方は、まず住居の確保や生活保護等の受給などが課題であり、
適切な支援につながることが求められます。 

誰もが安心して暮らすことができる社会を実現するためには、犯罪を未然に防ぐ
ことに加え、犯罪をした者等が抱える課題等を社会全体で解消することが必要で
す。 

図 48 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率の推移 

 

■県の主な取組・支援 

刑務所等の出所後に帰住先のない高齢者や障害者で福祉の支
援が必要な方に対し、住居や生活保護等の福祉サービス受給に
向けた相談・調整等を行うことにより再犯を防ぐとともに、地
域での自立した生活を促進します。 

社会福祉課 

犯罪を犯した人や非行のある少年の自立更生の促進を図り、
犯罪防止活動に資することを目的として、埼玉県更生保護観察
協会を支援します。 

社会福祉課 
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 ⑤性の多様性を尊重した社会づくり  

■現状と課題 

性的マイノリティ２１の方は、周囲の理解不足による差別や偏見から、生活の様々
な場面で困難に直面しており、性的マイノリティの方が暮らしやすい環境づくりや
性の多様性に関する社会全体の理解増進などが課題となっています。 

そこで、県では、性の多様性を尊重した社会を実現するため、令和 4 年 7 月に施
行された埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例の基本理念を踏まえ、性の多
様性に関する理解の増進、相談体制の整備、暮らしやすい環境づくりの 3 本柱で施
策を進めています。 

■市町村・地域での取組の方向性  

 市町村がいわゆるパートナーシップ制度の導入など性の多様性を尊重した社会づ
くりに関する施策を実施できるよう取組を進める必要があります。 

■県の主な取組・支援 

  

                                         
２１ 性的マイノリティ：レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル

（両性愛者）、トランスジェンダー（生まれた時に割り当てられた性別と自認する性別が異なる

人）などのこと。 

市町村がいわゆるパートナーシップ制度の導入など性の多様
性を尊重した社会づくりに関する施策を実施できるよう、情報
提供、助言その他必要な支援を行います。   

人権・男女共同参画課 

 性の多様性に関する理解増進に向け啓発活動の実施と相談体
制の充実や性的マイノリティが安心して生活でき、働きやすい
環境づくりに取り組みます。 

人権・男女共同参画課  
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柱５ 市町村の支援と計画の推進 
5-1 市町村地域福祉計画の策定・改定に伴う支援 

市町村が地域福祉計画の策定及び改定が適切に行うための支援をします。 

■現状と課題 

市町村が策定する地域福祉計画は、住民に身近な地域において分野ごとの施策を
横につなげ、地域にあるボランティアなどの人材、様々な施設や関係機関などのネ
ットワークを構築し、多様な社会資源を活用した総合的な対応を図ることを目指す
ところに意義があるものです。 

地域福祉計画の策定意義への理解が進んだ結果、県内で地域福祉計画を策定して
いる市町村は、令和 5 年（2023 年）4 月 1 日現在 62 市町村（県内市町村数 63）とな
っています。 

平成 29 年の社会福祉法の改正により、地域福祉計画の策定が市町村の努力義務と
なり、高齢者、障害者、児童等の福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記
載するいわゆる上位計画として位置付けられることとなっています。 

■市町村・地域での取組の方向性 

平成 29 年改正社会福祉法に基づき、市町村地域福祉計画は福祉分野における共通
的な事項を定めることとなりました。 

また令和 2 年改正社会福祉法に基づき、重層的支援体制整備事業に取り組む市町
村は、実施計画を定めることとされており、地域福祉計画の改定時などに当該事業
について盛り込むこととされました。 

さらに、市町村介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計
画、子ども・子育て支援事業計画など福祉関係計画との連動や、市町村社会福祉協
議会との連携により地域福祉活動計画との策定を一体的に行うことも地域の実情を
反映する効果的な方法です。 

そのため、計画の策定に当たっては、関係各課と連携することが今まで以上に必
要です。地域住民、専門職、関係団体等の積極的な参加を促し、検討を進めていく
とともに、小地域（小・中学校区域）で意見を聞く機会を設けるなど、きめ細かく
行う必要があります。 

■県の主な取組・支援 

市町村及び市町村社会福祉協議会の職員を対象に、地域福祉
に関する先進事例を紹介するなど研修会や意見交換会を行うこ
とにより、地域福祉計画の策定・改定を支援します。（再掲） 

福祉政策課 
地域包括ケア課 
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【福祉の各分野における共通的な事項の例】 
①様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野（ま

ちおこし、商工、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携
に関する事項 
②高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事

項 
③制度の狭間の課題への対応の在り方 
④生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制 
⑤共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開 
⑥居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方 
⑦就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方 
⑧自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方 
⑨市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地

域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方 
⑩高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は

保護者が抱えている課題にも着目した支援の在り方 
⑪保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方（別途再犯

防止計画あり） 
⑫地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用 
⑬地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進め

るための圏域と、各福祉分野の圏域や福祉分野以外の分野の圏域との考え方・関係の整理 
⑭地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募

金等の取組の推進 
⑮地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した

連携体制 
⑯全庁的な体制整備 

【計画策定に当たっての留意点】 
 狭義の地域福祉計画の担当部局のみならず、計画策定を通して、部局を超えた

協働の仕組みができるような体制をとる。 
 他の福祉に関する計画との調和を図る方法として、計画期間をそろえる一体的に

策定するなどの方法が考えられる。 
 住まい、自殺対策、再犯防止等の計画と一体的に策定することも考えられる。 

 
出典：令和 3 年 3 月 31 日厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」
の改正について（通知）を参考に作成 
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5-2 計画の進捗管理 

■現状と課題 

市町村は地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めることとさ
れています。 

地域福祉計画策定後の進捗管理については、41 市町が有識者等外部委員を含めた
委員会等を設置し、定期的に計画の進捗管理を行っています。また、庁内会議を設
置し、定期的な計画の進捗管理を行っているのは 13 市町となっています。 

一方、10 市町村が計画の進捗管理をしていない状況となっています。（以上、複
数回答あり） 

図 49 本県市町村における地域福祉計画の進捗管理の状況（市町村：複数回答）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔福祉政策課調べ（令和5年（2023年）4月実施）〕 
 

 

 

 

  

   

 

市町村が地域福祉計画の進捗管理を適切に行うための支援をします。 
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■市町村・地域での取組の方向性 

地域福祉計画は策定して終わりではなく、計画期間が終了するまで、継続的に進
捗管理を行うことが重要です。 

また、必要に応じて見直しを行うことも大切です。 

地域福祉計画を実効性のある計画とするためには、計画に記載されている施策・
事業の進捗管理を実施し、その結果を公表することにより、PDCA サイクルによる着
実な実行が必要です。 

このためには、計画を評価する委員会等を設置し、定期的な進捗状況の管理や新
たな課題に対する検討が必要です。 

 

■県の主な取組・支援 

県地域福祉支援計画の進捗状況や市町村地域福祉計画の策定・
改定状況などについて公表するとともに、埼玉県地域福祉推進委
員会により定期的な進捗状況の管理や新たな課題に対する検討な
どを行います。 

福祉政策課 

 

埼玉県地域福祉推進委員会
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1．埼玉県地域福祉支援計画 数値目標一覧        

柱１ 基盤づくり（包括的な支援体制の構築に向けた基盤づくり） 

項目 
【基準年】 

（暫定） 
【目標年】 目標の根拠 

ワンストップ型総合相談窓口や

複合課題を調整するチームの設

置市町村数 

５１市町村

（R5.4) 

全市町村 

（R9.4.1） 

包括的な相談支援体制の構
築を促進するため 

柱２ 地域づくり（地域住民による支え合い・見守りの仕組みづくり） 

子ども食堂など子供の居場所設

置数 

628か所 

(R5.3) 

800か所以上 

（R8年度） 

家庭でもない、学校でもな
い第3の居場所である「子
供の居場所」づくりを進め
るため  

福祉避難所の開設訓練を実施済

みの市町村数 

５５市町村 

(R4年度末) 

全市町村 

（R8年度末） 

高齢者や障害者が安心して
暮らせる地域づくりを進め
るため 

チームオレンジを整備している

市町村数 

１６市町村 

(R4年度末) 

全市町村 

（R7年度末） 

認知症の人とその家族を、
地域の支援へつなぐ仕組み
の整備を進めるため 

柱３ 担い手づくり（専門職から住民一人ひとりまで地域福祉を支える担い手づくり） 

県内介護職員数 
98,781人 

（R3.10） 

117,500人 

（R8.10） 

介護人材の確保・定着対策
の推進するため 

柱４ 環境づくり（誰もが地域で安心して暮らせる環境づくり） 

ケアラー支援を担う人材育

成数 

2,442人 

（R3~4年度） 

6,000人 
（令和 3～8 年度

の累計） 

ケアラーへの支援を図るた
め 

生活保護世帯の中学３年生の学

習支援事業利用率 

36.3％ 

（R4 年度） 

60.0％ 

（R8年度） 
貧困の連鎖を断ち切るため 

地域生活支援拠点等の設置市町

村数 

３６市町村 

（R4年度） 

各市町村又は各圏

域に1箇所以上 

（R8年度末） 

親亡き後を見据えた相談に
応じるとともに、障害者の
生活を地域全体で支えるサ
ービス提供体制を支援する
ため 

 

  



 

161 

 

2 重層的支援体制整備事業  
重層的支援体制整備事業は、市町村における包括的な支援体制の構築を実現する

ための施策（任意事業）として、令和 3 年 4 月に創設されました。 

市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な
支援体制を整備するため、「Ⅰ 相談支援（包括的な相談支援）」「Ⅱ 参加支
援」「Ⅲ 地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。 

支援 内容 
Ⅰ 相談支援 高齢者（地域支援事業）、障害（地域生活支援事業）、子ども

（利用者支援事業）、困窮（生活困窮者自立相談支援事業）の相
談支援に係る事業を一体として実施し、本人・世帯の属性にかか
わらず受け止める相談支援を実施 

○以下の 2 つの機能を強化 
①多機関協働の中核の機能（ 世帯を取り巻く支援関係者全体

を調整する機能） 
②個別制度につなぎにくい課題等に関して、アウトリーチも

含め継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能 

Ⅱ 参加支援 高齢者・障害・子ども・困窮等の既存制度については緊密な
連携をとって実施するとともに、既存の取組では対応できない
狭間のニーズに対応するため（※1）、本人のニーズと地域の
資源との間を取り持つことで多様な資源の開拓を行う、総合的
な支援機能を確保し、本人・世帯の状態に寄り添って、社会と
のつながりを回復する支援（※2）を実施 
（※1）世帯全体としては経済的困窮の状態にないが、子がひ

きこもりであるなど 
（※2）就労支援、見守り等居住支援など 
○長く社会とのつながりが途切れている者に対しては性急な 
課題解決を志向せず、段階的で時間をかけた支援を行う 

Ⅲ 地域づく
りに向けた支
援 

高齢者（地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事
業）、障害（地域活動支援センター）、子ども（地域子育て
支援拠点事業）、困窮（生活困窮者支援等のための地域づく
り事業）の地域づくりに係る事業を一体として実施し、地域
社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流
や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を実施 

○以下の場及び機能を確保 
①住民同士が出会い参加することのできる場や居場所 
②ケア・支え合う関係性を広げ、交流や活躍の場を生み出す 

 Ⅰ〜Ⅲを通じ、「継続的な伴走支援」、「多機関協働による支援」を実施 
  ※ 支援プランの作成（多機関協働と一体的に実施） 

【厚生労働省の資料を基に作成】 
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図 50 重層的支援体制整備事業の全体イメージ 
【厚生労働省の資料を基に作成】 
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図 51 多機関協働事業  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省の資料を基に作成】 

 

図 52 アウトリーチ支援事業  

 

【厚生労働省の資料を基に作成】 
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埼玉県福祉部福祉政策課政策企画担当 
 

〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

TEL: 048-830-3391 

FAX: 048-830-4801 

E-mail: a3380-10＠pref.saitama.lg.jp 


